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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はじめに

　2024 年 1 月 1 日に発生した能登半島地震は、当該地域に甚大な被害をもたらしました。改めて、
亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げるとともに、被災された方々に心からお見舞い申し上げ
ます。
　さて、この地震をはじめとして豪雨災害、大規模火災などが発生すると、被災者の生活支援、地域
の復興支援のために応急仮設住宅が建てられますが、この応急仮設住宅のあり方・考え方は、大きく
変化しています。
　かつては、文字通り「応急的な生活支援」で、短期間が前提となっていたことから、狭く、かつ性
能も十分とはいえないレベルでした。しかし現在では、災害によっては、入居期間も 2 年間では足り
ない例が増えており、また、仮設住宅での生活の質も重要視されるようになっています。「災害関連死」
という概念も一般化しています。

また、応急仮設住宅のあり方には、日本の社会情勢の変化も関係しています。現在では、多くの
地域で過疎や高齢化が進んでおり、そうした地域での災害では、「復興の遅滞」や「災害関連死の増加」
が懸念されるところです。

一方、2011 年の東日本大震災の時から、木造の仮設住宅も建設されています。木造の仮設住宅は
大変好評で、仮設住宅の質の向上にも大きな役割を果たしています。また地域の工務店が建てること
から、被災した地域経済への貢献という側面も持っています。

そして、質の高い仮設住宅を建設するなら、それを壊すのはもったいないではないか、と考える
のは当然です。能登半島地震の木造仮設住宅では、当初から一定割合の建物は、公営住宅等に転換し
て恒久住宅とすることが想定されており、基礎もべた基礎で作られています。こうして、地域の工務
店により、地域の恒久住宅を想定した仮設住宅が建てられました。

また、能登半島地震の仮設住宅では、トレーラーハウスやムービングハウスなどの移動系の建物
等も、その即応力で大きな役割を果たしました。これらの多くも木造で作られています。

以上のように、能登半島地震の木造応急仮設住宅の建設では、それぞれの団体が、その特質を活
かして、被災者の期待に応えました。

今般、木造系 7 団体が建てた仮設住宅について、建設の経緯や仕様、工夫したこと、苦労したこと、
及び今後への提言等をまとめました。調査にご協力いただいた方々に感謝いたします。この資料が今
後の応急仮設住宅、特に木造応急仮設住宅の建設の参考にしていただければ幸いです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（一社）木を活かす建築推進協議会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表理事　大橋 好光
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第２章 ２事業概要

　災害救助法に基づく応急仮設住宅は、民間賃貸住宅を活用した「賃貸型応急住宅（みなし仮設住宅）」、
「建設型応急住宅」及び「その他適切な方法」によるものに分類され、応急救助の実施主体である都
道府県が被災者に対して供与するものである。

2024 年 1 月 1 日に発生した令和 6 年能登半島地震の被害を受け、2024 年 12 月 23 日までに石川県
内 10 市町各地 159 か所に 6,882 戸の建設型応急住宅が建設されている。石川県では、建設型応急住
宅を下記の３タイプに整理して整備をおこなった。※ 1
　①従来型応急仮設住宅

迅速かつ大量に供給し、避難所生活の早期解消を図ることを目的に、学校のグラウンドや公
園等の公有地に長屋型のプレハブ、移動式等の応急仮設住宅を整備し、入居期間終了後は撤
去することを基本とする。

②まちづくり型応急仮設住宅
里山里海景観に配慮した新たなまちを整備することを目的に、市街地や市街地近郊のまと
まった空地等に長屋型の木造応急仮設住宅を整備し、入居期間終了後は市町営住宅に転用す
ることを基本とする。

③ふるさと回帰型応急仮設住宅
能登から離れ、みなし仮設住宅等で生活する被災者がふるさとに回帰することを目的とし、
集落内の空地等に戸建風の木造応急仮設住宅を整備し、入居期間終了後は市町営住宅に転用
することを基本とする。

以上のように、今回の応急仮設住宅の最大の特徴は、いずれ撤去する従来型の仮設住宅に加えて、
恒久利用を想定した住宅（②まちづくり型応急仮設住宅、③ふるさと回帰型応急仮設住宅）が建設さ
れたことである。

今回の調査業務では、それらの木造の応急仮設住宅に関して、その建設過程、及び課題を検討する。
具体的には、地震と被害の概要、石川県及び市町行政の対応、建設団体の取組み、現地建物の団体別
紹介、居住者の意識調査、能登豪雨の被災者向け応急住宅等に関してまとめている。

上記の調査を報告書にまとめ、各都道府県の行政関係者、および建築関係者に広く頒布すること
によって、今後発生する災害時において、応急仮設住宅をどのように計画すればよいか、また、単な
る収容施設ではなく被災者の生活の場としてのクオリティを高めるための参考資料とすることを目的
とする。

　なお、本調査業務は、「国土交通省」の補助を受けた「一般社団法人 木を活かす建築推進協議会」が、
「特定非営利活動法人 木の建築フォラム」の協力を得て実施した。

※ 1：応急仮設住宅（建設型）について（災害救助法：令和 6 年（2024 年）能登半島地震）、石川県
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kenju/saigai/r6oukyuukasetsujyuutaku.html
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2.3　調査スケジュール

　2025 年 4 月〜 2026 年 1 月

2.4　調査実施体制　

「国土交通省」の補助を受けた「一般社団法人　木を活かす建築推進協議会」が、「特定非営利活
動法人　木の建築フォラム」、金沢工業大学 河原研究室とともに調査業務を実施した。

調査メンバーは下記のとおりである。
・一般社団法人 木を活かす建築推進協議会

大橋好光（代表理事）、沼田良平、小田祐二、高田峰幸
・特定非営利活動法人 木の建築フォラム

緒形多江子（一級建築士事務所 緒形建築設計室）、小野泰（ものつくり大学）、神田雅子（アーキ
キャラバン建築設計事務所）、栗田紀之（建築環境ワークス協同組合）、服部郁子（アーキキャラ
バン建築設計事務所）、松留愼一郎（職業能力開発総合大学校）、山根光（株式会社えびす建築研
究所）

・金沢工業大学 河原研究室
河原大（講師）、島田琳（4 年）、茂手木駿斗（4 年）

2.5　石川県における木造の建設型応急仮設住宅の３タイプ

石川県における建設型応急仮設住宅３タイプの構造に関しては、①従来型では様々な構造がみら
れるものの、②まちづくり型と③ふるさと回帰型は木造にてつくられている。
① 従来型応急仮設住宅
　迅速かつ大量に供給し、避難所生活の早期解消を図ることを目的に、学校のグラウンドや公園等の
公有地に長屋型のプレハブ、移動式等の応急仮設住宅を整備し、入居期間終了後は撤去することを基
本とする。

　　　　　　　　　　　　　　　  能登部第１団地（中能登町）
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2.1　調査概要

今年度の調査業務では、木造の応急仮設住宅に着目した詳細な調査、関係団体からの寄稿及び関
係団体へのヒアリングを通して、その計画段階から、設計、材料調達、建設のプロセスを明らかにし、
その特長と課題について情報整理を行っている。また、実際の入居者へのヒアリング調査を通して、
利用者からの評価の整理も行っている。

具体的には、まず、能登半島地震と被害の概要、石川県及び市町行政の対応、建設型応急住宅を
建設した各団体の取り組みについて、各団体の担当者による寄稿に加え、各団体へのヒアリング調査
により整理した情報を整理して紹介している。そこでは、計画、設計、材料調達、建設のプロセスを
明らかにし、建設プロセスにおける特長と課題をまとめている。現地調査の結果をもとに建設型応急
住宅の所在地マップと一覧表を団体別に作成し、整理を行っている。また、実際の入居者へのヒアリ
ング調査を実施し、プラン・温熱環境・プライバシー・コミュニティー等に関しての利用者からの評
価を整理している。さらに、令和６年奥能登豪雨の被災者向け応急住宅についても整理を行っている。
最後に、調査メンバーによる情報・意見交換を行い、そこでの議論を考察としてまとめている。

資料編には、石川県建設型応急仮設住宅整備に関する資料、石川県建設型応急仮設住宅整備に関
する設備関連補足資料を掲載している。

2.2　調査対象と調査方法

2.2.1　調査対象
・建設型応急仮設住宅の建設に関わった石川県、県内市町及び７つの建設団体
・石川県内 10 市町に建設されている建設型応急仮設住宅
・建設型応急仮設住宅の居住者

2.2.2　調査方法
・建設型応急仮設住宅の建設に関わった石川県、県内市町及び７つの建設団体
　　石川県行政担当者及び各建設団体に対して、建設に関する経緯、どのように対応したか、また困　　　　
　難だったことやその解決策等に関しての執筆を依頼した。また、輪島市、珠洲市、志賀町の行政担
　当者及び各建設団体担当者に対してヒアリング調査を実施した。
・石川県内 10 市町に建設されている建設型応急仮設住宅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　昨年度の成果を踏まえ、再度、現地調査を実施した。追加調査も加味して、石川県内 10 市町の　　　
　各地 159 か所 6,882 戸の建設型応急住宅に関する一覧表とリストの整理を行った。リストには、建
　設団体、型（従来型、まちづくり型、ふるさと回帰型）、通し No.、団地名、市町名、戸数、所在地、
　工法、工事期間、マップコード、階数、代表的な 8 枚の写真、仕上げ（屋根、外壁、開口部、基礎）、
　付帯施設情報（集会場・談話室、受水槽、浄化槽、駐車場）、備考の項目がある。
・建設型応急仮設住宅の居住者

6,882 戸のうち 115 戸に対して、ヒアリング調査を実施した。プラン、温熱環境、プライバシー、
コミュニティー等に関しての居住者の評価を整理している。
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② まちづくり型応急仮設住宅
　里山里海景観に配慮した新たなまちを整備することを目的に、市街地や市街地近郊のまとまった空
地等に長屋型の木造応急仮設住宅を整備し、入居期間終了後は市町営住宅に転用することを基本とす
る。

　　　　　　　　　　　　　　　　       上戸町第３団地（珠洲市）

③ ふるさと回帰型応急仮設住宅
　能登から離れ、みなし仮設住宅等で生活する被災者がふるさとに回帰することを目的とし、集落内
の空地等に戸建風の木造応急仮設住宅を整備し、入居期間終了後は市町営住宅に転用することを基本
とする。

　　　　　　　　　　　　　　　　                しお団地（宝達志水町）
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2.6　移動型建設の 3 タイプ

本報告書で取り上げている石川県における木造の建設型応急住宅のうち、ここでは、移動して建
設するタイプであるムービングハウス、トレーラーハウス、さらに、（一社）日本オフサイト建築協
会が供給する住宅に関して、その違いを簡単に解説する。

2.6.1　ムービングハウス
ムービングハウスとは、工場で製造された後に専用トレーラーに乗せて現場に運搬され設置され

る、移動可能な木造建築物である。１ユニットが長さ 12m（40 フィート）×幅 2.4m（28.8 ㎡）と海
上輸送コンテナと同じ大きさとなっており、ハーフユニットと組み合わせながら各方向に接続して
様々なプランに対応している。

 ムービングハウス

（（一社）日本ムービングハウス協会提供）

2.6.2　トレーラーハウス
トレーラーハウスとは、車輪がついていて自動車で牽引できる住宅 ( 住宅として利用できる被牽引

車両 ) である。鉄骨構造のシャーシの上に 2 × 4 工法を組み合わせて製造され、「木造建築に最も近
い移動可能住宅」となっている。シャーシと建物は一体構造で分離できない構造であり、住宅のよう
な外観と居住性を備えている。車両としてブレーキ性能・回転半径・安定傾斜角など日本や海外の基
準を満たしており、道路輸送や船舶輸送でも安全に移動できる。

　　 トレーラーハウス

　　（（一社）日本 RV・トレーラーハウス協会提供）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ムービングハウスもトレーラーハウスも、ともに、災害時には応急仮設住宅として迅速に提供で
きる点が大きな特徴であり、被災地で水道・電気・ガス等のインフラに接続すれば、すぐに生活を開
始できる。
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2.6.3　オフサイト建築（移動型住宅）
同じく移動型という意味では、( 一社 ) 日本モバイルオフサイト建築協会※が供給する住宅がある。

これは、全国に広がる会員企業（主に中小工務店）が標準化された建築ユニットを災害現場から離れ
た場所（オフサイト）で生産し、現地に輸送して設置するものである。つくり方は、オープンな工法

（木造軸組工法、枠組壁工法（2 × 4））で、全国の中小工務店が製造及びリフォーム等に参加できる。

　　　　　　　　　　　　 オフサイト建築（（一社）日本オフサイト建築協会提供）

　　　

※（一社）日本モバイル建築協会は、2026 年 1 月 1 日に、（一社）日本オフサイト建築協会に名称を変更

2.7　団地リスト及び建設団体一覧

2.7.1　団地リスト
表 2.7-1 に示すように、令和 6 年能登半島地震の建設型応急住宅と、令和 6 年奥能登豪雨の建設型

応急住宅を合わせて、令和 7 年 3 月 28 日までに、164 団地 7,168 戸の仮設住宅が建設されている。
本報では、木造の仮設住宅に対象を絞り、（一社）プレハブ建築協会が建設した 102 団地 4,467 戸

を除く、62 団地 2,701 戸を調査対象とする。

　表 2.7-1　建設型応急仮設住宅（令和６年能登半島地震、および、令和６年奥能登豪雨）の建設戸数
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表 2.7-2　　　　

調査対象団地

リスト（1）
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表 2.7-2　

調査対象団地

リスト（2）
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2.7.2　建設団体一覧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　応急仮設住宅を木造で供給した建設団体として、以下に示す７団体を調査対象とした。
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要
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　　　　　　　　　　　　　　　　図 3.1-1　震度分布 ( 文献＊ 3 より転載 ) 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図 3.1-2 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和 6 年能登半島地震の地震活動 ( 文献 *4 より転載 )

3.1.2　地震の特徴
　観測された揺れの強さを示す地表最大加速度(PGA)、および地表最大速度(PGV)分布(水平動成分)
を図 3.1-3 に示す。

本地震の強震観測によると、能登地方の広い範囲で震度 6 強以上の強い揺れが観測され、K‑NET
富来および輪島市門前町走出（自治体震度計）で震度 7 が記録された。PGA/PGV の分布からは、北
陸沿岸部まで速度応答が大きく及んだことが読み取れる。強い地震動が広範囲に及んでいることを示
している。

また、輪島市の 2 箇所の観測点における、加速度応答スペクトルと Sa–Sd 曲線（加速度応答 Sa と
変位応答 Sd の関係：減衰 h=5%）を図 3.1-4 に示す。図には、建築基準法の設計用地震動（BSLJ）
も併せて示している。これによると、輪島市の記録は、周期 1.2 〜 2.2 秒程度の比較的 “ゆっくり揺
れる周期帯”で、BSLJよりも強い入力が見られる。一般的な中低層の建物に破壊力のある地震動であっ
たことが分かる。
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「令和 6 年能登半島地震」の概要と被害について、主に国土交通省国土技術政策総合研究所（以下「国
総研」という）および国立研究開発法人建築研究所（以下「建研」という）がまとめた「国土技術政
策総合研究所資料第 1296 号・建築研究資料第 212 号、令和６年能登半島地震建築物被害調査等報告（速
報）*1（以下「報告書」という）」などをもとに、概要をまとめる。

3.1　地震概要
2024 年 1 月 1 日 16 時 10 分、石川県能登地方を震源とする M7.6 の地震が発生 ( 以下「本地震」と

いう ) し、石川県輪島市や志賀町で震度 7 を観測した。能登半島では、2020 年 12 月以降に地震活動
が活発になっており、小さな地震が継続していたが、本地震前の 2023 年 5 月には M6.5、本地震後の
2024 年 11 月にも M6.6 の大きな地震が発生しており、M7.6 の本地震以降の 1 カ月の間に最大震度 5
弱以上の地震が 17 回発生した。本地震以降の震度 6 以上を観測した地震を表 3.1-1 に示す。気象庁は、
この本地震を含めた 2020 年 12 月以降の一連の地震活動を「令和 6 年能登半島地震」と命名した。
　　　　　　　　　表 3.1-1　本地震以降の震度 6 弱以上を観測した地震 ( 文献 *1 より転載 )

3.1.1　震源
　気象庁によると本地震の諸元は表 3.1-2 の通りである。震源は石川県珠洲市内の深さ 16km で、能
登半島北側の海底にある活断層によって生じた内陸地震である。発震機構は北西―南東方向に圧縮軸
を持つ逆断層型であった。震源の破壊過程については、強震波形記録に基づく解析結果より、震央の
北東側および南西側の双方に大きなすべり域を持つモデルとされている。
　　　　　　　  　　　　　　表 3.1-2　地震の諸元 ( 文献 *1 より転載 )

 

　本地震の市町村別震度一覧を表 3.1-3 に、震度分布を図 3.1-1 に示す。本地震では、防災科学技術
研究所（以下、「防災科研」又は「K-NET」、「KiK-net」という）の K-NET 富来観測点、および自治
体震度計の輪島市（門前町走出観測点）で震度 7 を観測し、能登地方の広い範囲で震度 6 強を、石川
県から新潟県、福井県の沿岸部で震度 5 強を、九州から北海道まで広い範囲で震度 1 以上を記録した。

また、2020 年 12 月以降の地震の震央分布図を図 3.1-2 に示す。国が設置した地震調査研究推進本
部によると、2023 年 12 月までは能登半島北東部の概ね 30km 四方の範囲であったが、本地震の直後
から能登半島及びその北東側の海域にも広がり、北東－南西方向に約 150km の範囲となった *2。
　　　　　　　表 3.1-3　令和 6 年能登半島地震（M7.6）による市町村別震度一覧 ( 文献 *3 より転載 )

日時  震央地名  マグニチュード  最大震度
2024年1月1日 16時10分  石川県能登地方 7.6 7

2024年1月1日 16時12分  能登半島沖 5.7  6弱
2024年1月6日 23時20分  能登半島沖 4.3  6弱

項目 内容
発生日時 2024 年1 月1 日16 時10 分22.57 秒

マグニチュード 7.6
震源位置 北緯37.496 度、東経137.270 度、深さ16 km

地
震
と
被
害
の
概
要

地
震
と
被
害
の
概
要



18 19

第

３

章

3.2　被害の概要

本地震の被害は、石川県を中心に富山県、新潟県などで、建物の倒壊や損傷、火災、地盤変動、
津波による被害が発生した。内閣府非常災害対策本部の令和 7 年 8 月 5 日「令和６年能登半島地震
に係る被害状況等について」によると、人的被害は、死者 634 名、負傷者 1398 名、物的被害は住家
で全壊 6,532 棟、半壊 23,680 棟、一部損壊 134,949 棟、非住家建築物で、公共建物 443 棟、その他
39,274 棟であった。以下に建物被害の概要をまとめる。

3.2.1　構造別・建築時期別の建物被害調査結果の概要
本地震の発生以降、RC 造建築物、防火、基礎・地盤、木造建築物、津波、瓦屋根、非構造部材、

鉄骨造建築物、地震工学等の分野の調査員が派遣され、調査が行われた。
木造建築物の調査は、輪島市、珠洲市、穴水町、能登町、志賀町を中心に、RC 造の調査は輪島市、

金沢市、穴水町及び七尾市を、基礎・地盤の調査は、特に甚大な被害のあった金沢市、内灘町、かほ
く市及び輪島市を、鉄骨造及び非構造部材の調査は、石川県では金沢市、輪島市、珠洲市、七尾市、
穴水町、能登町、富山県では高岡市、射水市及び富山市を、津波・瓦屋根の調査では、新潟県上越市、
石川県珠洲市及び能登町を中心に調査が実施された。結果を表 3.2-1 に示す。
　　　　　　表 3.2-1　構造別・建築時期別の建築物被害状況 (2024 年 9 月 4 日時点 ) ( 文献 *1 より転載 )
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　　　　図 3.1-3　地表最大加速度 (PGA) および地表最大速度 (PGV) 分布 ( 水平動成分 ) ( 文献 *1 より転載 )

　　　　　　　図 3.1-4　本震の加速度応答スペクトルと Sa–Sd 曲線 (h=5%)( 文献＊ 1 より転載 )

図 3.1-5 に能登半島に設置されている地震計の位置を示す。
また、図 3.1-6 に、各観測記録の変位応答スペクトルを示す。図には、過去の主要な地震動のもの

も併せて示している。図によると、周期が 1 秒～ 3 秒では、他の主要な地震動を上回る変位が生じ
る可能性があることが示されている。例えば、穴水 EW（T=1 秒）で 34.4cm、正院 EW（T=3.5 秒）
で 76.2cm と大きな値を示している。

　図 3.1-5 観測点と本地震の震央　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　( 文献 *1 より転載 )　　　　　　　　　図 3.1-6　本地震および過去の主要な地震波の変位応答スペクトル

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　( 文献 *1 より転載 )
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② 鉄筋コンクリート造（RC 造）建築物の被害
RC 造建築物でも、耐震基準の改定時期による被害差が認められた。
・ 旧耐震建物（1981 年以前）では、構造体の損傷に加え、非構造部材の落下や外壁の全面崩壊が
　発生した。
・ 航空レーザ計測による広域評価では、輪島市中心部において最大傾斜角 5 度以上の建物が複数
  確認され、地盤変動との関連が示唆された。
・ 1981 年以降の新耐震基準に基づく建物でも、柱・梁接合部にせん断破壊やひび割れが発生し、
　設計時の地震動想定を超える揺れが影響したと考察されている。
・ 耐震改修済み建物は概ね健全であったが、外壁の剥離や開口部の崩落が一部で確認された。

③ 鉄骨造建築物の被害
鉄骨造建築物では、震度 6 強以上の地域を中心に調査が行われた。接合部の破断や座屈が主な被

害形態として報告された。
・ 一般建築物 ( 店舗、住宅等 ) で比較的大きな被害が生じた 28 棟のうち、3 棟で倒壊・崩壊が確
　認された。倒壊・崩壊していないものでも、残留変形が大きいもの、引張ブレースの被害や露　　
　出柱脚の被害等が観察された。これらは 1981 年以前の旧耐震時代の建築物と考えられた。
・ 公共施設（学校・庁舎等）では、耐震補強済みの建物が多く、構造体の損傷は軽微にとどまった。
　ただし、一部の建築物で RC 造架構との接続部での損傷、露出柱脚のコンクリート部分の破壊、
　およびブレース部に残留たわみが確認された。
・ 地盤の不均一沈下により、傾斜・変形が生じた事例も確認されている。

④ 非構造部材の被害
非構造部材の損傷は、建物の使用継続性や避難安全性に直結する課題である。
・ 金沢市・富山市・高岡市・射水市などでは、吊り天井の落下、内壁の剥離、ガラス開口部の破　　　　
　損が多発した。これらの被害は、施工年代や仕様の違いによる被害差が顕著に現れた。
・ 外壁タイルの剥離は、接着方式や施工精度に起因する傾向が見られた。

⑤ 津波による被害
津波による被害は、地震動と地形条件の複合的影響により局所的に甚大な被害をもたらした。
・ 津波は、石川県の金沢市をはじめ、北海道から長崎県にかけて日本海沿岸の各地で観測された。
・ 被害調査によると、珠洲市宝立町鵜飼では地面から 3m 程度、鳳珠郡能登町白丸では地面から 3.4m
  程度の高さ、また上越市港町周辺では地面から 50cm 程度まで津波の痕跡が残っていた。
・ 津波は、断層モデルと地形の影響により、能登半島東側で波高が増幅される傾向が確認された。
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　調査結果は、日本建築学会北陸支部災害連絡部会と国総研・建研が協力し、日本建築学会の悉皆調
査結果、国土地理院の年代ごとの航空写真、石川県から国土交通省住宅局に提供された建築確認台帳
等の情報を用い、構造別・建築時期別の建築物被害状況として整理された。
日本建築学会悉皆調査では、輪島市の鳳至地区、河井地区、黒島地区、道下地区および門前地区、珠
洲市の宝立地区、飯田地区および正院地区、ならびに鳳珠郡穴水町の中心部の建築物の 6,873 棟につ
いて調査され、用途が簡易な倉庫、神社等のものや、用途不明のものを除いた 5,392 棟について集計
された。

被害のレベルは、木造建築物の詳細パターン及び建築学会悉皆調査に用いられダメージグレード
より、無被害、軽微・小破・中破、大破、倒壊・崩壊の 4 つに分類されている。

倒壊・崩壊は、木造で 4,909 棟のうち 14.5%、S 造で 222 棟のうち 0.9%、RC 造で 126 棟のうち 1.6%、
全体としては、5,392 棟のうち 13.6% であった。また、新耐震基準 (1981 年 6 月 ) の適用前後、2000
年 6 月の法改正前後で、被害状態が大きく異なっていることが示された。新しい建物ほど、被害は小
さい。

3.2.2　構造ごとの被害の傾向
建築年、構造形式、地域の地盤条件によって被害の様相が異なっていた。構造別にそれぞれ要点

をまとめる。

① 木造建築物の被害
木造建築物においては、築年数・構造形式・地盤条件に応じて被害の様相が大きく異なった。
以下に傾向をまとめる。
・ 木造の年代毎の被害率を図 3.2-1 に示す。明らかに、建築年が新しくなるほど、被害は小さくなっ　
  ている。
・ 輪島市旧門前町では、接道面の開口が大きい店舗併用住宅が多く、崩壊や大破が多く見られた。
　それらは平成 19 年 (2007 年 ) 能登半島地震以前の建物が大半であった。ただし、2007 年以前の
  建物でも、外壁の剥落程度に留まったものも多い。
・ 珠洲市・穴水町でも倒壊や残留変形が大きい家屋が見られたが、建築年が古い建物でも軽微な
  被害にとどまる建物も見られた。
・ その他の被災地域でも、瓦屋根の落下、壁面の崩壊、柱脚部の破断などの被害が発生した。
・ 2000 年以降の建築確認済み住宅では、偏心した構造や所定の接合金物を満足しないなどにより
  若干の倒壊例が確認された。しかし、大半は被害が軽微であった。
・ 枠組壁工法や集成材建築物は、健全性を保った事例が多い。

　　　　　　　　　　　図 3.2-1　木造建築の建築時期別の被害の割合 ( 文献 *1 より作図 )
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１）基本条件は、以下のとおりである。
 ・建物は戸建て風の長屋住宅で２戸１棟を基本
 ・敷地は市町へ無償譲渡された土地（又は市町が買上）
 ・入居できる者は要件を満たし、仮設住宅未入居世帯
２）敷地の選定にあたり配慮すべき事項は、以下のとおりである。
 ・借地は地主が代替わり等で将来の継続利用が不透明
 ・早期着手できない土地は不適（造成が必要など）
 ・法規制などの事前確認が必要
 ・仮設住宅が充足した地域の建設は困難
 ・供与期間後の恒久利用方法の事前理解
３）住宅の形態は、地域性を考慮し、良好な居住環境を確保するために以下の配慮を行うものとした。
 ・相向かいの掃き出し窓などによるコミュニティ形成
 ・スロープ上の屋根などのバリアフリー性の確保
 ・深い軒の出などの降雨降雪等の暮らしにおける工夫
 ・黒い和瓦などの里山里海景観への配慮
 ・住戸と共用部の構造別棟などによる可変性の確保

　　　従来型（プレ協）三崎町第１団地（珠洲市）　　　　　　 まちづくり型（全木協）里町第２団地（輪島市）

　ふるさと回帰型（建団連）狼煙町第２団地（珠洲市）
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4.1　石川県

令和６年能登半島地震及び奥能登豪雨における木造応急仮設住宅の整備に関わる石川県の取り組み
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        石川県土木部建築住宅課　主幹　近藤 隆裕

1.　はじめに
令和 6 年の元日に発生した令和 6 年能登半島地震は、県政史上未曾有の大災害となった。さらに、

同年 9 月 21 日に発生した令和 6 年奥能登豪雨は、線状降水帯の発生により、地震から 8 ケ月余りし
か経たないなか、復旧・復興の途上にある被災地を襲った複合災害となった。

こうした状況において、県では、被災市町と連携し、国、全国の自治体、建築関係団体からのご支
援をいただきながら、住宅等の復旧・復興に全力で取り組んできた。本稿では、応急仮設住宅の整備
について紹介する。

2.　基本方針及び協定締結
応急仮設住宅の整備にあたり、まず、市町が被害状況を確認し、建設地のリストアップや必要戸数

の検討を行った。それを基に県と災害協定を結んだ団体（以下「協定団体」という。）が現地調査し、
県が条件（敷地自体の被災状況、アクセス道路の状況、ハザード区域の状況、地盤の状況、インフラ
整備状況など）を整理した上で、建設地を決定した。

また、入居を希望する世帯や人数等を踏まえ、市町が①～③の 3 つのタイプや戸数を決定し、県が
協定団体に斡旋依頼、協定団体から斡旋された施工業者が仮設住宅を建設した。県は完成した仮設住
宅を賃貸借し、その後、市町が入居手続きや維持管理などを行っている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　図 1　応急仮設住宅の建設の流れ

① プレハブ（従来型）
避難所生活の早期解消を図ることを目的に、学校のグラウンドや公園などの公有地に、長屋型のプ

レハブや移動式（ムービングハウス、トレーラーハウス）の仮設住宅を迅速かつ大量に整備したもの
であり、入居期間終了後は撤去する予定である。
② 木造長屋（まちづくり型）

市街地や市街地近郊のまとまった空き地などに、里山里海の景観に配慮した新たなまちを造るイメ
ージで長屋住宅を建設した。将来的には、市町有住宅としての活用も想定している。
③ 木造戸建て風（ふるさと回帰型）

地元集落内の空き地や共有地などに建設した。将来的には、市町有住宅として活用した後に、入居
者の希望があれば有償で譲渡することも想定している。
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　ふるさと回帰型（木住協）下唐川第２団地（穴水町）　　　　　 従来型（全木協）大谷町第１団地（珠洲市）

　　　従来型（ログ協）二俣町第１団地（輪島市）　　　　　　まちづくり型（ログ協）三崎町第４団地（珠洲市）

　　まちづくり型（建団連）宝立町第２団地（珠洲市）　　　　　従来型（モバ協）小島町第２団地（七尾市）

　 まちづくり型（モバ協）山岸町第１団地（輪島市）
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 県では、平成 7 年に災害時の協定を締結した（一社）プレハブ建築協会と連携して制度の運用を行
っていたが、今回の地震でより迅速に大量の仮設住宅を建設する必要があったため、以下の協定団体
と協定を締結した。
 ・（一社）日本ムービングハウス協会（締結日：R6.1.4）
 ・（一社）日本 RV・トレーラーハウス協会（〃：R6.1.18）
 ・（一社）石川県木造住宅協会（〃：R6.1.18）
 ・（一社）全国木造建設事業協会（〃：R6.1.18）
 ・（一社）日本ログハウス協会（〃：R6.2.16）
 ・（一社）石川県建団連（〃：R6.2.16）
 ・（一社）日本モバイル建築協会（〃：R6.2.29）
 ・（一社）日本木造住宅産業協会（〃：R6.2.29）
 
各協定団体の整備戸数は、以下のとおりである。

表 1　応急仮設住宅の協定団体別整備戸数

　　　　　従来型（プレ協）向粟崎団地（内灘町）　　　　　　従来型（ﾑｰﾋﾞﾝｸﾞﾊｳｽ）ﾏﾘﾝﾀｳﾝ第１団地（輪島市）

　　　  従来型（ﾄﾚｰﾗｰﾊｳｽ）とぎ第１団地（志賀町）　　　　　　 従来型（木住協）野々江町第８団地（珠洲市）　

　　　　　　　　　　　表１　応急仮設住宅の協定団体別整備戸数

従来型 まちづくり型 ふるさと回帰型 計

プレハブ建築協会 4,467 0 0 4,467

日本ムービングハウス協会 511 0 0 511

日本RV・トレーラーハウス協会 30 0 0 30

石川県木造住宅協会 196 579 30 805

全国木造建設事業協会 228 551 0 779

日本ログハウス協会 31 115 0 146

石川県建団連 0 166 3 169

日本モバイル建築協会 102 159 0 261
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応急仮設住宅の標準仕様は、以下のとおりである。

① 住戸の規模　　　

　広さ：1～ 2人用（20 ㎡）、2～ 4人用（30 ㎡）、

     　 4 人以上用（40 ㎡）

　階数：平屋建て（敷地の状況により 2階建て）

　その他：車いす利用者用住戸（団地の 5% 程度）

② 住戸の仕様　　　

　所要室：洋室（和室）、台所、洗面所 ､浴室、

　　　　　便所、物干し場 など

　住環境：断熱材、窓は断熱サッシ など

　バリアフリー：玄関前にスロープ、玄関、　

　　　　　洗面所、便所、浴室に手すり、

　　　　　部屋間の段差解消

　設備：ＩＨヒーター又はガスコンロ、エアコン　　　　　　図３　平面図（車いす２ＤＫタイプ）

　　　　（冷暖房）、洋式便所（暖房便座） など

③ 集会施設、駐車場等

　集会施設は、20 戸以上 50 戸未満の団地に、40 ㎡程度の談話室を 1 か所、50 戸以上の団地に、90

㎡程度の集会所を 1 か所、AED を設置することを基本とし、駐車場は、各戸に対して原則 1 台分を

確保し、基本的に砕石を敷いた上にロープで区画を設け、車いす利用者、来客者、福祉車両用はア

スファルト舗装した。

　

　　　　　　　　　　和室、洋室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　洗面所、便所（車いす対応）

　　　　　　　　　台所（車いす対応）
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3.　団地整備例及び整備基準
　応急仮設住宅団地の一例として、まちづくり型の三井町第 1 団地は、のと鉄道旧能登三井駅の西側
の川沿いに広がる緑地に、外壁や床材などに県産木材、屋根には黒瓦屋根を採用し、周辺の景観に調
和した 68 戸の長屋住宅を工事期間約 3 ヶ月で整備した。

南側の広場を中心に、集会所、子育て世帯向け、車いす使用者世帯向け、単身高齢者向けの住戸を
配置し、それぞれの棟を木製のデッキでつなぎ、コミュニティゾーンを形成し、孤立防止のための見
守りなどをしやすいように配慮した。

このほか、全ての棟にスロープと屋外廊下を設け、バリアフリーに対応したほか、駐車場、受水槽、
浄化槽、外灯、防犯カメラなどを整備した。

　　　　　　　　　　図２　まちづくり型（木住協）三井町第１団地（輪島市）の配置

　

　まちづくり型（木住協）三井町第１団地（輪島市）　　　　　　　　　　　　　　各住棟

　　　　　　　集会所（90㎡）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   コミュニティ広場
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4.　整備状況
最終的な応急仮設住宅の整備状況として、能登半島地震の被災者向けの仮設住宅は、令和 6 年 1 月

12 日に最初の団地を着工し、同年 8 月末までに全ての仮設住宅の完成を目指したが、市町からの同
年 5 月以降の追加建設要請、建設途中の設計変更・仕様変更や、奥能登豪雨の影響による工事の遅れ
もあり、同年 12 月に必要戸数 6,882 戸全ての建設を完了した。

また、奥能登豪雨の被災者向けの仮設住宅が必要となったことから、同年 10 月 18 日に最初の団地
を着工し、建設地が限られるため、全団地で 2 階建ての木造住宅の建設を進め、令和 7 年 3 月に必要
戸数 286 戸全ての建設を完了した。
　　　　　　　　　　　　　　　　　表２　応急仮設住宅の整備戸数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図４　応急仮設住宅の位置
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応急仮設住宅の建設時に苦労した点として、能登は平地が少なく、建設の適地が限られる中、多く
の方が仮設住宅を必要としており、被災された方に一刻も早く住まいを確保するため、やむを得ず津
波浸水想定区域や洪水浸水想定区域に整備せざるを得なかったことがあげられる。

また、能登地方で道路の被害、断水、宿泊施設の確保困難等から、職人の手配が非常に困難であっ
たこと、資材に関して、当初は砕石の不足、アスファルトやコンクリートプラントの被災等が課題と
なり、建設資材の運搬に関しても、県外からの運搬で時間と経費がかさんだこと、当初は電気も開通
していない箇所が多く、敷地の決定時から電気事業者と連絡を取りながら完成に間に合わせるよう連
絡調整したこと、上下水道が使えないため、受水槽、浄化槽を設置したこと等が挙げられる。
　応急仮設住宅の完成後に入居者等から受けた要望に対応した事例として、住戸の配置を優先して駐
車場不足となった団地で砕石を追加し、駐車場を増設したこと、同様に集会所が無い団地で要望によ
り完成後に設置したこと、駐車場が砕石敷で、冬季の除雪が困難なためアスファルト舗装の要望があ
り、復興基金で駐車場のアスファルト舗装の費用を助成したこと、夜間に通路や駐車場が暗いという
要望があり、追加で外部照明設備を設置したこと等が挙げられる。

今後の課題として、できる限り多くの建設地を選定し、自衛隊・消防などの活動場所、災害ごみ置
き場などを事前に調整し、ハザード区域の事前確認をすること、どのタイプの応急仮設住宅を供給す
るかを速やかに判断できるように、供給量・速さ・標準図・竣工後の瑕疵補修・メンテナンス体制を
整えることがあげられる。さらに、県においては住宅建設から解体撤去まで一括で依頼でき、財産登
録などが不要な賃貸借契約を全団地で締結したが、メリット・デメリットを踏まえて契約方式を検討
することとし、追加工事が発生しないように計画することが望ましい。

また、まちづくり型やふるさと回帰型の応急仮設住宅は、恒久利用できるよう、建築基準法の単体
規定を満足するよう整備したが、集団規定（接道）や開発許可基準（道路、緑地等、調整池など）に
ついて、救助費で対応できない部分があり、譲渡前後に整備が必要であるため、事前説明と基準を満
足できるような配置計画とすることが望ましい。

5.　奥能登豪雨からの応急仮設住宅の復旧
令和 6 年 9 月 21 日に発生した奥能登豪雨により、地震の被災者向けに整備した応急仮設住宅にお

いて、床上浸水 6 団地 218 戸、床下浸水 11 団地 422 戸の被害が生じた。
県では、入居者の皆様に一刻も早く、安心・安全な生活再建を行っていただけるように復旧を進めた。

　　　　　　　　　　　　　　　輪島市街地における被災状況 ( 点線 : 応急仮設住宅 )
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   表２　応急仮設住宅の整備戸数

まちづくり型 ふるさと回帰型

木造長屋 木造戸建て風

地震 豪雨 地震 地震

七尾市 575 0 0 0 575

輪島市 1,795 264 1,102 0 3,161

珠洲市 1,427 22 288 3 1,740

羽咋市 67 0 0 0 67

内灘町 75 0 0 20 95

志賀町 235 0 158 0 393

宝達志水町 0 0 0 4 4

中能登町 30 0 0 0 30

穴水町 504 0 22 6 532

能登町 571 0 0 0 571

計 5,279 286 1,570 33 7,168

従来型

計プレハブ等
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　　　　　　　　　床下泥撤去前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　床下泥撤去後　　

　

　　　　　　　　　住戸内部解体　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　床下の泥撤去

　

　　　　　　　　　床下の消毒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内装復旧

　令和 6 年 1 月 1 日に被災された入居者の皆様が再び元日を避難所等で過ごしたくないという思いを
県、市町、施工者が共有し、上記の工事方針を基に、同年 12 月 26 日までの約 3 ヶ月で工事完了に至
った。

また、浸水被害があった団地の浸水対策として、団地周囲（河川沿い）に大型土のうや仮設ポンプ
を設置し、奥能登豪雨の被災者向けの仮設住宅団地が洪水浸水区域に含まれる場合は、浸水状況を勘
案し、住戸部分のかさ上げなど必要な対策を行っている。
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　応急仮設住宅の被災状況（宅田町第 2 団地（輪島市））　　　応急仮設住宅の被災状況（浦上第 1 団地（輪島市））

　応急仮設住宅の被災状況（山岸町第３団地（輪島市））　　　応急仮設住宅の被災状況（上戸町第２団地（珠洲市）

　

　浸水被害からの復旧は前例に乏しく、工事方針の策定に苦慮したが、（公社）日本建築士会連合会
による浸水被害住宅の技術対策マニュアルや（公社）日本ペストコントロール協会へのヒアリングを
基に検討を進め、下表の通り方針を定めた。
　　　　　　　表３　復旧の工事方針

　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図５　復旧の概要

　

　主に、住戸内部は、浸水により機能を失った設備機器や床・壁材の取替え、床下の泥撤去及び消毒
洗浄を、住戸外部は、外構部分に堆積した泥の撤去や物置・排水管等の洗浄を実施した。
　復旧を要するか否かは、泥堆積の有無によって、判断した。泥堆積が有る場合は残置による健康被
害（ex. 乾燥後の粉塵による肺内蓄積、汚水や有機物の混入による悪臭発生）等のリスクが高いもの
として、復旧の対象とし、泥撤去・消毒・乾燥をセットとして実施した。
　住戸内部の復旧の手順は、以下の通りである。
① 住戸内部の設備機器・床・壁を撤去する。
② 住戸床下に堆積した泥を撤去する。
③ 汚染による健康被害を防止するために消毒作業を実施する。
④ 住戸内部の設備機器・床・壁を復旧する。
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4.2　輪島市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      NPO 法人木の建築フォラム　小野 泰
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（輪島市まちづくり推進課 池端氏へのヒアリングに基づいて執筆）

1.　概要
　本項は、輪島市における応急仮設住宅の発注・建設・配置・維持管理の現状、石川県との役割分担、
住民の意向、今後の災害公営住宅への転用方針について、また、道路復旧状況が工期・施工方法の選
定に与えた影響、供給団体の工法と仕様、インフラ（上下水・電気）への対応、維持管理上の課題（結
露・臭気）、今後の運用事項を取り纏めたものである。

2.　石川県との役割分担と発注・建築確認について　
　発注および建設は石川県が主体である。輪島市は、候補地提示と現地対応を担当している。石川県
から現地調査員が派遣され、輪島市と石川県本庁の連絡窓口も担ってもらっている。石川県とのやり
取りを始めた時期は、1 月 2 日、3 日からである。

供給団体数は石川県が調整し、輪島市には建設 7 団体（プレ協、木住協、全木協、建団連、ログ協、
ムービング協、モバイル協）から、総戸数 2,897 戸の応急仮設住宅が供給されている。

建築確認は石川県が行い、仮設の許可・通知も石川県が実施している。よって、建築確認に関する
申請資料（設計図書・壁量計算等）は輪島市では保有していない。

　
　　　　　　

　　　　　鳳至町第 1 団地（全木協）　　　　　　　　　　　　　　　　山岸町第 3 団地（ログ協）

3.　候補地選定・用地確保の状況について
　建設用地の内訳は、市有地である公園や学校跡地などを先行して活用している。それだけでは足り
なかったため、不足分は市街地の民有地を借りている。借地比率は団地ベースで、概ね 4 割弱程度で
ある。
　各団地では、建設用地に目いっぱいに配置した住棟間隔で、最大戸数が収まる計画としたため、他
の市町の応急仮設住宅団地に比べると 1 戸あたり占める敷地面積は小さくなったと思われる。
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6.　おわりに
　発災直後から、応急仮設住宅の整備をはじめとして、みなし仮設住宅や応急修理制度の対応、県有
施設の復旧業務などについて、国、全国の自治体、市町、建築関係団体の皆様のご尽力に、心より御
礼を申し上げる。

県では、令和 7 年を復興元年と位置付け、恒久的住まいの再建へと軸足を移し、いしかわ型復興住
宅モデルプラン、住まいの再建支援ハンドブックの公開や復興公営住宅の整備、市町での復興基金な
どを活用したまちづくり型やふるさと回帰型の木造応急仮設住宅を恒久的な住宅への改修、生活再建
に向けた伴走支援を行う生活再建支援アドバイザーの配置などを行うとともに、いしかわ被災者支援
センターを設置し、きめ細かく相談に対応するなど、被災者の様々な再建ニーズに応じた支援に全力
で取り組むこととしている。

                                                            図 6　いしかわ型復興住宅プランの事例

         図 7　いしかわ型復興住宅プラン集の概要

                                                           図 8　いしかわ被災者支援センターの概要
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5.　仕様・断熱・温熱環境について
　基本的な応急仮設住宅の仕様は、耐震性や断熱性も含めて石川県が各供給団体へ仕様を提示してい
る。
　断熱性能でいえば、ムービングハウスとモバイルハウス（図 1）は北海道並みの水準との説明があ
った。各供給団体の応急仮設住宅の断熱性能や温熱環境の詳細な仕様は設計図書の仕様書に記載され
ている。

　　　　　　　　　　　　　　　図 1　下黒川町第 1 団地　モバイルハウス矩計図

6.　インフラ対応（上下水・電気・道路）について
　現在の給水・下水は、受水槽・浄化槽が中心である。下水道の復旧は輪島市の下水道課との調整で
進めている。団地から下水道まで繋がっていてもその先の浄水場までのルートが確保できない団地も
浄化槽で対応している。浄化槽から下水道への切り替えは道路の復旧に合わせて実施している。浄化
槽は設置型である。
　電気は全て電力会社からの供給である。現時点で太陽光パネルの設置計画はないが、今後、石川県
が設置することを検討する時には、建設当時の壁量計算結果と太陽光パネルを設置した屋根荷重と関
係を、現基準法で適合性を判断することになる。

7.　維持管理体制・課題について
　各団地の維持管理は供給した建設団体が対応している。団地内で不具合があった場合、輪島市から
各建設団体に不具合への対応を依頼している。
　受水槽の清掃や浄化槽の清掃は、それを対応する業者と輪島市が委託契約をしている。
　現時点での課題を挙げれば、室内の結露、居住面積の狭さに関する住民からの指摘が多い。居住面
積は、災害救助法に準拠しているので拡張ができない。
　浄化槽からの臭気は風向や容量不足等で散発的に発生するようだが、臭気を感じるのは浄化槽周囲
の屋外であって、屋内で臭気を感じるとの苦情は無いとのことである。
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　　　　　　堀町第 1 団地（建団連）　　　　　　　　　　　　　　　　山岸町第 2 団地（木住協）

4.　工法別の特性・供給状況について
　工法では、プレハブ工法、木造、ログハウス、ムービングハウス、モバイルハウスで、これらの選
定も石川県が判断した。団地内の住棟配置計画も石川県が決定し、南向きリビングを重視した配置に
なっている。
　間取りは災害救助法に基づき、申込状況に応じてタイプ別戸数を石川県へ発注した。
　プレハブは、工期が短く迅速だが、震災当時の道路状況が悪かったため、建設資材の搬入が困難で
あった。プレハブの建設戸数は 1,674 戸（プレ協）で全て「従来型」である。
　木造は、建設資材の搬入が可能なら対応性が高いので、プレハブが難しい場所の代替に有効である
が、工期は相対的に長めになる。建設戸数は、供給団体別に、木住協 347 戸、全木協 519 戸、建団連
31 戸で、全て「まちづくり型」である。ログハウスの供給戸数は「従来型」が 31 戸、「まちづくり型」
が 46 戸であった。
　ムービングハウスは、トラックで搬入し設置するため、対応が早く、建設戸数は「従来型」で 90
戸であった。このムービングハウスは、珠洲市では 300 戸供給されているが、この建設戸数の差は、
道路事情等を踏まえて石川県が采配した結果である。
　モバイルハウスは、建築基準法に準拠した木造住宅として設計されており、輪島市では「まちづく
り型」で 159 戸建設されている。
　なお、トレーラーハウスは車両的頑丈性を強調しているが、輪島市には設置されていない。
　　

　
　

　　　マリンタウン第 1 団地（ムービングハウス）　　　　　　　　小伊勢町第 3 団地（モバイルハウス）
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4.3　珠洲市

                                                                                           珠洲市環境建設課　参事 ( 兼 ) 課長補佐　田中 英昭

1.　概要
　本市における応急仮設住宅整備に関する現状と運用方針、今後の課題と見通しを整理いたします。　　
　本市におきましては、津波による建物の流失や浸水など、地区によっては壊滅的な被害が生じたこ
ともあり、平野部で応急仮設住宅を建設できるような広い用地を確保することが困難な状況となって
おりましたので、本来、整備を避けるべき小学校グラウンドや中学校グラウンドのほか、旧保育所グ
ラウンドや公園施設などの市有地を中心に整備を進めました。
　整備戸数については、従来型のプレハブ住宅が 989 戸、木造住宅 429 戸、ムービングハウス 300 戸
で計 1,718 戸の応急仮設住宅を建設しており、特に木造の仮設住宅については、復興公営住宅等への
転用も可能となるよう、恒久的に活用できる仮設住宅として整備いたしました。

入居者の選考については、別の部署が担当しましたが、罹災調査で住宅が全壊と判定された方を
優先し、住宅が大規模半壊、中規模半壊、半壊と判定された方についても、一世帯一世帯の状況をお
聴きし、特別な事情がある方なども考慮しながら、手続きが整った方から、順次、入居いただきまし
た。

復興公営住宅の整備方針については、地域特性を活かした良質な住宅とするため、地域コミュニ
ティの維持や、高齢者等にやさしく安全で快適な住宅を供給するための基本的な考え方をまとめた

「珠洲市災害公営住宅整備方針」を令和 7 年 3 月に策定し、被災された方への意向を確認するため
「住まいの意向調査」を行い、その結果を踏まえ、ニーズに対して過不足が生じないよう整備を進め
ることといたしております。

2.　発注・仕様・建築確認について
応急仮設住宅の建設については、石川県が供与主体となり「災害時における応急仮設住宅の建設

に関する協定」を締結している「一般社団法人プレハブ建築協会」などの供給団体へ建設を依頼する
方式で整備を進めていただきました。本市は応急仮設住宅の必要戸数の検討や建設候補地の選定のほ
か、返還時における原状回復の調整などについて石川県と連携を密にし、整備を進めました。また、応
急仮設住宅の仕様については、石川県応急仮設住宅標準仕様書によることとし、実際の建設にあたっ
ては、入居者や敷地の条件により必要なオプションを加えるなどし、整備にあたっていただきました。
特に、応急仮設住宅を支える基礎の仕様については、原則 2 年の供与期間終了後の解体や再利用も考
慮され、従来型のプレハブ住宅においては、迅速な施工と撤去の容易さから「H 鋼基礎」が採用さ
れておりますが、基本的には平屋建てであることもあり、地震や風圧などの外力に対して安全性は確
保されているとのことでした。また、木造の応急仮設住宅の基礎については、建築基準法に基づく鉄
筋コンクリート基礎（写真 1）となっており、団地内での住棟の配置や法適合等については特定行政
庁である石川県が確認を行っております。このほか、団地の規模が 20 戸以上となる場合には、石川
県の方針で集会所（写真 2）を設置しております。
　このたびの応急仮設住宅の整備にあたっては、令和 5 年 5 月に能登地方で発生した地震（珠洲市で
最大震度 6 強を観測）時の災害対応として、プレハブ型の応急仮設住宅を 16 戸建設しておりました
ので、その時の経験を今回の災害で活かすことができたものと考えております。
　なお、応急仮設住宅の必要戸数は、入居希望者の申込状況を見ながら適宜見直しを行い、その都度、
入居希望者数を把握するとともに、石川県へ必要戸数を報告し整備戸数を確定しておりました。この
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8.　災害公営住宅への転用方針・住民意向について
「ふるさと回帰型」は、住民への払い下げを前提とした応急仮設住宅なので石川県への要望はして
いない。「ふるさと回帰型」の触れ込みは、自分の住宅が建っていた敷地に応急仮設住宅を建設し、
仮設としての期間が終了したら、それを払い受ける仕組みである。しかし、被災住宅の解体撤去が間
に合わない、払い下げに応じないなどの懸念事項が見受けられる。よって、輪島市では「まちづくり
型」とした応急仮設住宅を供給したもので、後に恒久住宅へ転用する計画である。

　

　　　　　　　里町第 2 団地（全木協）　　　　　　　　　　　　　　　　三井町第１団地（木住協）

　「まちづくり型」といっても、そのままでは公営住宅としては使えないため改修が前提となる。
災害公営住宅にするのであれば、居住面積が足りないので住戸の 2 戸 1 化にするなど、災害公営住宅
の条件をクリアする必要がある。応急仮設住宅の居住面積は、6 坪（20 ㎡）、9 坪（30 ㎡）、12 坪（40
㎡）であるが、災害公営住宅では、1LDK で 50 ～ 55 ㎡、2LDK で 65 ㎡、3LDK で 75 ㎡の居住面積
を確保しなければならない。各プランに合わせて、2 戸 1 なり 3 戸 1 として、不要な風呂・キッチン（水
回り）を外す改修、外構では駐車場・駐輪場・調整池などの付帯施設も整備する。また、必要に応じ
て戸数を間引くことも検討することになり、このような調整を行わないと整備戸数が定まらない。
　災害公営住宅への転用計画は、輪島市が中心となって進めている。これまで、住民の意向を確認す
るアンケートを 2 回実施している。8 月 25 日のヒアリングの時点では 2 回目のアンケートの集計中
であった。1 回目での希望戸数は 700 戸の結果だったが、2 回目の集計結果では更に希望戸数が増え
ると思われる。
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4.　入居選考・運用について
　迅速かつ計画的に応急仮設住宅を被災者に提供するため、入居者の選考を円滑かつ計画的に実施し、
速やかに入居手続き等の事務を実施するため、応急仮設住宅への入居者の選考については、別の部署
が担当しました。入居選考を進める際の留意点としましては、被災者の生活圏や地域コミュニティを
考慮するとともに、罹災判定で全壊等となった世帯を優先することも考慮しながら、特定の年齢階層
に偏ることのないよう、入居者層のバランスに留意し選考しました。このほか、被災した市内の建設
業者や医療従事者など、本市の復旧復興に携わる方々についても配慮しながら調整いたしました。

5.　インフラ・周囲環境への対応について
　このたびの大地震は、未曾有の大災害をもたらし、一瞬にして街並みや景色が一変したばかりか、
地形までもが変化いたしました。何よりも、生活の基盤である住宅が大きな被害を受け市民の皆様お
一人お一人の日常が大きく変わってしまいました。また、地震により道路が寸断され、数多くの箇所
で通行不能となり、市内全域で約 4,800 戸が断水したほか、外浦地区の海岸では、海底の隆起により
漁港が陸地になるなど、インフラに甚大な被害が発生いたしました。
　このような状況の中、応急仮設住宅の給排水衛生設備として欠かすことのできない、水道や汚水処
理などの対策が大きな課題となりました。
　まず、水道については、各団地に受水槽を設けることとし、浄水場や水道本管が復旧するまでの間、
その対応として、給水車で上水を運ぶことで生活用水を確保いたしました。また、汚水処理について
は、市役所の近くに整備した飯田町第 1 団地（写真 5）、野々江町第 8 団地（写真 6）などは、公共下
水道に接続できましたが、そのほかの団地については、主に地上式の合併処理浄化槽を設置し、汚水
処理を行っております。なお、地上式合併処理浄化槽（写真 7）の構造上、その周囲では、多少の臭
気を感じることもありますが、なるべく住戸から離れた位置に設置しましたので、これまでのところ
苦情等はありません。

電気設備については、電力供給会社等のご支援のもと、応急仮設住宅の完成に間に合うよう、団
地までの送電線の復旧を優先し整備していただきました。

駐車場の整備については、建設当初、駐車区画を削ってでも建設戸数の確保を優先するのか、判
断の分かれるところでしたが、限られた敷地であることや、車がないと買い物にも行けない地域であ
るということを勘案した結果、各住戸に 1 台を基本とし整備を進めましたが、世帯員が 2 人以上とな
る世帯などからは 2 台目の車を駐車できるよう整備を求める声もありました。

　　写真 5　飯田町第 1 団地（公共下水道へ接続）　　　　　　写真 6　野々江町第 8 団地（公共下水道へ接続）
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整備戸数については、建て過ぎれば空き家が発生し建設費や管理費、解体撤去費など、国、県、市の
財政負担が増大することとなり、また、不足が生じる場合には被災者の安定した居住の確保が遅れる
こととなるため、できる限り整備戸数に対して過不足が生じないよう、迅速かつ丁寧な整備に注力い
たしました。

　
　写真 1　大谷町第 1 団地（鉄筋コンクリート基礎）　　　　　　　　写真 2　折戸町第 1 団地（集会所）　　　　　　

3.　敷地選定・供給体制について
　応急仮設住宅の建設用地は、なるべく公有地で市が所管している敷地を選定いたしました。例えば、
学校や旧保育所などのグラウンドや市が所管する公園、駐車場のほか、民有地の借上げ等で確保いた
しました。最終的に応急仮設住宅は 1,718 戸整備いたしましたが、地域コミュニティの維持や被災し
た住宅の近くに整備する方針としておりましたので、市内 10 地区に分散して団地を整備いたしまし
た。本来、学校グラウンド（写真 2、4）などの教育施設については、建設を避けなければならない
場所ですが、津波による被害があったこともあり、平野部で建設可能な広い敷地を確保することが困
難な状況でありましたので、やむを得ず学校グラウンドで整備することといたしました。学校グラン
ドを占用することによる学校運営への影響については、各学校の近くの農地等を借り上げて整備した
仮設グラウンドで補っております。
　建設候補地の状況については、石川県が社団法人プレハブ建築協会や木造の関連団体等に要請し、
依頼を受けた関連団体が建設候補地の周辺状況や敷地状況などについて、事前調査を実施し、道路状
況や地盤、ライフラインなど、建設可能かどうか判断していただきました。本市については、主に建
設候補地の選定にあたっておりました。また、ムービングハウス（写真 4）については、約 3 週間か
ら 1.5 か月程度の工期が必要とされており、ほかの応急仮設住宅と比較して工期短縮が特徴のひとつ
ですが、ハウスをトレーラに積載し搬入するため、通行ルートの状況把握や、建設現場に全てのハウ
スを持ち込むことができない場合が多く、ハウスを一時的にストックする広い場所の確保が必要とな
るため、その場所の確保に苦労いたしました。

　

　

　　写真 3　若山町第 3 団地（旧大坊小学校跡地）　　　　　　　写真 4　正院町第 1 団地（ムービングハウス）
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             写真 11　宝立町第 2 団地（集会所外観）　　　　　　　　  　写真 12　宝立町第 2 団地（集会所内観）
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 写真 7　上戸町第 4 団地（受水槽・地上式浄化槽）　　　　　       写真 8　宝立町第 2 団地（埋設型浄化槽）　

6.　復興住宅（恒久住宅）への転用について
　木造仮設住宅の復興公営住宅への転用にあたっては、整備基準を満たす必要があることから、１Ｋ
タイプの住戸については、２つの住戸を繋げて１つにするための改修が必要となり、それが可能な構
造の木造仮設住宅や、改修にかかる費用等を勘案し、検討を進めておりました。また、同時に、通常
の「賃貸住宅」への転用など、復興公営住宅としての住宅供給に限らず、既存の木造仮設住宅を有効
活用できるよう、並行して検討を進めておりましたが、入居対象世帯となる方々へ依頼しておりまし
た「住まいの意向調査」の結果も踏まえながら、木造仮設住宅については「賃貸住宅」へ転用するこ
とといたしました。

なお、応急仮設住宅の床面積については、１Ｋタイプは 20 ㎡ (6 坪 )、２Ｋタイプは 30 ㎡ (9 坪 )、
３Ｋタイプは 40 ㎡ (12 坪 ) となっております。このほか必要となる改修としましては、部屋の間仕
切りがカーテンになっており、これを建具に換えなくてはなりません。

現在のところ、復興公営住宅の必要戸数につきましては、700 戸程度と推計いたしております。ま
た、木造仮設住宅を転用する「賃貸住宅」につきましては、200 戸程度の活用を検討しており、その
中には（株）坂茂建築設計が設計し、グッドデザイン大賞にも選ばれました見付公園の宝立町第 2 団
地（写真 9 ～ 12）も含まれております。

現在、被災された方が入居されている状況であることから、自宅再建や復興公営住宅の整備が概
ね完了した後に「賃貸住宅」への転用を石川県と協議してまいりたいと考えております。

　

　　  　

　　　　写真 9　宝立町第 2 団地（見付公園）　　　　　　　　　　　写真 10　宝立町第 2 団地（外観）



44 45

第

４

章

石
川
県
及
び
市
町
行
政
の
対
応

　
　　　　　写真 3　とぎ第 5 団地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　写真 4　とぎ第 7 団地

　町有地を基本に選定した理由は、被災者へ一刻も早くプライベートな空間を確保できる仮設住宅を
供給することを最優先とした一方 、利害関係等による手続きの遅延を避けるためでもありました。
　全 10 団地のうち民有地は、とぎ第 1 団地（写真 5）ととぎ第 6 団地の 2 か所だけでした。両地区
は同一の所有者であったため、借用手続きは円滑に進みました。特にとぎ第 1 団地は緊急性が高く、
1 月中旬にトレーラーハウス協会から提供の相談があったため、設置可能箇所を確認して連絡を取り、
基礎工事や給排水設備を整備した結果、約 1 か月後には設置を完了しました。早期に入居できたトレ
ーラーハウスは、4 人以上の世帯を優先して割り当てました。

　

　　　写真 5　とぎ第 1 団地（トレーラーハウス）　　　　　　　　写真 6　しか第 2 団地（ムービングハウス）

　ムービングハウス（写真 6）も当初予定の 2 倍整備しました。
しか第 2 団地は建設用地の確保はできましたが、駐車場用地が不足していたため、隣接する文化ホー
ルの駐車場を借りて対応しました。駐車場は基本的に 1 世 1 台の配分ですが、地方では一家に複数台
を所有するのが一般的で、家族が 3 人いれば 3 台所有するのが標準的です。団地内の空きスペースや、
高齢で車を持たない世帯もあり 、住民同士が協力して駐車スペースを融通・工夫しながら運用して
います。

3.　インフラ、設備、断熱性能、耐震性能について
　多くの団地は下水道の供用区域内にあったため接続が可能でした。ただし、とぎ第 5 団地のみ下水
道供用区域外であったため浄化槽を設置しています。併せて、受水槽を活用して団地内の給排水設備
を整備しています。
　断熱・温熱環境に関しては、北海道仕様相当の断熱材を採用し、冬季の熱損失を抑えることで断熱
等級を高める設計方針とし、寒さ対策を重視しています。
耐震性能については、建築基準法の基準を上回る耐震等級 3 相当の設計としています。
　災害救助法に基づく仮設住宅は、通常建築確認申請が不要です。しかし今回の木造仮設住宅は町営
住宅として恒久的に利用するため、建築基準を満たす構造に近づけたものとしています。今後は町営
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4.4　志賀町　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                         志賀町まち整備課　参事　奥田 純一
　　　　　　　　　　　　　　                                                                                                  主事　佐藤 潤

1.　概要
　応急仮設住宅（木造・プレハブ・トレーラーハウス・ムービングハウス）の供給、設計、施工およ
び資材調達は石川県が主導して実施し、まち整備課は主に用地の選定と提供を担当しました。
発災直後から、将来に渡って継続利用できる住まいを確保したいという意向が強く、木造の仮設住宅
を要望する声が多く寄せられました。プレハブは利用期限が 2 年とされる一方で、木造は恒久的な居
住が可能と判断する被災者が多くみられ、東日本大震災や熊本地震の知見がその背景にあると考えら
れます。
　木造仮設住宅は希望の割合と用地の制約を踏まえ、団地ごとに戸数を決定しました。仕様は町づく
り型とし、4 月に着工、7 月から 9 月にかけて順次竣工しました。竣工時期に幅が出たのは、土地造
成や基礎工事（地盤改良）などの対応が工期に影響したためです。
　入居者は高齢者が約 6 割を占め、世帯人数に応じて間取りを決定しましたが、住民からは「狭い」
との不満が多く寄せられました。

2.　供給状況・配置方針について
　志賀町の供給形態と建設戸数は、木造仮設 158 戸（町づくり型、希望反映）、プレハブ仮設 174 戸（従
来型、団地最大収容で整備）、ムービングハウス 41 戸（従来型、工務店組立後搬入、現行基準法適合
仕様）、トレーラーハウス：20 戸（従来型、既存ユニット、初期は 4 人以上優先、後に 3 人受け入れ）
です。
　用地選定は、町有地を中心に小学校、中学校のグラウンド、公園、保育所のグラウンド等を活用し
ました。
　とぎ第 6 団地（写真 1）は、敷地最大で 28 戸配置し、駐車場は町独自に用地を確保しました。と
ぎ第 8 団地（写真 2）は、小学校グラウンドを活用して、当初 20 〜 40 戸の計画から約 90 〜 98 戸へ
拡張しました。隣棟間隔は保つことができましたが、ギュッと詰まったイメージになりました。

　　　　

　　　　　　　写真 1　とぎ第 6 団地　　　　　　　　　　　　　　　　　　写真 2　とぎ第 8 団地

　とぎ第 8 団地は地盤が緩く、地盤改良の杭を約 1,500 本施工しています。木造仮設は将来的に町営
住宅として運用の予定（恒久化）です。ただし、現行規制への適合（面積、排水設備等の改修）が必
要になります。
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6．今後の取り組み
　現在の木造仮設住宅の入居者からは、居住面積や快適性に関する不満が多く寄せられています。標
準面積が狭いため「広い住戸に移りたい」「別の間取りに変えたい」といった希望が目立つことから、
恒久住宅へ移行する際には居住面積の見直しが必要となっています。一方で、公営住宅としては床面
積が広くなれば家賃が増えることになります。被災者の意向を確認しながら、木造仮設住宅の空き住
戸とマッチングさせ、適正な居住空間の提供としていく予定です。
　とぎ第 8 団地の敷地内にある富来小学校は廃校となり、中学校と統合して校舎を新築する計画です。
既存の校舎は解体し、体育館は残す方針ですが、集会所として利用している防災施設の扱いはまだ決
まっていません。仮設については、木造整備ですが、必要戸数を精査し、不要戸数の調整を行う計画
です。
　復興公営住宅の建設に際して住民アンケートを実施したところ、住み慣れた木造仮設住宅（恒久化
を希望）を望む声と、新しい再建先を希望する声の双方がありました。「木造は慣れているが部屋が
狭いので広い場所に移りたい」といった具体的な要望も挙がっています。なお、応急仮設住宅の居住
期間（当初２年）は延長されており、新しい再建先が見つかるまで仮設での居住を継続する方針です。
木造仮設住宅は、復興公営住宅の令和 9 年度竣工に合わせて町営住宅として運用していく計画です。
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住宅法で定められる床面積等の基準に対応するとともに、建築確認が取得できるよう排水設備などの
改修が必要になります。
　仮設住宅は災害救助法に基づいて簡易的に措置されていますが、遡って申請するケースもあります。
例えば農地については災害救助法下では転用手続きが不要となります。石川県では敷地面積が 3,000
㎡を超える場合に開発行為の届出が同法により免除されますが、将来的に、仮設ではなくなった翌年
には開発行為の申請を行う必要が生じてきます。

4.　入居・コミュニティについて
　罹災判定で全壊と判定された方の多くは、プレハブ仮設住宅に先行して入居されました。木造の仮
設住宅を希望された方は、完成まで待機となりました。仮設住宅は 6、9、12 坪と決まった広さですが、
富来地域では元々広い家に住んでいる方が多く、6 坪の住まいに住んだ経験が少ないため、最初に「狭
い」と感じられる方が多かったです。現在はパーソナルスペースの確保などの運用が緩和され、世帯
を分離して暮らす方もいます。
　とぎ第 5 団地は地域性を考慮して全て 2K の間取りとしました。地域柄なのか既にコミュニティが
形成されているように感じられ、入居者には「木造＝恒久型の住まい」という認識で入居されている
方が多く見られます。
　仮設住宅団地では、高齢単身者を含む高齢世帯が多く、見守り体制の整備が必要でした。そこで社
会福祉協議会のサテライトセンターを 21 拠点設置し、介護認定の支援や日常の見守り支援を実施し
ました。また、20 戸以上で整備した団地には集会所を設け、住民のシェアスペースとして活用され
ています。

5.　木造仮設の建設スケジュール・運用について
　木造仮設の建設は 4 月に開始され、造成や基礎工事を含む現地整備を同時に進めました。供用開始
は最短で 7 月 22 日、その後、9 月 3 日までに竣工しています。施工者の多くは金沢方面から通勤し
ており、道路被災の影響で移動に 3 から 5 時間を要する時期がありました。そのため初期段階では日
中の作業時間を十分に確保できず、建設効率が低下したことが確認されています。被災時には物資搬
入計画の柔軟な運用が重要になります。プレハブ仮設住宅は 2 月に着工し、3 月から 4 月にかけて順
次完成しました。とぎ第 3 団地（写真 7：道の駅）は 3 月 8 日に完成し、とぎ第 2 団地（写真 8：ホ
ッケー場）は 3 月 27 日に完成しています。
　応急仮設の基本運用期間は 2 年ですが、石川県では特別措置による入居期間の延長を検討しており、
恒久住宅の完成まで柔軟に対応する方針です。県のホームページでは今年度から再来年度にかけた供
給計画を公開しており、復興公営住宅の完成に合わせて木造仮設を町営住宅として転用し、賃貸運用
へ移行する計画が示されています。

　
　　　　写真 7　とぎ第 3 団地（道の駅）　　　　　　　　　　　　　写真 8　とぎ第 2 団地（ホッケー場）
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　また、熊本地震以降２，１９４戸の鉄筋コンクリート基礎による応急仮設住宅を建設しました。そ
して、令和 2 年７月豪雨（熊本県を中心に九州や中部地方など日本各地で発生した集中豪雨）災害以
降は全て鉄筋コンクリート基礎で施工しました。表 2 に、鉄筋コンクリート基礎で施工した応急仮設
住宅の一覧を示します。
表 2　鉄筋コンクリート基礎で施工した応急仮設住宅の一覧

４．仮設住宅の配置計画
　１月２０日に石川県庁より３現場の現地調査依頼があり、町野・南志見・鳳至に現場調査に入りま
した。そして、今までの事例に習い配置計画を行い、翌々日には提出しましたが、求められる戸数と
の違いがあることが判明しました。そこで、駐車スペースを少なくして住戸数を多くしましたが、隣
地に空きスペースがあるので問題ないとの説明を受けました。
　住戸比率は、今までの「６坪：９坪：1 ２坪＝１：２：１」とは違い、被災者の家族構成によって
決められたため、６坪の比率が多かったのが特徴となっています。写真 1、写真２に、輪島市の仮設
住宅の配置例を示します。
　なお、配置計画は、熊本地震・令和２年７月豪雨災害と同じで、隣棟間隔６．５ｍ、侵入道路幅８
ｍ等としました。

　　　写真 1　輪島市町野グラウンド仮設団地　　　　　　　　　　写真 2　輪島市町野グラウンド仮設団地

５．木造仮設住宅の間取りと仕様
5.1　仕様決定の方針
　全木協はこれまでの経験により、令和２年７月豪雨災害における仮設住宅の図面と仕様を活用する
ことで、耐震・断熱等級・積雪荷重などの条件をクリアできることを確認しました。そして石川県と
協議した結果、玄関と部屋の間に風除用の扉の設置と、物干し用濡れ縁に目隠し壁を設置することで
承認をえました。
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5.1 　( 一社 ) 全国木造建設事業協会

能登半島地震における（一社）全国木造建設事業協会の木造応急仮設住宅建設の取り組み
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （一社）全国木造建設事業協会　理事長　安成 信次

１．はじめに
　２０２４年１月１日に発災した能登半島地震に対応して、（一社）全国木造建設事業協会（以降全
木協）では、輪島市・珠洲市にて応急仮設住宅 623 戸建設しました。
　当時、石川県に全木協石川県協会が設立されていなかったため、初動は隣県の富山県及び実績のあ
る熊本県の工務店の協力をいただきました。全木協石川県協会の設立後は、石川県協会が引き継ぎ、
その後の奥能登豪雨災害での木造仮設住宅の建設まで貢献することができました。
　また、全木協が、被災県の工務店だけでなく県をまたいで広域連携ができたことが、災害時の木造
仮設住宅の安定供給の大きな一歩になったと思います。

２．経緯
　２０２４年１月１日能登半島地震発災直後から、内閣府・国土交通省から事務局へ連絡がありまし
た。そこで、全木協の建設統括本部・技能統括本部と連絡を取り情報共有を行いました。
　１月５日、内閣府から連絡を受け、石川県庁にて石川県庁・熊本県庁・全木協で今後の対策及び進
め方の会議を行いました。
　当時、全木協は石川県との災害協定を結んでいませんでした。また全木協石川県協会も設立してい
なかったため、隣県の全木協富山県協会に応援をお願いし、建設計画を検討しました。しかし全木協
富山県協会としては８０戸以上の建設は無理との報告がありました。そこで、全木協建設統括本部で
協議した結果、まず５００戸以上の建設実績のあるエバーフィールドが熊本県の工務店・事務局と一
緒に応援に入り、その後、全木協石川県協会設立を行い、引き継ぐ方向で進める事を決定しました。
　結果として、２月末～５月末まではエバーフィールド（熊本県）・タカノホーム（富山県）が、そして、
６月からはひまわりほーむ（石川県）が主幹事工務店を務め、合計６２３戸の仮設住宅建設を行いま
した。

３．これまでの災害時の供給実績
　全木協では、全木協の設立の経緯となった２０１１年３月の東日本大震災から２０２５年２月の大
船渡山林火災までで、合計３，２５８戸の応急仮設木造住宅を建設しました。
表 1 に、全木協の仮設住宅の
建設実績を示します。　
　　　
表 1　全木協の仮設住宅の建設実績
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　断熱性能については、等級４以上との指定でしたが、等級５で施工しました。また、積雪荷重２ｍ
の地域もあるため、これにも対応しました。
また、基礎工事は従来と同様にベタ基礎としましたが、地盤調査を行い地耐力を確認したのは初めて
でした。
　また、能登瓦（和形の黒瓦）・外壁と床材に杉の無垢材を使用するなど、全木協が今まで使ってい
た仕様を継承しています。写真 3 ～写真 6 に、標準的な平屋タイプの仮設住宅の写真を示します。

　　　写真 3　標準的な平屋タイプの外観　　　　　　　　　　　　　写真 4　同内部、和室から台所をみる

　　　　　　写真 5　同内部、和室　　　　　　　　　　　　　　　　写真 6　同内部、洗面・トイレ

5.2 設備の仕様方針
　設備機器についての標準仕様との違いは、IH コンロとエアコン室外機の積雪用架台の設置があり
ました。
　令和２年７月豪雨災害から、引き続きユニットバスはバリアフリー対応とするために、価格と工事
手間はかかるが一般住宅用のものを採用しました。

5.3　各住戸の間取りと仕様
①一般住戸
　石川県からは「断熱等級４以上・積雪荷重２ｍで提案してほしい」とのことでしたが、令和２年７
月豪雨災害で建設した木造応急仮設住宅の仕様で数値を確認したところ、断熱等級５・積雪荷重２ｍ
となることが分かりました。また協議で、玄関とダイニングの間に風除用の扉の追加、およびキッチ
ンの IH・物干し用濡れ縁に目隠し壁の設置、ユニットバス扉を折れ戸にするという変更が決められ
ました。ただし、ユニットバス扉の引き戸から折れ戸への変更は、少し残念でした。図 1 ～図 5 に、
平面図、矩計図、立面図を示します。全木協の木造仮設住宅は、屋根断熱（セルロースナノファイバー）
のため、全棟屋根裏収納が設置されています。収納力が不足しがちな仮設住宅の、生活環境の改善に
貢献すると思われます。また、写真 7 ～写真 10 にそれらの写真を示します。

　　　　　図 1　６坪（１DK）平面図　　　　　　　　　　　　　　図 2　９坪（２DK）平面図

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図 3　12 坪（３DK）平面図
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図 4　標準的な矩計図

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図 5　標準的な立面図

　　　　　　

　　　　　　写真 7　外観、アプローチ　　　　　　　　　　　　　　　　写真 8　外部、デッキ

　　　　写真 9　同内部、台所、小屋裏収納への階段　　　　　　　　　　　写真 10　同内部、和室

②車椅子用タイプ
　車椅子用仮設住宅を 9 坪・12 坪タイプで建設しました。
　1 人で車いす生活ができるように、車いす対応のキッチン・手摺付きトイレ・洗面とし、ユニット
バスの扉も 1 坪と広い引き戸としました。また、水回りも車いすの動線が確保できるようにしました。
そのため、９坪で１DK・12 坪で２DK と通常よりも部屋数は少なくなりました。図 6 および図 7 に、
その平面図を示します。

　　　　　図 6　車いすタイプ（9 坪）平面図　　　　　　　　　　　図 7　車いすタイプ（１２坪）平面図
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③ LA タイプ
　これまでも計画をしたことはありましたが、今回初めて実現したのがＬＡ（リビングアクセス）プ
ランです。
　石川県庁からの提案で、6 坪・9 坪タイプでコミュニティを保つためにデッキを挟んでリビングア
クセスプランを採用することとなりました。そして、鳳至の 1 団地だけ建設しました。図 8 および
図 9 に、その平面図を示します。

　　　　図 8　ＬＡタイプ（９坪）の平面図　　　　　　　　　　　　図 9　ＬＡタイプ（6 坪）の平面図

④２階建てプラン（メゾネットタイプ）
　２階建てプランは、以前、全木協東京が東京都に提案したことがあると聞いていましたが、輪島市
で上下階の騒音が問題となりにくいメゾネットタイプを提案し採用されました。
　６坪のスペースに余裕のある２DK の間取りができて、子育て世代の被災者向けとして、今後期待
されると思われます。この２階建ての建設も、木造仮設住宅が RC 基礎で建設されるようになった理
由の一つだと思います。図 10 および図 11 に、２階建てメゾネットタイプの平面図を示します。

　

　                図 10　２階建て　メゾネットタイプ　１階平面図　　　　　　図 11　同２階平面図

⑤２階建てプラン（1・2 階別フロア）
　1・2 階別フロアの木造仮設住宅を建設しましたが、1・2 階間の防音対策はもとより、法規制の点
でも課題が多く、設計段階から苦労がありました。
　今後、建設用地が少ない被災地では必要になってくるプランだと思われるため、平面計画と共に設
備計画などの検討が今後の課題だと思われます。図 12 および図 13 に、２階建ての平面図、立面図
を示します。

　　　　　　　図 12　２階建てプラン（1・2 階別フロア）の平面図（概ね対称形のため、左側のみ）

　　　　　

　　　　　　　　 

　　 

　　　　　　　図 13　２階建てプラン（1・2 階別フロア）の立面図（概ね対称形のため、左側のみ）
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　　　　　写真 11　談話室　外観　　　　　　　　　　　　　  写真 12　談話室　内観 
 
 
 
 
 
 

　　　　　写真 13　集会所　内観　　　　　　　　　　　　　写真 14　集会所　内観

６. 　施工従事者の確保方法
　全建総連の全国 47 都道府県 53 県連・組合のうち、北海道と沖縄を除く 51 の県連・組合に就労者
確保を呼びかけました。51 の県連・組合においては、日頃から更新している就労者名簿や組合 LINE
などの SNS を活用し、就労者確保に奔走しました。
　その結果、能登半島地震における応急仮設建設は 9 団地 623 戸で、それに関わった就労者は、41 県連・
組合から 809 人、延べ人工は 2 万 1746 人となりました。全木協において、過去最大の取り組みとな
りました。

７. 　施工にあたって苦労した点
①宿泊先（ホテル）確保の困難
　就労者の移動手段として、当初は金沢駅周辺のビジネスホテルに宿泊し、大型バスで現場に移動す
ることを計画していました。しかし、道路状況が悪化しており、バス移動に時間がかかるため再検討
を行い、輪島市の「ホテルこうしゅうえん」に再三の依頼をし、100 名分の部屋を確保しました。また、
金沢市内のビジネスホテルも確保し、3 月 18 日の大工工事開始に対応しました。
　その後、ホテルこうしゅうえんの増室や七尾市（和倉温泉）の宿泊施設を複数確保し、5 月 1 日以
降は金沢市内からの通勤をとりやめ、施工従事者の長時間移動解消に努めました。
②通勤ルート・入浴施設・食事の確保
　輪島市や七尾市に宿泊施設を確保したものの、宿泊施設から現場までの移動時間が長く、和倉温泉
から輪島市や珠洲市の現場まで片道 90 分かかる状況が続きました。
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⑥各住戸共通の外構仕様　他
　これまでの団地では、約 1 割に高齢者が楽に生活できるようにとの意味でスロープが設置されてい
ました。しかし、能登半島地震の仮設住宅では全棟スロープ設置となり、建設費・工期ともに今まで
より高額・長期となりました。
　また、今回は長期・恒久的な使用を見据えて、仮設住宅建設としては初めて全団地地盤調査を実施
しました。全木協の団地は全て地盤改良の必要がなかったが、今後、建設工期などを考えると難しい
判断になると思われます。

⑦集会場・談話室
　談話室は、令和２年７月豪雨災害で建設した談話室 (40 ㎡ ) を、集会場は熊本地震・令和２年７月
豪雨災害で建設した集会場（60 ㎡）を提案しました。談話室 (40 ㎡ ) はそのままで、集会場（60 ㎡）
は間取りを延ばして 90 ㎡の集会場としました。それらの平面図を図 14 および図 15 に、写真を写真
9 ～写真 12 に示します。
　談話室 40 ㎡タイプはくまもとアートポリスのアドバイザーの桂英昭さん、集会場 90 ㎡タイプは建
築家の伊東豊雄さんが設計された 60 ㎡集会場が基本となっています。いずれも、とても完成度が高
く安らげる空間となっています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図 14　談話室（40㎡）の平面図

　　　　　　　　　　　　　　　　　図 15　集会所（90㎡）の平面図
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5.2　（一社）石川県木造住宅協会

令和６年能登半島地震における石川県木造住宅協会の木造応急仮設住宅建設の取り組み
                                                                                                    （一社）石川県木造住宅協会会長　山田 外志雄

１．はじめに
　2024 年元旦に発生した能登半島地震に対応して、石川県木造住宅協会（以下、木住協という）では、
木造の応急仮設住宅を合計 675 戸（従来型 66 戸、まちづくり型 579 戸、ふるさと回帰型 30 戸）を建
設した。また、別途、令和 6 年 9 月能登半島豪雨に対応して 156 戸を建設した。木住協が応急仮設住
宅を建設したのは、この地震対応仮設が初めての経験であったが、県と緊密に連絡を取り合い、また、
地元の業者である強みを活かして、迅速に対応できたと考えている。本稿は、その概要をまとめたも
のである。

2．経緯
地震は2024年元旦に発生したが、1月5日に、県から応急仮設建設に関する説明会があった。そこで、

木住協では、協会として一丸となって対応することを確認し、早速、資料を収集し間取りや仕様の検
討に入った。その後、1 月 17 日に県から「石川県建設型応急仮設住宅整備に関する資料」が提示さ
れたことから、木住協では、それまでの検討をもとに、この要領と付き合わせて完成させた。事前に
準備していたことから、20 日には見積書を提出することができた。

木住協内部の説明会にはほとんどの会員が出席し、37 社が参加を表明した。しかし、工事現場が
遠いことや 3 ヶ月以内に竣工という短工期に対応が難しい会社も多く、最終的には 20 数社が建設に
参加した。

木住協では、住宅の仕様は統一したが、契約は実際に建設する各社が県と行った。ただし、大き
い団地はジョイントベンチャー（ＪＶ）での契約もある。大きい現場は、JV で進めた方が、工期な
どへの対応がスムーズと考えた。実際、大きな現場は、JV としたことで順調に進んだと考えている。

なお、木住協には石川県建団連等の他団体にも所属している会社もある。その場合、今回の木造
仮設建設に関しては、どちらか片方で活動していただくこととした。工事や見積もりその他で、未然
に混乱を防ぐためである。結果的には、この方式はよかったと考えている。

3．仮設住宅の配置計画
仮設を建設する敷地は、地元の市町が選定したようである。そして、どこの団地をどの団体が担

当するかは、県が市町と相談して決めたと聞いている。
木住協では、まず、担当することになった敷地の地盤調査などの条件整理を実施した。次に、敷

地条件とタイプ別の建設戸数とを勘案して、建物の配置計画を立案した。建物の配置計画の策定に当
たっては、金沢市の「山岸建築設計事務所」の業務協力を得た。木住協が建設した団地のほとんどは、
山岸建築設計事務所に配置計画をお願いした。敷地に応じコミュニティーが育まれるようなゾーニン
グをお願いした。ただし、山岸建築では、基本的にゾーニングを担当して頂いており、個別の建物の
設計は木住協で行った。図 1 及び写真 1、２に、三井町第 1 団地の配置を示す。

ちなみに、木造の仮設団地で集会所・談話室があるところは、多くは木住協または全国木造建設
事業協会（全木協）だったと思われる。また、従来型の鉄骨プレハブの団地に、木住協が集会室・談
話室を建設した事例もある。
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　入浴施設についても、「ホテルこうしゅうえん」等の施設で入浴可能になったのは 5 月 8 日頃で、
それまでは自衛隊による入浴支援や有料施設の利用が主な対応となりました。
　食事の確保も困難を極め、コンビニエンスストアやスーパーマーケット、弁当業者が配達できなかっ
た期間については全建総連の現地事務局が弁当業者の事業所から現場までの配達を行いました。
　宿泊や食事の確保、通勤時間を含む劣悪な就労環境の問題は、全木協や全建総連が解決できるもの
ではなく、主幹事工務店の努力だけでも解決できません。災害発生時には、インフラ復旧や仮設住宅
建設に従事する労働者の宿舎や食事の調達を政府が支援事業として優先する必要があるのではないで
しょうか。

８.   木造仮設住宅の今後
　応急仮設住宅は「早く・大量に・安定した価格で」という、今までの常識にプラスして、木造応急
仮設住宅は「長期（恒久）使用・快適な空間」など、新しく求められる事も多くなりました。
　実際、熊本地震・令和２年７月豪雨災害で建設した木造応急仮設住宅の半数以上は、現在も公営の
賃貸住宅として利用されております。熊本地震時の木造仮設住宅は、建設から 10 年を迎えようとし
ており、被災地の人口流失にも貢献しています。
　また、官民密接な意見交換も、木造応急仮設住宅建設にあたる地域工務店でないと行えないと思っ
ています。実際熊本県での令和２年７月豪雨災害では、熊本地震から県庁と意見交換を続けていたた
め、発災 7 日で着工３０日で５００戸着工という驚くようなスピードで建設出来たため被災者の安心
につながりました。
　現在、全木協では全国標準の図面・仕様書・詳細図を制作し、全国での木材供給の仕組み作りを進
めています。今年度中には完成する予定で、来年度は標準図面の積算表と標準見積を作成する予定で
す。今後、標準図面・標準見積を、内閣府・国土交通省・都道府県庁・政令指定都市と共有し、図面・
見積金額の承認をできるだけ早く行えるようにしたいと考えています。能登半島地震で行ったように、
初動は全木協の地元団体が対応し、要請された建設戸数が多い場合には広域連携により安定供給でき
る仕組みづくりを早急に行う必要があります。
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                                                                      図 1　三井町第 1 団地　配置図

       写真１　三井町第 1 団地の配置　　　　　　　　　         写真２　三井町第１団地の配置（逆側から）

4.　木造仮設住宅の間取りと仕様
4.1　仕様決定の方針

木住協では、仕様は、県と協議を重ねながら決定した。また、基本的に木住協で仕様は一つに統
一して、加盟各社とも、同じ図書で建設した。

構造性能の考え方は、県の募集要項では「基準法レベル」とされていた。しかし、木住協では、
建設する仮設住宅のほとんどが恒久住宅に転用することが見込まれていたことから、できるだけ強く
したいと考えた。そして、必要壁量は耐震等級３を目安として提案した。ただし、仮設住宅のため、
正式に性能表示を取得したわけではない。

積雪荷重については、能登は多雪区域で積雪２ｍの地域もあることから、多雪区域の積雪深さに
応じて、梁せいや、垂木の断面・間隔を変えることで対応した。

　また、木住協が建てた住宅の基礎は、全てべた基礎である。仮設としての期間後の利用も考慮して、
一般の住宅と変わらない仕様とした。木住協の仮設には、使用後に解体予定のところもあるが、それ
らもベタ基礎とした。
　断熱性能は、断熱等級５とした。これも、仮設住宅のため、正式に性能評価を取得したわけではない。
その他、プレカット工場は、石川県内の工場を指定し、地域経済の活性化の助けになることを考慮し
た。また、ＩＨやエアコンも不足しないように調達した。クロスやカーテンも室内が無機質にならな
いように、コーディネートを考慮し品番を指定した。また、サイディングも色を指定し、各メーカー
に協力をお願いした。いずれも、この地域で入手可能なものを標準仕様として設定した。また、床も、
汚れがつかないように、すべて塗装を施した。

4.2　設備の仕様の方針
　設備の仕様について、県の募集要領は、徐々に改訂され３回くらい提示された。木住協では、県の
指針を反映させるように、団地ごとに全て県と協議を重ねた。能登地方に相応しいように修正を加え
た。最も大きい変更は、機械設備・配管を公共仕様に変更したことである。
　また、その他の工夫・変更では、たとえば、ガス管を外部ではなく館内にした。あるいは、エアコ
ン室外機も脚元をあげて雪対策を取るなどの変更を加えた。

4.3　各住戸の間取りと仕様
①一般住戸と独自改良項目
　住宅の具体的な間取りや仕様は、前述の県が作成した「募集要領」に従って作成した。ただし、適宜、
県と協議しながら、間取りその他を決定していった。基本となる６坪、９坪、12 坪タイプに加えて、
車椅子に対応した９坪、12 坪タイプなど、合計８タイプを作成し、県に提出した。基本はＬＤＫを
有するタイプで、１ＬＤＫから３ＬＤＫまでとした。図２～図４に各タイプの平面図を、図５に９坪
タイプの矩計図を示す。また、写真３に平屋（長屋型）の住棟を、写真４に２階建て（長屋型）住棟
を示す。

　　　　　　　　　

　　　　　　　　図２　12 坪タイプ平面図　　　　　　　　　　　　　　　　図３　９坪タイプ平面図
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　写真５　全ての住戸にスロープでアプローチできる　　　　　　　写真６　アルミ製のデッキ屋根

②ＬＡタイプ住戸
　間取りは、最初は「プレハブ建築協会の間取りを木造に置き換える」ということで検討していたが、
いくつか修正したところがある。たとえば、洗濯機が外だと、能登は寒いので内部に入れるように改
良した。
　また、東大の大月敏雄教授の提案をうけ、南入のタイプ（ＬＡタイプ＝リビングアクセスタイプ）
も建設した。図６にＬＡタイプの平面図例を示す。これは、基本的に１ＬＤＫの間取りで、南向きで
リビングから入ることを意図した設計である。玄関・ＬＤＫ・廊下を通じてコミュニティを形成する
ように設計されている。

                        図６　9 坪 LA タイプ平面図　　　　　　　　　　          図７　石川モデル（6 坪タイプ）

③石川モデル
　また、後には、石川県の生活パターンに適したタイプとして「石川モデル」も作成した。石川モデ
ルとは、ふるさと回帰型仮設住宅の一タイプで、間取りの基本は同じだが、玄関前にピロティーの広
場を設け、コミュニティーの場を設けたものをいう。また、外壁を木板張りとしている。間取りは６
坪と９坪で、広めに設計されている。
　主に南入りで、いわゆる「二戸一」でくっつけて仮の屋根を設けている。この仮の屋根は将来的に
は外すことを想定しているが、実際には、この空間を便利に使っている人が多いようである。石川モ
デルの外観を写真７、及び写真８に示す。
　ちなみに、「石川モデル」は、木住協が 30 戸（室団地 20 戸、下唐川第 2 団地 6 戸、しお団地 4 戸）
を建設した。
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　　　　図４　６坪タイプ平面図　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　

　　　　　　図５　矩計図（９坪タイプ）  

　　　写真 3　平屋（長屋型）の住棟       　　　　　　　　　　　　写真 4　２階建て（長屋型）住棟

　
　今回の木造仮設には、すべてに外デッキが設置されているが、木住協では、写真５のように、全棟、
スロープ付きとしている。また、能登地方は雪が降ることを考慮して、デッキの高さをやや高く設定
した。
　その他、細かいところでは、写真６のように、外デッキ（サンルーム）の部分を、耐久性を考慮し
てアルミ製とした。また、ポストの作り方も統一した。
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⑤談話室・集会所
　談話室・集会所は、基準に沿って、それぞれ 45 ㎡と 90 ㎡である。いずれも、独立した別棟で建設
されている。建物の基本的な構造は、他の住宅と同じである。集会室の平面を図９に、内部を写真
12 および写真 13 に示す。談話室・集会室には木製の長椅子を作り、どのような使い方もできるよう
に、また、間仕切りもできるような設計とした。これが大変好評であった。

　　　　　　　　　　　　　　　　図９　集会所　平面図

　　　　　写真 12 集会室の玄関と室内　　　　　　　　　　　　　　　写真 13 集会室のトイレ
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　　　　写真７　ふるさと回帰型の外観　　　　　　　　　　　　　写真８　ふるさと回帰型の連結部

④車椅子用住戸
　車椅子用の間取りは９坪と 12 坪で、６坪はない。間取りも異なっており、12 坪タイプでは、一般
タイプより一部屋減らしたゆったりした仕様となっている。図８に９坪タイプの平面図を示す。また、
単に手すりを設けたということではなく、車椅子に対応した仕様としている。例えば、浴槽は 1616
タイプとした。写真９～写真 11 に車椅子タイプの内部を示す。ちなみに、石川県のバリアフリー条
例は他県よりも厳しいが、それに沿った設計となっている。

　　　図８　車椅子タイプ（９坪タイプ）の平面図　　　　　　　　　写真９　バリアフリータイプのバスユニット

　　写真 10　バリアフリータイプの洗面とトイレ　　　　　　　　写真 11 バリアフリータイプの台所
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　工事に当たっての課題は、職人の宿泊であった。職人が使えるホテルなどは、大手の建設会社や別
の業種の会社が借り切っていると言われている。現場まで距離があるため、施工の効率は非常に悪か
った。
　現場を運営する上で、宿の確保と並ぶ大きな課題は、職人に休みが取れないことである。工期が短
く、3 ヶ月で完成させるために、職人はほとんど休みがとれなかった。長期になる場合は配慮が必要
になる。

5.4 維持・メンテナンス
　建物は、現在はリース契約で、持ち主はそれぞれ建てたところという状態になっている。したがっ
て、メンテナンスも基本的には建てた側が実施することになっている。木住協では、もともと地元の
業者が施工しているので、メンテナンスも問題なくできたと考えている。ただし、現場までの距離が
あるのは、やはり大変という声が聞かれた。

6．木造仮設住宅建設の今後の課題　
6.1　能登特有の課題
　木住協が仮設を建設したのは、今回が初めてであった。個々の課題については、前述の各項目のと
ころでも提起している。木住協では、既存のネットワークを活用して材料調達や人員の手配を行った。
また、仕様を統一することや、工事は監督主導で施工するなどによって、手戻りや混乱のないように
した。これらによって、総体的には、順調に進んだと考えている。ただし、現場までの距離があった
こと、宿舎・食事等の手配の難しさは、やはり能登特有の難しさがあった。
　また、地元の市議からは、住民の域外避難や転出によって、「コミュニティが喪失してしまう」と
いう懸念が述べられた。更に、工務店にとっては、復興が終わった後に仕事がなくなるのではないか
という心配がある。数年後には、土木工事も建築工事も、何もない状態になるのではないかという不
安がある。行政には、復興後の姿も描いて、展望を示していただきたいと考えている。

6.2　木造仮設建設の今後にむけて（一般事項）
　災害に備えては、発生時のスキーム（体制）や、図面の事前準備が重要である。応急仮設住宅や復
興住宅のモデルプランの事前作成が必要と考える。今回のケースでは、東日本大震災や熊本地震の資
料を参考にして、石川向けに再編集する場面が何度かあった。
　行政・団体・地元企業が協働して、迅速に対応できる体制を作ることが必要である。役所も、県庁
や土木事務所など複数部局が関係するので、できるだけ、窓口を一元化しておくことも重要である。
特に、具体的な住宅建設では、地元の団体による体制づくりが鍵になる。
　応急仮設、復興住宅の建設には、職人の宿泊や食事環境の整備が大きな課題である。そして、宿の
整備は県や国の責任として実施することが必要で、制度化が必要と考える。今回の地震では、職人の
宿舎の確保のために、民宿を早期に改修して、そこに職人を泊めるようにするのも選択肢としてあっ
たと思われる。そのためには、たとえば、経産省の「なりわい補助金」を使うという方法もあったの
ではないかと考えている。今回の経験をもとに報告書を作成し、自治体・国交省へ提案することも検
討している。
　東日本大震災や熊本地震の二の舞を防ぐため、長期的な復興ビジョンが重要である。復興後に地域
が空洞化するリスクがある。これを心配している。行政が展望・方向性を示す必要がある。
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5．木造仮設住宅の施工と維持管理
5.1　施工の方針とコスト
　仕様を統一しているので、施工に大きな混乱はなかったと考えている。
　また、公共仕様への変更に伴う、配管や施工の指示は、県の監督下で行うなど、あとで課題が生じ
ないよう配慮した。なお、現場管理報告書は、県にも提出済である。
　施工箇所は、監督が現場で印をつけ、それに従って職人が作業するというように、監督主導で施工
を行った。職人にとっては大変だが、監督がサポートするという方式とした。
　とにかく、段取りを重視した。たとえば、壁内部の柱間に入れる受け材（下地材）も、プレカット
で準備した。また、それらの資材は、予め部屋ごとに分配しておき、その後施工に入った。施工方法
も、職人に説明してから施工に入ったため、現場はスムーズであったと思う。
　木住協では、前述のように、具体的な仕様はほとんど統一し、統一図面で施工した。例えば、図
10 に示すように、機器取り付けの下地の仕様も統一している。そのため、たとえば、１ＤＫタイプ
はいくらというように決めた。したがって、木住協の会社間の価格差はない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図 10　下地の仕様の統一

　ただし、建物以外の屋外施設や外構工事は、団地ごとに異なる。また、ふるさと回帰型や石川モデ
ルなどは仕様が異なるので、タイプごとにはそれぞれ工事価格も異なっている。また、リビングアク
セスも、一般より少し高く設定されている。玄関回りなど特別な仕様部材が使われているためである。
　なお、二階建ての仮設住宅は少しコストがかかるが、廊下が外廊下で面積が倍になるため、１戸あ
たりでいえば、トータルではあまり変わらない結果となった。また、１戸あたりの価格は、熊本地震
や東日本大震災の時は 690 万円程度だったといわれているが、能登では、資材の高騰に加えて、運賃
その他の、能登の特殊事情が追加されているため、更に上昇している。

5.2　材料調達
　木住協では、構造躯体のプレカットは、県内の４工場を指定した。地域経済への還元も考えて、今
回に関しては県外では製造していない。
　県からは県産材の利用の指導があり、木住協では、主に柱に使用した。それらの調達に当たっては、
森林組合と連絡を取って供給をお願いした。また、県内には集成材の工場もあるので、そこで集成柱
を作成して頂いた。柱は県産材の集成材であった。
　その他の資材も、できるだけ県内の業者から調達した。特に設備は、設置後のメンテナンスも考慮
して、地元企業がよいと考えた。また、会員会社は、従来から取り扱いのある業者があるので、そこ
で施工した。これもうまく機能したと考えている。

5.3　職人の手配など
　木住協は、地震前から、各社の協力会社のネットワークがあるので、それらの職人にお願いして施
工した。職人の選定も、地域経済への還元が大事だと考えた。木住協では、地元業者を中心として施
工したので、工事は忙しかったが、特に人手不足ということはなかったと考えている。
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2.　能登半島の地域性と災害の影響
　能登半島は「日本の原風景」とも呼ばれる豊かな文化と景観を持つ地域である。農漁業を中心にし
た暮らしが営まれ、輪島塗や珠洲焼、御陣乗太鼓などの伝統芸能も継承されてきた。毎年夏には「キ
リコ祭り」が行われ、巨大な灯籠が町を練り歩く姿は地域の誇りであり、人々の絆を象徴する行事で
あった。
　しかし、そうした地域文化を支えてきたのは高齢者を中心とした住民であり、若者の流出による
人口減少が続いていた。能登地方の高齢化率は 40% 近くに達し、全国的にも突出している。震災は、
そうした「脆弱な地域構造」に直撃した。住宅倒壊により多くの高齢者が住まいを失い、避難所での
生活は体調悪化や孤立感を招いた。また、伝統産業を支える工房や漁港施設も損壊し、地域経済にも
大きな打撃を与えた。
　震災による被害は単なる「建物の損壊」にとどまらない。地域社会そのものの存続が問われる事態
となった。漁業に必要な港湾施設の復旧が遅れ、漁に出られない日が続いた。観光業も壊滅的な打撃
を受けた。特に輪島の朝市は全国的に有名であり、地域経済の柱であったが、火災と地震被害により
広範囲が焼失した。住民にとっては「日常の風景の喪失」が精神的なダメージとなり、復興に向かう
気力を奪う要因ともなった。
　このように能登半島の災害は、物理的な被害と同時に「文化的・社会的基盤」をも揺るがした。だ
からこそ復興においては、単なるインフラ整備や住宅再建だけでなく、「地域文化をどう守り、再生
していくか」という視点が不可欠となったのである。

3.　仮設住宅建設への参画
　2024 年 1 月下旬、一般社団法人石川県建団連において、会員企業である株式会社家元が、株式会
社長谷川萬治商店の紹介により、世界的に著名な建築家・坂茂氏率いる坂茂建築設計事務所から仮設
住宅建設の協力依頼を受けたのである。
　坂氏はこれまでにも阪神・淡路大震災、新潟県中越地震、東日本大震災、熊本地震、さらには海外
の大災害においても支援建築を数多く手がけてきた経験を持つ。紙管を用いた建築や「紙のログハウ
ス」といった独自の素材活用で知られ、被災地における「dignified（尊厳ある）生活空間」を追求し
てきた。
　今回の能登半島地震で坂氏が掲げたのは「恒久的仮設住宅」という新たな概念であった。従来の仮
設住宅は数年間の「仮住まい」として建設され、その後は解体・廃材化されるのが常であった。坂氏
はこの構造的な無駄に着目し、仮設住宅を「恒久的な住まい」として再利用可能な設計にすることを
提案した。珠洲市・輪島市もこの構想に賛同し、設計・建築が本格的に進められることとなった。
　この依頼を受けたとき、私たちは単なる建築工事を超えた「社会的使命」を感じた。被災地の生活
再建に寄与するだけでなく、日本における仮設住宅のあり方を大きく変える挑戦に参画することとな
ったからである。

4.　建設の工程と当社の役割
　2024 年 3 月末、能登半島各地で本格的に仮設住宅の建設工事が始まった。
　工事の対象となったのは、被害が特に大きかった珠洲市と輪島市である。石川県建団連では、最終
的に、珠洲市の 135 戸の団地と集会場、3 戸の戸建型団地、輪島市には 31 戸の団地と談話室を建設
することとなった。（株）家元では、戸建型の 3 戸を除く全戸の施工に携わり、長期にわたって現場
で作業を続けた。
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5.3　（一社）石川県建団連

2024 年能登半島地震における木造応急仮設住宅建設に関わる取り組み
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     一般社団法人石川県建団連　代表　羽田  和政

1.　発災の概要と被害の全貌　
　2024 年 1 月 1 日午後、石川県能登半島を震源とする大規模地震が発生した。後に「2024 年能登半
島地震」と呼ばれるこの地震は、最大震度 7 を観測した地域もあり、石川県珠洲市・輪島市を中心に
甚大な被害をもたらした。正月という特別な日に発生したこともあり、人々の心に深い衝撃を残した。
　能登半島は日本海に突き出す独特の地形を持つ。半島の多くは山地で、沿岸部に小規模な集落が点
在している。古くから漁業・農業・伝統工芸（輪島塗や珠洲焼）に支えられてきたが、近年は高齢化
率が全国でも上位に位置し、人口減少と過疎化が進んでいた。老朽化した木造家屋が多く残る地域に
大地震が直撃したことで、倒壊被害が拡大したのである。
　道路網の脆弱さも復旧・救援活動を阻んだ。地震直後から主要道路は土砂崩れや路面亀裂により寸
断され、孤立集落が多数発生。海岸沿いの道は落石や地滑りの危険があり、山間部を抜けるルートも
積雪や凍結に阻まれた。結果として救援物資や人員の到達が大幅に遅れ、住民は「助けを待つ不安」
と「寒さとの闘い」に直面した。

　

　住宅被害は甚大で、特に古い木造住宅の全壊・半壊が目立った。生活基盤を失った多くの住民は避
難所に集まり、寒さと不安の中での長期避難生活が始まった。水道や電気、ガスなどのライフライン
復旧も遅れ、仮設トイレや給水車に頼らざるを得ない状況が続いた。医療・介護を必要とする高齢者
にとっては命に関わる問題であり、地域の医療体制は大きな負担を抱えた。
　全国からは直ちに支援の手が差し伸べられた。自治体、自衛隊、消防・警察に加え、民間企業やボ
ランティア団体も現地に入り、物資の提供や炊き出し、除雪活動などに従事した。私たちの会社も発
災直後から輸送支援に尽力した。道路の寸断や通行止めにより大幅な迂回を余儀なくされながらも、
一日も欠かすことなく食料・水・生活必需品・ペット用品を届け続けた。冬を越すために不可欠なス
トーブや燃料の輸送も行い、「支援が一日途切れることは被災者の生命に直結する」という使命感を
胸に活動を続けた。



72 73

第

５

章

建
設
団
体
の
取
り
組
み
１

5.　技術的特徴－ DLT 工法の導入
　今回のプロジェクトで採用されたのは、DLT（Dowel Laminated Timber）工法である。これは株
式会社坂茂建築設計と株式会社長谷川萬治商店が共同で開発した新しい木造構法で、金物を使用せず、
木製のダボ（丸棒）を用いて板材を接合する点が特徴だ。

5.1　DLT 工法の利点
　・施工性：現場での加工が容易で、短期間で組み立てが可能。
　・断熱性：木材の特性を生かし、冬季の能登半島でも快適な室内環境を確保できる。
　・環境性能：金属部材を用いず、木材を効率的に活用するため環境負荷が低い。
　・耐震性：高い耐震性能を備え、余震が続く中でも安心して居住できる。
　特に能登半島は冬季に気温が低く、断熱性能が生活の質を大きく左右する。従来のプレハブ型仮設
住宅では「寒さに耐える生活」を余儀なくされることが多かったが、今回の住宅では木材の断熱性が
生かされ、入居者から「暖かく快適」との声が多く寄せられた。

5.2　DLT と他工法の比較
　従来の仮設住宅建設で多用されてきたプレハブ工法は、短期間で大量供給できる利点がある一方で、
居住性や耐久性に難点があった。また、近年注目される CLT（Cross Laminated Timber）工法は高
強度で大規模建築に適しているが、加工や施工に高度な設備が必要である。DLT 工法はその中間に
位置し、簡便さと性能を両立しており、被災地に適した工法として高い評価を受けた。

5.3　環境と地域資源への寄与
　木造建築は脱炭素社会の実現にも貢献する。木材は成長過程で二酸化炭素を吸収し、建材として利
用することで長期間炭素を固定できる。さらに、能登地方には「能登杉」という地域資源がある。今
回の住宅建設でも一部に地域材が活用され、地域経済の回復や森林資源の循環利用にもつながった。
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4.1　現場環境の厳しさ
　建設現場は被害の大きい地域に位置していた。道路の亀裂、橋梁の損傷、地盤沈下などが随所に見
られ、資材搬入は容易ではなかった。大型トラックが通行できない場所も多く、資材は小分けにされ、
軽トラックやユニック車で何度も往復して運ばれた。山間部では倒木や雪に阻まれることもあり、作
業員自らが道を確保しながら資材を搬入する場面もあった。

4.2　ユニット方式の採用
　現場での効率を高めるため、資材はあらかじめ分割され「ユニット方式」で施工された。工場で一
定の加工を施した木材を組み合わせることで、現地では短期間で建物を組み上げることができた。こ
れは被災地特有の「速さ」と「確実性」を両立するための工夫であり、復興建築における新しい手法
として注目された。

4.3　地元業者と職人の力
　特筆すべきは、地元の協力業者や職人の存在である。彼ら自身も被災者であり、自宅や工場に被害
を受けながらも、地域を再建するために汗を流した。その姿勢は協力業者の作業員にも強い刺激を与
え、現場には「共に復興を成し遂げる」という連帯感が芽生えた。
　県外から派遣された人員も含め、全員が一つの目標に向かって作業を進めた建設現場は、まさに「一
丸となった復興の象徴」であった。
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7.　（株）家元にとっての意義と学び
　今回の能登半島地震における仮設住宅建設は、（株）家元にとって単なる建築工事の一案件にとど
まらなかった。
　むしろ私たちが長年培ってきた技術力と組織力を社会に還元する「使命」であり、企業としての存
在意義を再確認する機会となった。

7.1　社員一人ひとりの役割
　現場で汗を流した職人たちは、倒壊した家屋を目の当たりにしながら作業を進めた。資材を運んだ
社員は、悪路や雪に悩まされながらも「この荷物が届けば、今日から誰かが安心できる」と自らを奮
い立たせた。設計者や行政との調整にあたったスタッフは、複雑な要件をすり合わせ、被災者が一日
でも早く入居できるよう努力した。
　こうした一人ひとりの行動が積み重なり、大きな成果を生んだ。会社全体が「被災者の生活を守る」
という一つの目的に集中できたことは、私たちの誇りであり、将来にわたる財産となった。

7.2　社会的評価と責任
　完成した住宅が報道されると、全国から「能登の仮設はこれまでと違う」「未来志向の復興だ」と
の声が寄せられた。行政や地域住民からの感謝の言葉はもちろん、建築業界からも高い関心が寄せら
れ、当社が携わった仕事の社会的意義を改めて実感した。
同時に、「これからの災害でも同じように期待される」という責任も背負うこととなった。

7.3　内部的な成長
　今回のプロジェクトを通じ、社員の間に「自分たちの仕事が社会を直接支える」という強い自覚が
芽生えた。若手社員にとっては忘れがたい経験となり、ベテラン社員にとっては技術と経験を次世代
に伝える場となった。結果として、当社は単なる建築会社ではなく「社会に必要とされる存在」であ
るという認識が社内外に広がった。

8.　災害大国日本における意義
8.1　日本と災害の歴史
　日本は世界有数の「災害大国」である。地震、津波、台風、豪雨、火山噴火──これらの自然災害
は古代から現代に至るまで、繰り返し国土を襲ってきた。
　・1923 年：関東大震災
　・1945 年：戦災による都市破壊
　・1995 年：阪神・淡路大震災
　・2004 年：新潟県中越地震
　・2011 年：東日本大震災
　・2016 年：熊本地震
　・2024 年：能登半島地震
　これらの大災害は、日本の建築技術・都市計画・防災政策を進化させる契機となってきた。同時に、
被災者の生活再建において「仮設住宅の役割」が常に問われてきた。
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6.　入居者の声と「恒久的仮設住宅」の概念
6.1　入居者の声
　完成した仮設住宅に入居した住民からは多くの声が寄せられた。
　・「外観が美しく、まるで仮設住宅とは思えない」
　・「室内が非常に暖かく、冬でも快適に過ごせる」
　・「狭くて寒い仮設を想像していたが、ここは安心して暮らせる」
　・「プレハブではなく、坂さんの住宅に入れて本当に良かった」
　従来の仮設住宅は「狭い・寒い・味気ない」というイメージが強かった。しかし今回の住宅はその
固定観念を覆し、入居者の心を支える住空間となった。
　住まいは単なる箱ではない。人が食事をし、眠り、語らい、未来を考える拠点である。その意味で
今回の取り組みは、被災者の尊厳を守る大きな一歩であった。

6.2　 「恒久的仮設住宅」という新しい概念
　従来の仮設住宅は、災害後の 2 〜 5 年間の仮住まいとして利用され、その後は撤去され廃材となる
のが一般的であった。この仕組みは資源の浪費であり、環境負荷も大きい。
　今回の能登半島での住宅は、当初から 2 年間の仮設利用を想定しつつ、その後も解体せず市が管理
する公営住宅として継続活用される計画が立てられている。これこそが「恒久的仮設住宅」の概念で
ある。
　これは全国的にも先駆的な事例であり、「仮設住宅＝一時的な住まい」という固定観念を根底から
覆すものである。限られた資源を有効に使い、被災者の生活再建を持続可能な形で支える新しいモデ
ルケースとして、全国の注目を集めている。
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してくれました。」
　別のベテラン職人は、数十年の経験を持ちながらも「復興の現場では毎日が挑戦だった」と振り返る。
道路が寸断され、材料が予定通り届かない。時には自らユンボを動かして道を切り開き、雪をかき分
けて資材を担ぎ込んだ。「図面通りに進まないことも多かった。でも、そこは職人の知恵と工夫で何
とか形にしていく。それが能登の人たちの住まいにつながると思えば、疲れなんて吹き飛びました。」

10.2　地元業者と共に
　能登の地元建設業者や大工も多数参画した。彼ら自身も被災者であり、家族の住まいが倒壊した人
も少なくなかった。それでも「地域を自分たちの手で立て直す」という強い使命感で作業に臨んだ。
　ある地元の大工はこう語る。「自分の家は壊れてしまったけれど、まずは地域の仮設を建てること
が優先だと思った。仲間と汗をかくことで、不思議と自分自身の心も少しずつ立ち直れた。」
　外部から来た作業員と地元の職人たちは、最初は互いに遠慮しがちだった。しかし日を重ねるごと
に打ち解け、現場には「共に復興を進める仲間」という空気が広がっていった。

10.3　被災者の言葉に励まされて
　完成に近づく頃、住民たちが現場に足を運び、「ここに入れるのを楽しみにしています」と声をか
ける姿が見られた。その一言一言が、作業員たちにとって何よりの励みとなった。
　特に印象的だったのは、高齢の女性が涙ながらに語った言葉だ。「まさか自分がこんなに立派な家
に入れるとは思っていませんでした。皆さんが心を込めて作ってくださって、本当にありがとう。」
その瞬間、作業員の誰もが「自分たちの仕事は人の命や心を支えている」という実感を強く抱いたの
である。

10.4　記録としての写真と日誌
　現場では毎日、工程を記録するために写真が撮影され、作業日誌が残された。泥にまみれた靴、凍
える息、笑顔で肩を組む職人たち──。その一枚一枚は、復興の「証」として未来に伝えていく価値
を持っている。
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8.2　仮設住宅の変遷
　・戦後のバラック小屋：最低限の雨露をしのぐ住まい
　・阪神・淡路大震災期のプレハブ住宅：大量供給は可能だが「寒くて狭い」との不満
　・東日本大震災期の改良型仮設：断熱材や広さが改善されたが、依然として一時的な性格
　・能登半島地震期の「恒久的仮設住宅」：公営住宅として再利用可能な持続的モデル
　能登での取り組みは、こうした歴史の流れを大きく変える画期的な一歩である。

8.3　災害と向き合う社会のあり方
　日本は災害を避けられない国である以上、「いかに早く復興し、いかに持続可能に暮らしを取り戻
すか」が重要になる。その中で住宅は単なる避難施設ではなく、人々の尊厳と地域文化を支える基盤
である。能登の事例は「被災者のための住まい」から「未来を見据えた住まい」へと転換したことを
示しており、全国的な政策転換を促す可能性を持っている。

9.　未来への提言と展望
9.1　産官学民の連携強化
　今回のプロジェクトでは、建築家、行政、建設会社、地元業者、そして住民が一体となって取り組
んだ。この「協働の仕組み」を平時から整備し、災害時に迅速に動ける体制を全国に広げる必要がある。

9.2　技術と資源の持続可能性
　DLT 工法や地域材の活用は、災害復興と環境保全を両立させる可能性を示した。今後は木材の地
産地消や再利用の仕組みを制度化し、被災地での建築が「環境負荷を減らしながら地域経済を支える」
モデルとなることが望まれる。

9.3　被災者の尊厳を守る復興
　「住まい」は単なる物理的な避難空間ではなく、人の尊厳を守る基盤である。仮設住宅を

「dignified life（尊厳ある生活）」の出発点と位置づけ、被災者が自らの未来を描けるような仕組みを
整えていくことが不可欠である。

9.4　当社の今後の使命
　能登での経験を通じて、当社は「災害時に迅速に動ける建設会社」としての役割を明確にした。今
後は全国規模での協力体制に参画し、どこで災害が起きても支援できる仕組みを整備していきたい。
建築を通じて人々の暮らしを守ることが、私たちの使命である。

10.　現場からの声と記録
　能登半島での仮設住宅建設は、単なる建築プロジェクトではなかった。現場で働いた一人ひとりに
とって、それは「自分自身の生き方を問われる時間」でもあった。本章では、実際に建設に関わった
社員や協力者、さらには被災地の住民から寄せられた声を記録としてまとめる。

10.1　現場で働いた社員の声
　ある若手社員は、初めての長期被災地派遣で戸惑いを隠せなかった。慣れない土地、冬の厳しい寒
さ、そして倒壊した町並みを目の当たりにする現実。しかし彼はこう語った。「資材をトラックに積
み込む時は大変でした。でも、これを届ければ今日から誰かが安心して眠れる。その想いが背中を押
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12.　結び
　能登半島地震は、地域の暮らしを根底から揺るがす大災害であった。しかし、その中で生まれた「恒
久的仮設住宅」の取り組みは、災害大国日本における復興の新しい形を示した。住まいは単なるシェ
ルターではなく、人が日常を営み、未来を考え、地域文化を次世代に受け継ぐための基盤である。
　私たちが携わったこのプロジェクトは、能登半島の復興の一助にとどまらず、日本全体の防災・復
興のあり方に一石を投じるものであると信じている。
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11.　資料編
　ここでは、本編で触れきれなかった技術的要素や背景資料を整理する。冊子の後半に配置すること
で、専門家や行政関係者にとっても活用できる実用的な付録となる。

11.1　施工工程の概要（珠洲市・輪島市の場合）
１．敷地整備・基礎工事
瓦礫撤去 → 地盤調整 → コンクリート基礎打設
２．ユニット材搬入
大型トラックで中継地まで輸送 → 小型車両に積み替え
３．建方工事
DLT パネルを組み立て → 屋根・壁の施工
４．内装工事
断熱材充填 → 床仕上げ → 建具設置
５．設備工事
電気・給排水・暖房機器の設置
６．検査・引渡し

11.2　DLT 工法の技術的特徴
　・接合方法：木製ダボを用いた面材接合（釘・金物不使用）
　・断熱性能：熱伝導率 λ＝ 0.12 〜 0.16 W/mK
　・耐震性能：木質ラーメン構造に準ずる性能を確認
　・耐用年数：適切なメンテナンスにより 50 年以上利用可能

11.3　仮設住宅の平面イメージ（1 戸タイプ）
　・延床面積：約 30 ㎡
　・間取り：1LDK（リビング＋寝室）
　・断熱仕様：外壁 105mm、屋根 120mm の断熱材
　・特徴：高齢者対応の段差解消、車椅子対応トイレ

11.4　関連資料一覧
　・石川県災害対策本部「2024 年能登半島地震 被害報告書」
　・一般社団法人石川県建団連「仮設住宅建設事業報告」
　・坂茂建築設計「DLT 工法概要資料」
　・（株）家元 内部記録（現場日誌・輸送記録・社員アンケート）

11.5　メディア掲載の一部
　 ・ NHK「ニュース 7」（2025 年 4 月 2 日放送）：「能登に新しい仮設住宅　木のぬくもりを取り入れて」
　・北國新聞（2025 年 4 月 5 日付）：「恒久的仮設住宅、全国初の試み」
　・建築ジャーナル（2025 年 5 月号）：「DLT 工法による復興住宅の可能性」
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木造の応急仮設住宅として、プレ協以外の団体が担うことになった。一般社団法人全国木造建設事業
協会、一般社団法人石川県木造住宅協会、一般社団法人石川県建団連、一般社団法人日本モバイル建
築協会、我々のログハウス協会の５団体である。
　ログハウス協会が建設を担当したのは、輪島市の山岸町第 3 団地（46 戸）、珠洲市の三崎町第 4 団
地（12 戸）、折戸町第１団地（42 戸）、宝立町第３団地（15 戸）の恒久利用を想定した「まちづくり型」
４団地、また、「従来型」の二俣町第１団地（31 戸）の５団地である。

　　　　輪島市山岸町第３団地　外観　　　　　　　　　           輪島市山岸町第３団地　内観　壁はログ材現し

	

　　　　　珠洲市三崎町第４団地　外観　　　　　　　　　珠洲市三崎町第４団地　建て方　妻壁、小屋は軸組構法　

　　　　      珠洲市折戸町第１団地　外観　　　　　　　　　 珠洲市折戸町第１団地　建て方　タテログは軸組構法　
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５. ４　（一社）日本ログハウス協会 

令和６年能登半島地震における日本ログハウス協会の取り組み
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  一般社団法人 日本ログハウス協会　協会員　中部支部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   株式会社北陸リビング社　代表取締役社長　北出 秀樹

1.　経緯と初動
　2011 年の東北大震災の際に、福島県の応急仮設住宅の施工業者の公募で約 6000 戸の仮設住宅が完
成したうち、一般社団法人日本ログハウス協会（以下、ログハウス協会）は、ログハウス型の仮設住
宅 600 戸を建設した。石川県で実際に応急仮設住宅の建設に関わるのは今回が初めてである。
　３年ほど前に、ログハウス協会として、各都道府県の知事等との間に「災害時における応急仮設住
宅の建設に関する協定」を結ぶという方針を決めた。それを受けて、石川県の唯一の協会員として、
私も準備を進めていた。石川県木造住宅協会、一般社団法人日本ツーバイフォー協会などの他団体と
協議をする必要もあり、石川県庁には定期的に出向き、会合を行っていた。結局、震災前には協定の
締結には至らずにいたが、県の関連部署の担当者とはつながることができていた。
　令和 6 年元日の能登半島地震発生の 3 日後の 1 月 4 日には石川県庁に向かい、土木部建築住宅課、
農林部森林管理課などを回ったが、その時はまだ我々が何か関与できる状況ではなかった。それでも、
具体的な話になるまでの間にできることからやろうと思い、福島の木造応急仮設住宅の資料を参照す
るなど、少しずつ準備を進めた。
　この緊急事態に何が必要で、我々に何ができるかなど、石川県と本音の打合せができたのは、1 月
10 日過ぎだったと記憶している。
　1 月 14 日になって、県からは、応急仮設住宅整備に関しての募集要項のようなものが出された。
この時、珠洲市内の具体的な敷地を示されて、プランの作成を求められた。県は各市町の候補地や規
模ごとの必要戸数を把握しつつあり、また、一般社団法人プレハブ建築協会（以下、プレ協）は、応
急仮設住宅候補地の調査を進め始めていたようである。
　プラン作成にあたり、珠洲市の被災状況から、面積別の要求住居の割合は、単身用（20 ㎡）、2 〜
4 人用（30 ㎡）、4 人以上（40 ㎡）が２：２：１ということだった。また、全体での共通事項として、
団地規模が 30 戸以上の場合は談話室を、50 戸以上では集会所を設置するということだった。
　要項が出される前の段階で準備しておいたこともあり、その一週間後には、割合完成度の高い提案
を県に提出することができた。その後、県の担当者から頻繁に連絡が入るようになり、震災の後追い
にはなったが、2 月 16 日付けで、石川県知事とログハウス協会との協定を締結した。ログハウス協
会として、5 団地 146 戸の木造応急仮設住宅の建設を行うことになった。

2.　建設団体の振り分け
　1 月 17 日付けで、石川県より「石川県建設型応急仮設住宅整備に関する資料（Ver.1）」が出された。
そこには、配置計画案作成上の留意点、外構工事の方針、それらのチェックリスト含む整備基準、建
設候補地現地調査、縄張り確認・建方確認要領編、完成検査・引継ぎ要領編がこと細かく記載されて
いた。
　応急仮設住宅の建設に関わるいくつかの団体の中での大きな仕分け方としては、学校の運動場など
の借り受け地など、応急仮設住宅としての役割を終えたら建物を撤去する団地、また、何よりもまず
スピードを最優先する場合、そして、大型の搬入可能な場所は、従来型として、主にプレ協が担当した。
　応急仮設住宅の役割を終えたのちに、公営住宅などの恒久的利用を想定した敷地の建物に関しては、
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　建設費は、当然のことながら団地ごとに異なった。敷地状況によって地盤改良の有無もあれば、外
構工事費も異なる。また、1 棟の連続戸数が多くなるほど基礎工事の合理化ができるが、配置計画は
様々な余条件から決まる。さらに、規模によってのスケールメリットも大きく異なる。
　建設費の積算は団地ごとに積み上げで行い、県との調整をそれこそ何度も行った。県の担当者は的
確な単価情報を持っており、敷地状況を勘案し、時に不足の項目なども指摘してくれた。
　建設費に関しては、法外な無理もなければ余裕も与えられず、結果的には適正な価格を見出すこと
ができたように思う。しかし、現場状況の見極めの難しさ等があり、見積書の最終承認までには何度
かの修正があった。

4. 資材と建設技能者（職人）の手配
　木材については、石川県の標準仕様書（案）では、石川県産材の使用が推奨されていた。しかし、
ログ材の寸法の特殊性や納期の関係から、県産木材はほとんど使用することができなかった。担当建
設会社が日常的に利用している、千葉県、福島県、熊本県、大分県などのプレカット工場を経由して
調達した。
　職人については、地元業者の被災・逼迫で現地調達は困難だった。広域手配を前提とし、大工を始め、
土工事から設備工事を含めたすべての職方は、県外から現地に入ってもらった。現場監理と県との調
整役は、５団地とも私と弊社の社員で行った。地縄検査、建て方検査、完了検査などの検査やその立
会い、県への書類や写真の提出など、公共事業であるので、民間工事に比べて手続き業務も多かった。
　職人の宿泊については、現場の立地や周辺環境により臨機応変に対応した。広い場所が確保できる
場合には、パネル化したタテログ工法による宿泊所を 10 戸ほど作った現場もあるが、近隣の高等学
校の寮や地元の一軒家、また、以前建設した別荘をお借りして利用した。
　高等学校の寮の食堂は再開していたが、地元のスーパー、コンビニは再開できておらず、食事は大
半が自炊だった。入浴も思うようにできない日々が続き、自衛隊のお風呂にお世話になる時期もあっ
た。トイレも限られていたので工夫が必要だった。このように、職人の労働環境としては決して快適
なものではなかったと思う。
　建設工事において、衛生環境不足が生産性に影響を与えることはいうまでもない。すべての地域に
おいて、宿舎、入浴、仮設トイレの初動整備ができるように準備できると良いと思う。

5. 運用時のメンテナンスなど
　運用開始後のメンテナンスは、原則として、市町を経由して県に依頼を行い、県が業者を手配する
ことになっている。輪島市は「まちづくり輪島」等が一次対応を行っているようである。明確な瑕疵
については建設団体が無償是正を行うが、居住者からの追加要望などには、都度、実費で対応している。
　
6. 今後の展望
　能登の地域性が考慮された応急仮設住宅は、能登の景観と調和し、わずかではあるが、地域性の回
復に貢献しているように思う。また、木造住宅は、居住性という点で入居者から好評をいただいてい
ると感じている。
　入居から 1 年を過ぎる頃より、入居者に対して、退去時期についてたずねるアンケートが行われた
そうである。仮設に入居の方々は、退去後の次なる生活拠点を具体的に検討し始めている。幸いなこ
とに、ログハウスの住宅で再建を検討する方々が多くなってきている。
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3. 建設型応急仮設住宅の仕様と積算
　能登半島地震の応急仮設住宅は、熊本モデルをベースに、能登らしい地域性のある外観と戸建志向
へ最適化された。具体的には、外壁は木材、屋根は黒い瓦葺きという仕様が決められた。
　建物の平面計画は弊社で行ったが、配置計画、配管ルートや電気の容量などのインフラの計画に関
しては、山岸設計事務所、株式会社 kyma の２つの設計事務所にサポートを依頼した。
　建物の性能値は、将来の本設転用の際に確認申請を通せる仕様が基本である。熊本モデルをベース
としつつも、断熱地域区分に応じて性能を確保した。また、積雪も地域の値に準拠したうえで、耐震
等級レベル３としている。これらの計算根拠書類は保存してあり、常設化の際の確認申請が滞りなく
行えるよう備えている。

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                  珠州市宝立町第３団地　鳥瞰　

　
　基礎は、従来型の二俣町第１団地（31 戸）は木杭である。恒久利用を想定する団地に関しては、
転用の際に確認申請を通せる仕様が基本であるため、地盤調査を行い、ベタ基礎とした。当然のこと
ながら、地盤が良くない敷地は、柱状改良などの地盤改良工事を行った。
　外壁については、ログハウス協会が建設した５団地は、すべて角材を使用した角ログであるが、建
設を担う各会員会社の仕様によるものとし、ログの断面寸法などは団地ごとに異なっている。最初に
動き始めた折戸町第１団地は、工期を急ぐ関係から、福島の応急仮設住宅の建設経験のある会社が担
当し、工場でパネル化されたタテログ構法を採用した。タテログ構法は軸組構法である。他の４団地
はすべて、現場で木材を組み上げるヨコログ工法（丸太組構法）である。
　屋根は、従来型では鋼製の折板葺き、恒久利用の４団地は、能登の地域性を考慮し、黒瓦葺きとし
た。能登瓦は、現在は生産していないので三州瓦を用いている。
　設備仕様に関しては、石川県からは、営繕工事仕様書に則った仕様にするという指示だった。
　サッシは、主として地元のサッシメーカーを採用した。衛生設備機器に関しては、供給逼迫の中、
納期を想定し、他の建設団体と取合いにならぬよう、他団体が採用していないメーカーを採用した。
　インフラに関しては、それぞれの敷地によって状況が異なるので、電気、貯水槽、浄化槽などを含
む上下水道設備の調整には手間と時間を要した。
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　また、住宅施設以外にも、被災者の生活と地域の復興を支えるため、仮設宿泊所として木造 230 室
を含む複数の施設（合計 4,251 ㎡）、仮設漆器工房として計 59 室（1,496 ㎡）、仮設店舗・事務所とし
て計 23 事業者分（1,846 ㎡）の整備を行いました。さらに、輪島市復興デザインセンターや輪島市町
野町復興ボランティアベースなどの整備を輪島市と協働で実施し、被災された方々の生活基盤の再建
だけでなく、地域経済とコミュニティの再生にも貢献できるよう努めました。

　　　　　　　　　　　　　表 1　日本オフサイト建築協会が斡旋した応急仮設住宅
団地名

工法·階数 1K 1K車※ 2K 2K車※ 3K 1K 1K車※ 2K 2K車※ 3K

小島町第2団地

軸組工法·平家

小島町第3団地

軸組工法·平家

本府中町第1団地

軸組工法·平家

下黒川町第1団地

軸組工法·平家

山岸町第1団地

2×4工法·２階
稲屋町第1団地

2×4工法·平家
小伊勢町第3団地

2×4工法·２階
やなぎだ第3団地

2×4工法·平家
261 147 5 80 1 28 － － － － － 665

43.06

46.04

46.31

46.04

45.40

205

38

746.13

43.06

46.13

141

34

104

58

78

24.30

24.30

22.41

－

2

3

2

2

7

3

9

23.00

21.53

23.00

21.53

24.30

6

2

4

13

6

15

14

1

6

15

16

2

14

71 －

－

－

－

－ 34.60

32.29

34.60 34.60

－

－

－

－

－

－

－32.29

34.64

34.8234.85

34.64

33.9133.91

46.36

－

－

1

－

－

－

－

－

1

－

－

－

18 2 21 －

－5

24

30

91

14

3

※：車椅子対応

従来型

従来型

従来型

まちづくり型

まちづくり型

まちづくり型

まちづくり型
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分類 ユニット数

合計

面積（㎡）部屋種類
戸数場所

七尾市

輪島市

輪島市

輪島市

輪島市

50

12

37

 　        　

　　　　　　　　　　　　　　写真１　従来型仮設住宅（七尾市・本府中町第 1 仮設団地）　
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5.5　（一社）日本モバイル建築協会

能登半島地震におけるモバイル建築による木造応急仮設住宅整備の取り組み
　　　　　　　　　　　　　　一般社団法人日本モバイル建築協会　理事・事務局長　小島 誠一郎

　令和 6 年能登半島地震は、日本の災害対応における一つの転換点となりました。従来の画一的なプ
レハブ仮設住宅中心のアプローチから、恒久的な利用も視野に入れた高品質な木造モバイル建築の活
用へと、応急住宅のあり方を改めて考える、災害対応の新たな可能性を示す重要な事例となりました。　　　　　　　　　　
　本報告書は、日本モバイル建築協会（以下「当協会」）による大規模な木造応急仮設住宅の供給実
績を通じて得られた知見と今後の展望を包括的に整理し、将来の災害住宅政策への貢献を目指すもの
です。

1.　建設受託の経緯と契約の枠組
1.1　協定締結と事業開始
　2024 年 1 月 1 日の能登半島地震発生直後、当協会は迅速に被害情報の収集と現地のニーズ把握に
着手しました。石川県のご協力により被災市町の担当部署をご紹介いただき、各自治体に対してモバ
イル建築による応急仮設住宅の特性と利点をご説明する機会を得ました。その結果、七尾市より整備
希望をいただき、これを契機として 2024 年 2 月 29 日に石川県との災害協定が締結され、応急仮設住
宅の本格的な整備を開始することができました。
　この経験は、平時から行政と民間事業者が連携し、相互理解を深めておく「事前協定」が、発災時
の迅速かつ円滑な対応に不可欠であることを改めて示すものとなりました。

1.2　契約形態と経済的枠組
　石川県では、施工事業者が建物を所有し、県が原則 2 年間借り上げる「リース契約（賃貸借契約）」
方式が採用されました。このリース料には、供与期間終了後の原状回復工事費用なども含まれていま
す。
　応急仮設住宅の建設コストは、原則として「戸当たり単価×戸数」で算出されます。令和 5 年時点
での国の基準額は戸当たり平均 677.5 万円以内とされています。この単価は、住戸本体の建設費に加
え、団地全体の造成、上下水道、浄化槽、集会所といったインフラ整備費用までを想定した包括的な
ものですが、実際の事業では被災地の状況や仕様に応じて柔軟に運用されます。
　今回の能登の事例では、将来的な定住を見据えた「まちづくり型応急仮設住宅」（木造長屋型）の
戸当たり建設費が約 1,660 万円であったのに対し、供与期間終了後に解体撤去を前提とする「従来型
応急仮設住宅」（プレハブ等）は約 1,380 万円でした。この差額約 280 万円は、基礎や断熱性能等（プ
レハブ等の従来型は仮基礎・断熱等級４、本設移行するまちづくり型は本基礎・断熱等級５～６）に
よりますが、将来的に必要となる公営住宅の建設費などを考慮すると、被災地の持続可能なまちづく
りに貢献する、価値ある「未来への投資」と捉えることができます。

2.　供給の実績と工法の特色
2.1　供給規模と配置
　当協会は、能登半島地震において輪島市、七尾市、能登町の 3 市町に対し、計 8 団地 261 戸の木造
モバイル建築による応急住宅を供給（表 1）いたしました。これらは、石川県が定める仮設住宅の分
類のうち、「従来型（写真１）」および「まちづくり型（写真 2）」として供給されました。
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3.　配置計画と地域性への配慮
3.1　石川県基準への配慮
　建物の配置計画や付帯設備、能登半島の地域性や気候風土への配慮については、「石川県建設型応
急仮設住宅整備に関する資料」（2024 年 1 月 17 日 石川県）をはじめ、石川県から提示された各種仕
様に基づき、設計・施工を行いました。
　県の補足資料には、給水設備に関する末端住戸での水質試験（13 項目）の実施や、受水槽・浄化
槽の設置要件、さらには北陸電力送配電株式会社との協議に基づく電力引込工事のプロセスなどが厳
格に定められており、当協会はこれらの要件にすべて対応いたしました。

3.2　寒冷地仕様と気候対応
　県の標準仕様書には、耐雪 1.0m という積雪対策、断熱仕様、基礎構造、内外装の仕上げ、手すり
やキッチンユニットといった内部設備に至るまで詳細な規定がありました。当協会が斡旋した団地は、
これらの基準を満たす形でユニットを製造・設置しています。外構工事に関しても、通路の舗装、排
水計画、駐車場の仕様などが細かく定められており、そのすべてを遵守しました。
　一方で、実際の運用においては、寒冷地特有の課題も明らかになりました。2024 年の冬、能登地
方は厳しい寒波に見舞われ、寒冷地仕様の重要性が改めて浮き彫りとなりました。具体的には、一部
の仮設宿泊所等で水道管の凍結や、エアコン室外機の氷結による機能停止といった事案が発生しまし
た。これらは、のと里山空港の隣接地といった特に気象条件の厳しい立地であることに加え、例えば
夜間に少量の水を流し続けるといった凍結防止策の周知が十分に行き届かなかったことなども一因と
考えられます。当協会としても施工会社と連携し、注意喚起のチラシを配布するなどの対策を講じま
したが、一部で被害を防ぐことができませんでした。この経験は、今後の入居者への情報提供のあり
方を考える上で貴重な教訓となりました。

4.　オフサイト生産による分散型サプライチェーン
4.1　分散型製造ネットワーク
　当協会の戦略的優位性の中核は、分散型のオープンライセンスに基づくサプライチェーンにありま
す。このモデルは、全国に広がる会員企業（主に中小工務店、震災発生当時 18 団体、2025 年 12 月
16 日現在 78 団体）のネットワークを活用し、標準化された建築ユニットを災害現場から離れた場所（オ
フサイト）で生産し、現地に輸送して設置するものです。
　このアプローチの最大の利点は、被災地の脆弱なインフラと逼迫したリソース（労働力、資材、宿
泊施設、輸送能力）への負荷を劇的に軽減できる点にあります。現地での作業を基礎工事とユニット
の設置・連結などに限定することで、建設活動を最小化し、復旧のボトルネックを回避します。また、
基礎工事と並行して遠隔地で建物本体の製造を進められるため、工期の大幅な短縮が可能となります。

4.2　資材調達と施工体制
　能登での対応は、このモデルの有効性を実証する貴重な機会となりました。石川県内の地元工務店
(2 社 ) が元請けとなり、自社の生産能力を超える部分については、県外の会員企業 (1 社 ) にモバイ
ルユニットの製造を委託しました。これにより、被災地の事業者が主体となりながら、全国ネットワ
ークの生産能力を柔軟に活用し、復興経済への貢献と迅速な住宅供給の両立を目指しました。
　一方で、オフサイト生産が持つ潜在能力を最大限に発揮するためには、改善の余地があることも明
らかになりました。特に、各団地の詳細な発注情報がより早期に確定されれば、サプライチェーン全
体がさらに効率的に稼働し、一層迅速な供給体制の構築が可能になると考えられます。
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　　　　　　　　　　　写真２　まちづくり型仮設住宅　（輪島市・下黒川町第 1 仮設団地）

2.2　工法の技術的基盤と特色
　当協会が供給した木造モバイル仮設住宅の最大の特色は、計画当初から災害後の恒久的な利用（本
設移行）を前提とした、高い品質と耐久性を備える恒久仕様の建築物である点です。その技術的基盤は、
特定のメーカーに限定されないオープンな工法（木造軸組工法、枠組壁工法（2 × 4））にあり、これ
により全国の中小工務店が製造に参加できる体制を構築しています。このことは、将来的に被災地で
改修やメンテナンスが必要になった際にも、地域の事業者が対応しやすいという利点に繋がります。
　建物の性能面では、耐震等級 3 を確保し、2025 年 4 月に施行される改正建築物省エネ法が定める
省エネ基準に適合する断熱等級 5 ～ 6 相当の性能を有しています。さらに、防蟻・防腐処理を施すこ
とで、構造躯体は数十年単位での使用に耐えうる設計となっています。これは、一般の恒久住宅と同
等以上の性能に、移設・再利用が可能という新たな価値を付加したものです。

2.3　本設移行による資産化
　今回供給された住宅の多くは、応急住宅としての役割を終えた後、市町や被災者に無償で譲渡され、
公営住宅への転用や自力再建の際の住まいとして活用される計画です。応急住宅を恒久利用する試み
は過去の災害でも見られましたが、今回のように、災害からの復旧と、被災地が元々抱える人口減少
や高齢化といった地域課題の解決とを統合し、計画段階から地域資産として活用することを戦略の中
心に据えるアプローチは、今後のモデルケースとなり得る先進的な取り組みと言えます。
　これは、応急住宅を単なる一時的な「消費財」と見なすのではなく、復興プロセス全体を通じて価
値を持ち続ける社会的な「資産」として捉え直す、重要なパラダイムシフトを意味します。本設移行
には、仮設団地の敷地でそのまま災害公営住宅などに転用する「現地移行」や、ユニット単位で別の
場所へ移して再構築する「移築」といった手法があります。これにより、解体に伴う大量の建設廃棄
物の発生を抑制できるだけでなく、用地の原状回復コストも削減できるなど、環境面・経済面で大き
な便益が期待されます。
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　全ての住戸を公営住宅の最低居住面積水準である 25 ㎡以上で供給することで、本設移行時の面積
要件の問題を根本的に解決し、仕様の「ダウングレード」といった課題も回避できます。これは単な
る製品設計の変更ではなく、情報伝達や合意形成の遅れといったリスクを解消するための戦略的なプ
ロセス革新です。

6.2　事前協定の推進と平時からの連携強化
　今回の経験から、平時からの体系的な準備の重要性が改めて確認されました。その中核となるのが、
都道府県や市町村と当協会のような供給事業者との間での「事前協定」の締結推進です。
　この協定に、モバイル建築の性能・工期・コストに関する相互理解の促進、標準プランや仕様の事
前検討、本設移行を前提とした場合の法規制への対応といった具体的な項目を盛り込むことで、発災
時により迅速かつ的確な対応が可能となります。

6.3　「社会的備蓄」という新たな防災モデルの提案 

　　　　　　　　　　　　　　　　　図 1　モバイル建築の社会的備蓄

　災害対応能力を飛躍的に向上させるための革新的な提案が、「モバイル建築の社会的備蓄 ( 図 1)」
というコンセプトです。これは、恒久仕様のモバイルユニットを、平時にはグランピング施設、ワー
ケーション拠点、移住体験住宅、地域のコミュニティカフェなど、地方創生や交流人口拡大に資する
施設として全国に配備・活用し、大規模災害発生時には、これらのユニットを被災地へ迅速に移築し
て応急的な施設（福祉避難所、応急住宅の集会所など）に転用する公民連携の取り組みです。
　このモデルは、使用されるかどうかわからない防災備蓄倉庫とは異なり、平時から経済的・社会的
な便益を生み出しながら、有事への備えを構築できるという大きな利点を持っています。
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5.　建設後 1 年を経ての評価と課題
5.1　寒冷地仕様に関する知見と改善
　モバイル建築は、在来工法を応用した先進的な工法ですが、その特性への理解が十分でない場合、
設計や施工において意図しない課題が生じるケースがあり、結果として改善が必要な点が見られまし
た。
　その一例では、エアコン室外機の氷結による機能停止があります。この主たる要因としては想定外
の厳しい寒さと吹き付ける風雪が主な要因でしたが、その後の検証で、寒冷地仕様の機器を選定して
いれば影響を軽減できた可能性が指摘されています。また、一部の建物で屋根に積雪がある際に雨漏
りが発生した事例では、屋根材の選定において寒冷地特有の知見が不足していたことが原因と判明し、
速やかに修繕を行いました。
　これらの事例から得られた知見は、モバイル建築の設計・施工ガイドラインに反映させるべき重要
なポイントとして会員間で共有されました。この経験を糧に、さらなる品質向上と安全な施工体制の
構築に努めてまいります。

5.2　仕様調整における経験と今後の連携
　当協会が供給する高性能なモバイル建築と、従来の応急仮設住宅で想定されてきた基準との間では、
面積や設備に関する考え方に相違が生じる場面もありました。応急仮設住宅の供給にあたっては、石
川県から、団地ごとの仕様のばらつきをなくし、入居者間の公平性を確保したいとの意向が示されま
した。これを受け、当協会が供給する住宅も、県が定める標準仕様に合わせて一部の設備などを調整
することになりました。
　この調整過程では、標準的なキッチン設備の代わりに、より小型のキッチンユニットを採用するこ
とになり、部材調達に時間を要するケースもありましたが、関係機関との真摯な協議を重ねることで、
適切な解決策を見出すことができました。
　この経験から、高品質な応急住宅が社会の新たなスタンダードとして円滑に受け入れられるよう、
平時から関係機関との事前調整と相互理解を促進していくことの重要性を改めて認識いたしました。

5.3　品質の標準化に向けた協調
　応急仮設住宅の供給においては、多くの協会が関わり、さらに異なる供給主体が建設する住宅間で
の品質や仕様の統一性を確保することも重要な課題となります。被災された皆様に公平で良質な住環
境を提供するという共通の目標のもと、供給に携わる全ての関係者が協調し、一定の基準を共有する
ことが求められます。
　今後は、民間企業が持つ革新的な技術や高品質な住宅が、災害対応全体の質的向上に円滑に貢献で
きるよう、平時から関係機関との協議を進め、標準仕様のあり方について検討を深めていくことが重
要です。民間企業の技術革新を活かし、被災された皆様により良い住環境を提供するための仕組み作
りが求められているように感じています。

6.　今後への提言と展望
6.1　「オール 2K」モデルによる標準化
　これらの課題に対する当協会の核心的な提言は、応急住宅の標準仕様を「オール 2K」モデルに統
一することです。このプロセス革新により、発災直後から詳細なニーズ調査を待つことなく、全国の
工場で標準ユニットの大量生産を開始することが可能になります。単身者には 1 戸、大家族には隣接
する 2 戸を連結して供給するといった柔軟な運用により、多様な世帯構成に迅速に対応できます。
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5.6 　（一社）日本ムービングハウス協会　

能登半島地震における仮設住宅建設の取り組み
　　　　　　　　　　　　       一般社団法人 日本ムービングハウス協会　代表理事　佐々木  信博

1.　概要
　ムービングハウスが平成 30 年 7 月の岡山県倉敷市の豪雨災害における応急仮設住宅として採用さ
れて以降、日本ムービングハウス協会（以下「当協会」）は、様々な災害、感染症対策施設として、
ムービングハウスを提供し、応急仮設住宅、医療施設、災害対応施設として利用されている。
　令和 6 年 1 月 1 日に発災した能登半島地震においての概要であるが、当協会は石川県と 1 月 4 日付
けで、応急仮設住宅建設に関する協定を締結した。締結後速やかに協議を開始し、1 月 12 日に輪島市、
珠洲市で着工した。輪島市で 1 月 31 日に 18 戸が完成、2 月 6 日には珠洲市で 40 戸が完成したのを
皮切りに、輪島市、珠洲市、七尾市、中能登町、能登町、志賀町、6 市町で応急仮設住宅 511 戸を建
設した。
　　　　　　　　　　　　表 1　能登半島地震におけるムービングハウスの各団地建設戸数

2. ムービングハウスについて
2.1　ムービングハウスとは
　ムービングハウスは、海上輸送用のコンテナを改造した建物と誤解されるが、完全な木造のユニッ
ト工法の建物である。ムービングハウスは、株式会社アーキビジョン 21 で開発した「スマートモデ
ューロ」という木造ユニットを用いているが、その前身は「モデューロ」という住宅タイプの同じよ
うな木造ユニットで、トラックを使って輸送していたが、トラックはドライバーが荷物と常に動くた
め、長距離輸送の場合などドライバーの負担が大きくなることもある。トレーラーに物を積載して運
ぶ車（トラクター）は全国どこにでもあるので、海上コンテナを運搬するときと同じように、トレー
ラーシャーシに貨物として建物を積載し運搬することを考えた（写真 1）。
　海上コンテナの寸法は国際規格であり、それと同規格で、幅 2.4m ×長さ 12m ×高さ 2.89m を基
本の外形寸法としている。長さは 12 ｍ（40 フィート）と 6 ｍ（20 フィート）2 種類のバリエーショ
ンをもたせ、サイズを決定している。建物を同一寸法に規格化、全国どこで作っても同じ部材を使い、
同じ仕様の建物ができるようルールを定め、全国どこで買って使っても、同じ満足度が得られるよう
にと考えた。ユニットは、組み立て、外装、内装仕上げ、設備取り付けまで含め、工場で生産し、現
場へ運搬し、現地でユニットを連結させ、電気、給排水の配管を接続する。ほぼ完成品を搬入するた
め現場での作業が少なく、入居までの時間が大幅に短縮できるのがメリットである。
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7.　まとめ
　令和 6 年能登半島地震におけるモバイル建築の展開は、日本の災害対応が直面する課題と、これか
ら進むべき未来の方向性を鮮明に映し出しました。それは、従来の「仮設住宅」という概念を捉え直
し、その可能性を広げる挑戦でもありました。
　今回の実践は、恒久仕様の高品質な住宅を、従来のプレハブ仮設と同等の工期・コスト感で供給可
能であることを示しました。また、オフサイトでの分散生産というサプライチェーンモデルは、被災
地の負担を最小限に抑えながら、迅速かつ大量の供給を実現する有効な手段であることを証明しまし
た。
　同時に、今回の取り組みは、その潜在能力を最大限に発揮する上で、既存の制度や慣行との間にい
くつかの課題があることも浮き彫りにしました。例えば、発災初期段階におけるモバイル建築の認知
度や理解促進、多様な供給主体が参画する中での品質や仕様の標準化、そして迅速な供給を可能にす
るための柔軟な発注プロセスの構築など、今後の災害対応をより円滑に進めるためには、官民が連携
して改善すべき点があることも明らかになりました。
　本報告書を通じて、私たちは応急住宅を単なる「一時的な避難場所」としてではなく、被災地の未
来を支える「復興の礎」として捉え直すことを提言します。その実現のためには、本報告書で提言し
た、事前協定の推進、関連制度の整備、そして「社会的備蓄」という新たなモデルの確立が不可欠です。
災害に的確に立ち向かい、日本の住宅産業の未来を切り拓くため、官民が一体となってこの新たな挑
戦に取り組むことが、今、強く求められています。今回の能登半島地震で得た貴重な教訓を胸に、私
たち日本オフサイト建築協会は、今後発生しうる国難級の災害に備え、全国のパートナー企業と共に
供給体制のさらなる強化を進めてまいります。日本の未来を守るレジリエントな社会基盤の構築に貢
献するため、関係各所の皆様と一層緊密に連携し、この挑戦を続けていきます。

参考文献
新住宅産業論　ISBN : 9784883511709
企画：一般社団法人日本モバイル建築協会　編：長坂俊成　出版：株式会社創樹社
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2.4　協定について
　当協会では、災害発生時に迅速かつ効果的に対応するため、事前に協定を結んでいる自治体が多数
ある。協定締結の有無にかかわらず、仮設住宅建設の要請があった場合は対応しているが、協定を結
ぶことにより、平時からの情報交換、自治体が主催する訓練などへの参加、協力が可能になり、発災
の際の迅速な対応につながる。実際に訓練に参加したのは 1、2 度だが、クレーンで吊り上げて下す
ところまで行うと、自治体の職員の方もイメージができる。自治体の職員の方は、移動があるので、
1 クール 3 年くらいで繰り返しやることが重要である。

3.　能登半島地震応急仮設住宅の建設について
3.1　経緯
　発災からの動きは、1 月 4 日に 2 名で石川県庁に出向いた。その時には内閣府と都市銀行の知人か
ら石川県担当者へムービングハウスが早く対応できるとの情報が入っていたようだった。また、熊本
県で災害対応をした時の熊本県庁の担当官が石川県に応援に来ていて、その人もムービングハウスの
話をしてくれた。それで、1 月 4 日の内にすぐに何台持ってこられるかという話になり、市町で候補
地を挙げ、6 日に県が場所を選定し、その日のうちに現地へ向かった。
　輪島の 2 か所の候補地を現地調査に行き、マリンタウンの敷地に決まり、7 日には、珠洲の 3 か所
の候補地に行き、正院町の敷地に決まった。現場に行くまでの道がトレーラーが通行可能かを確認し
ながら現地入りした。また、現地で基礎工事や、給排水、外構などを依頼できる業者を探した。
　その後、一度、北海道に戻って本格的に手配などが始まった。すぐに現物を出せるものとして、茨
城県行方市と、高知県大豊町にあるストックヤードから以前の災害仮設として使って引き揚げたもの
など、設備機器が付いていてすぐに使える状態のものを現地に運んだ。2 階建てのホテルを平屋に改
装して熊本で使った仮設もあり、平屋だが途中までの階段が付いているものもあった。
　着工は 1 月 12 日から、まず現地で位置決め、基礎の平版の設置、給排水工事として、受水槽、浄
化槽の手配、設置などをすすめ始めた。基礎の平板敷きは、地元の業者に頼んだが、資材を現地で調
達することが難しく、金沢、富山県などで当協会が調達し現地に運んで施工してもらった。1 月 20
日頃からユニットの建て込みを始め、1 月 31 日輪島マリンタウン（第一期）、2 月 6 日に珠洲正院町（第
一期）を完成させたのが、第一陣である（写真 4）。
　すぐ使える在庫が無くなると、通常の在庫を使い始めた。通常の在庫は、躯体、窓、断熱材が入っ
た外装まで仕上がって、内装の間仕切り、設備などが無いスケルトンの状態で置いてあり、オーダー
を受けてから、要望に沿った間仕切り、設備などを入れて出荷する手順になる。能登の場合は、全国
の協力会社のスケルトンの状態の在庫を金沢の協力会社に運び、そこで間仕切り、設備などを設置し、
現場へ搬入した。

　　　　　写真 3　工事初期基礎平板敷き　　　　　　　　　　　写真 4　正院町第 1 団地（第 1 期）完成時
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2.2　構造・工法について
　当協会の用いている、スマートモデューロは、特殊な金物を使った 2 × 4 と在来構法のいいとこ取
りのような、特殊構造の木造ユニットだが、現在のスマートモデューロの前身のモデューロというタ
イプの時に大臣認定を取得している。基本の骨格が同じで外形寸法の異なる現在のタイプは、（一財）
日本建築センターの評定を取っている。
　ユニットは治具を使い、水平面（床面と天井面）をそれぞれゆがみの無いようにつくっておき、床
面に柱を垂直に立て、天井面を乗せて、40 フィートの場合は長手方向の中間に片側 2 か所、計 4 か
所と、四隅の L 型に耐力壁を設置し、緊結し組み立てる。大工の棟梁のような熟練の職人でなくても、
間違えず組み立てられるように、材料、組み立て手順などに様々な工夫をしている。
　また、設置時にユニットをクレーンで吊るので、40 フィートのユニットの長手方向の横架材は、
継ぎ手をつくらないように 12 ｍの一本物の集成材を使う（写真 2）。12 ｍの一本物の横架材の材料は、
国産材で試算したこともあるが、求める強度、長さなどの国産材は高額になるので、輸入材を使用し
ている。12 ｍの長尺の横架材を使い、組み立てられるのは、工場で生産することのメリットだと思
っている。
　積雪荷重は 2.3 ｍまで持つ計算になっている。また、船で輸送する場合、どのくらいの積み上げに
耐えられるか検討をしたことがあり、7 層まで積めるという結果が出ている。しかし、防耐火の観点
から、実際に建設される規模は 2 階建てまでが多い。

　　　写真 1　ムービングハウス運搬時の様子　　　　　　　　写真 2　ムービングハウスが吊り下げられる様子

2.3　仕様について
　外壁は、ガルバリウム鋼板の金属サイディング、屋根はガルバリウム鋼板折版の緩勾配屋根、窓は
木製又は樹脂製サッシのトリプルガラス仕様としている。
　スマートモデューロを開発したアーキビジョン 21 は、もともと北海道の住宅メーカーであり、高
断熱高気密の技術を持っている。省エネ性能は、北海道のほとんどの地域が対象になる、省エネ基準
地域区分の 1，2 地域の仕様に合わせている。断熱は外断熱でスタイロフォーム（押出法ポリスチレ
ンフォーム）を用い、窓はトリプルガラスを標準仕様としている。
　建設地が全国どこでも、同一の仕様で納入している。石川県の場合、寒冷地の為、空調、暖房機器
はエアコン１台と電気式オイルパネルヒーター 3 台を設置している。立ち上がり時の電力の消費は多
めだが、建物の断熱性能が良いので一度温まり、温度が定常状態になれば電力の消費量は減る。仮設
住宅は 35 ㎡弱くらいなので、エアコンを使うと湿度が下がり、過乾燥になってしまうので、オイル
ヒーターを使ってほしいという話をしている。また、窓の面積が大きく、冬場の日射取得が多いのも
冬場の利点である。換気は第三種換気を基本としている。



94 95

第

５

章

建
設
団
体
の
取
り
組
み
１

とが多く、その場合は浄化槽を設置し汚水を浄化して側溝に流す手段を取った（写真 5）。
　50 世帯、100 世帯などの大きい団地だと、浄化槽も大きなものが必要になるが、大きい浄化槽はメ
ーカーが在庫をしていない場合が多く、納期だけでも 3 か月以上かかる。そういう場合は、メーカー
が常にいくつかは在庫を持っている 50 人槽くらいのサイズのものをつなげて使う。緊急時はメーカ
ーも被災地へは、優先して出してくれるようだ。浄化槽は撤収時のことを考え、埋めずに露出でポン
プアップして使うようにしている。小規模の浄化槽を組み合わせて使うので、浄化槽の手前に分流槽
を設け、均等に浄化槽に流すようにすると、小型の浄化槽も利用できる。早く建物を持って行っても、
ライフラインが整備されないと入居ができないので、今回初めてこの方式を採用した。
　排水の為の配管の水勾配は、基礎の平板の高さを平板の枚数を多くしたりモルタルで調整するなど
して変え、並べる建物の設置高さを調整して、水勾配を作って排水を流すようにしている。
　給水は、水圧が弱ければ受水槽を使う。受水槽は大きさにもよるが、浄化槽に比べて入手しやすい。

　　　　　　写真５　浄化槽施工中の様子　　　　　　　　　　　　写真 6　ムービングハウス吊りこみの様子

3.6　現地での据え付け
　住戸のつり込みには、50 トンのクレーンが必要だが、トレーラーが入れるところは、50 トンのク
レーンは入っていける。能登の場合、現地での据え付けは、協会に加盟している協力会社のスタッフ
が行った。業務として、自社でつくったユニットの設置をやっていて慣れているスタッフなので、ス
ムーズに設置が行える（写真 6）。建物に入る為のスロープも協力会社の大工が現地に合わせて施工
した。外構工事、設備工事は、地元の業者が担当した。　
　能登の仮設建設では、現地に行った協力会社のスタッフの宿泊場所に苦労した。他の被災地から引
き揚げたムービングハウスのユニットを現地に持って行き、宿舎として使用した。トイレは仮設トイ
レを設置し使用した。汚物が入らない排水は、側溝に流してよい許可をもらったので、シャワーを使
うことができた。現地での苦労もありつつも、令和 6 年の 1 月から 12 月まで 16 カ所の仮設住宅団地
に、ムービングハウスを建設した（写真 7・写真 8）。また、応急仮設住宅ではないが、仮設宿舎や仮
設工房などの建設も行った。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　写真 7　ムービングハウス外観　　　　　　　　　　　　　　写真 8　ムービングハウス内観
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3.2　仮設住宅建設のプロセス
　仮設住宅の建設に至るプロセスは、最初、戸数のオーダーがある。それから何人用が何戸という戸
数の内訳、車いすタイプの有無などを相談し、配置計画をアーキビジョン 21 の設計部で決めている。
最近は単身者用の要望が多くなってきた。

3.3　住戸の配置
　各戸の配置は、敷地状況により変わってくるが、基本的にはコミュニティが形成しやすいように、
効率が良いようにと考えている。一番棟数が多く設置されている BB-1 型のタイプ（図 1）は、40 フ
ィート 2 本の間に 20 フィートのユニットを挟んで連結し、20 フィートのユニットを半分に間仕切り
2 住戸として使う。40 フィート 2 本の間に入口がある形式で、同じタイプを並べる配置の仕方が多い。　
　並びが 2 列ある BB － 1 の場合は、出入口側を向き合わせることで、コミュニケーションがとりや
すいようにしている。珠洲市正院町のように列が増えれば、出入口と反対の方同士を向き合わせるこ
とで設備配管のスペースとする。給排水配管が露出の場合が多いので、住民の動線と区別して配置す
ることができる（図 2）。
　また、BB-1 の特徴として、12 ｍユニットは長手方向で設備を配置する側には窓が無く、短手方向
の面と通路側にあたる長手方向に窓がある。2 世帯の出入りの通路側に窓があるので、隣家の住民の
通る気配はわかるが、開口部の防音性能が高いため、その部分でクレームを受けたことはない。

　　

　　　　　　　　　

　　　　　　図 1　BB-1 タイプ平面図　　　　　　　　　　　　　　図 2　通路と配管スペースの関係

3.4　敷地、基礎について
　石川県の場合、我々に提示された候補地は、駐車場のような、アスファルトが敷いてある場所だっ
た。ムービングハウスは、仮設住宅の場合、基礎になる部分は PC の平版を置くだけなので、造成工
事が要らず、復旧の時も、建物と平板を取り除けば元に戻るので、そのような敷地を提供されること
が多い。グランドや公園など土の場合は不等沈下を防ぐために砕石を入れる場合がある。復旧時砕石
の撤去であれば、そんなに手間もかからないが、原状復帰のコストを軽減するため、アスファルトの
敷地を提供されることが多い。
　基礎となる平板は、全国どこでも手に入りやすい、コンクリート二次製品の側溝のふたを利用する
ことが多く、地耐力に応じた数の平板を置き、建物を設置する。摩擦係数を計算し滑らないことも確
認している。

3.5　給排水設備
　仮設の場合、設備系は建物を設置してから露出でつないでいく。選定する敷地が駐車場や公園など
の場合、設置時に上下水道が入っていないことがほとんどで、建物設置と上下水道を引いてくる工事
が同時並行で動く場合が多い。特に能登の場合は、スタート時には下水が寸断されていて使えないこ
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5.7　 （一社）日本 RV・トレーラーハウス協会

能登半島地震におけるトレーラーハウス（木造応急仮設住宅整備）の取り組み
　　　　　　　　　　　　　　    一般社団法人 日本 RV・トレーラーハウス協会　参与　原田 英世

1.　令和 6 年 1 月 2 日からの動き
　私は毎年 1 月 2 日に一年の計画を立てることを 30 年以上行っていました。しかし、令和 6 年の 1
月 2 日は例年とは異なり、珠洲市泉谷市長にお電話をしていました。それは、令和 6 年 1 月 1 日に能
登半島地震が発生し、ＴＶニュース、報道、スマホ等でその悲惨な状況を目にしたからです。
　珠洲市では以前、会員企業のトレーラーハウスを活用（平成 27 年頃に 9 台）頂いておりました。また、
過去の激甚災害において、たびたび内閣府防災担当と連携したトレーラーハウス活用による災害支援
実績があるため、何かお役に立てるのではないかという思いから泉谷市長にお電話し、現地情報の収
集、現地確認と災害支援に関するお打合せをいたしました。
　1 月 3 日午前、珠洲市秘書課と訪問日程を決定し、1 月 4 日午前 2 時に長野を出発、午前 11 時（約
9 時間かけて）に珠洲市に到着しました。能登半島では、いたるところで道路の陥没、停電、緊急車
両の渋滞等、悲惨な状況を目にしながら、安全に留意して慎重に現地に向かいました（写真 1，写真 2）。

　

　　　　　　　　　　　　　　　　写真 1　能登半島 1 月 4 日 7 時～ 8 時の状況

　

　　　　　　　　　　　　　　　　写真 2　能登半島 1 月 4 日 9 時～ 10 時の珠洲市内の状況

　泉谷市長にお会いし必要なものは何ですかと尋ねた所、「至急、トイレ、灯油、おむつが必要」と
のご回答があり、1 月 5 日午前 3 時に長野に戻り、直ちに具体的な復興活動支援を開始しました。珠
洲市に災害派遣依頼書の交付を依頼し、1 月 6 日に珠洲市より正式に災害支援要請を受け、弊社から
珠洲市に「完全自己処理型水洗トイレ（パークトワイレ）」の貸出が決まりました。
　1 月 7 日、パークトワイレ、4000 リットルの給水車、積載車 ( フォークリフト )、スタッフ車両の
4 台を珠洲市災害支援の為、スタッフには道中いたる所に陥没や渋滞がある、現場の誘導指示に従う
事を伝え出発させました。
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3.7　契約について
　契約は石川県との契約になり、賃貸借契約で、レンタルしている形になる。国の指導で、賃貸料に
は、ライフライン、建物設置、撤去、現状復旧まで、1 団地一括で全部入っている。賃貸料は一括で
会社に入り、預かり金として、会計処理をする。災害救助法では、仮設住宅の供与期間は、約 2 年に
なっているが、今までの経験上 2 年で終わったことはない。地震の場合は、被災地域が広範囲で、復
旧する業者も足りず、復旧する体力の無い被災者もいるので、時間がかかる。その場合は、延長契約
を 1 年ごとに結ぶ。

3.8　ムービングハウス協会の供給体制
　ムービングハウスを生産する生産拠点は、工場の規模は様々であるが、2025 年 12 月時点で全国 28
か所になる。そのほかに、プレカットのできる会社、ムービングハウスで使う特殊な金物を生産して
くれる協力会社など、協力体制を全国に広げている。
　現在の生産数は、100 ユニット / 月程度（6 ｍのものは 2 本で 1 ユニットと数える）、目標としては、
年間 1 万ユニットを目指している。石川県には、応急仮設住宅として納入した 511 世帯分の他、集会
所、学生寮、教員住宅、作業員宿舎なども含め、全部で 1000 ユニット近いものが入っている。一時
は在庫が無くなった状態になったため、生産を進めている。現在は過剰在庫にならぬよう、ホテル事
業でのストックを試みている。普段もただ置いておくだけでなく、収益が上がるようにして、いざ災
害が起こったときには、それを現地にいち早く持って行けるようにとの試みである。展示場だけでは、
緊急時にすぐ動かせるものが少ないので、活用しながらストックする様々な方法を考えておく必要が
ある。

4.　今後の取り組み
　日本ムービングハウス協会の取り組みとして、2018 年から「防災 家バンク」を設立し、「動く家
の技術」を広く社会に普及させ災害発生時に即座に応急仮設住宅を被災地に送り込むという目的をか
かげた活動をしている（図 3）。
　令和 7 年 5 月には、内閣府による災害対応車両登録制度も始まり、様々な種類の「動く家」が注目
されてきつつある。
　災害支援時に迅速に対応するためには、備蓄を増やすことが大切であるが、ただストックしておく
のは事業者に金銭的な負担がかかる。前述したように、それを解消するためには、収益を上げながら
ストックする方法が必要で、現在、宿泊施設での活用を始め、検証を行っている（写真 9）。収益の
上がる備蓄である、宿泊施設などへの活用のモデルケースをつくり、それを普及させることが近年の
課題だと思っている。

　　　　図 3　防災家バンクシステム概念図

　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　写真 9　宿泊施設としての活用事例
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月の日本建築学会全国大会（京都大学）で会員のトレーラーハウスが地域区分 4 地域の省エネ住宅に
準拠することを発表していたことで、石川県土木部建設住宅課に早期にご理解いただき、速やかに手
続きを進めることができました。
　トレーラーハウスの断熱性能は、加熱法による測定 UA 値が 0.64[W/( ㎡∙ K)] で、平成 28 年の省
エネ基準における長野市が該当する 4 地域の 0.75[W/( ㎡∙ K)] の基準を満たしており、気密性能につ
いては、減圧法による測定を行い、相当隙間面積 C 値で 1.1[ ㎠ / ㎡ ] と基準を満たしています（表 1）。
    　表 1　トレーラーハウスの仕様           　　　石川県が求める仮設住宅予算 1 世帯当たり 1,150 万円にて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　建設可能なトレーラーハウスの仕様を決定しました（2 年間
　　　　　　　　　　　　　　　　　　の活用）。トレーラーハウスを仮設住宅として設置して、住　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　民の方の入居が完了するまでの工程は、日本 RV・トレーラ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ーハウス協会の実績が豊富であることから、私ども協会が中
　　　　　　　　　　　　　　　　　　心になり設置場所に対する配列、上下水等のライフライン工
　　　　　　　　　　　　　　　　　　事の手配計画を行い、完成図面の納品、設置、完了検査の立
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ち合いまで、一貫して対応しました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　最終的に、仮設住宅として 20 世帯 32 台（内訳：内灘町
　　　　　　　　　　　　　　　　　　10 世帯 10 台、志賀町 20 世帯 22 台）、及び、長期支援用と
　　　　　　　　　　　　　　　　　　して 34 世帯 27 台（内訳：珠洲市 20 世帯 20 台、輪島市寄宿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　舎 14 世帯 7 台）を設置しました（写真 6）。
　また、避難所等、支援拠点とした短期利用宿泊所も設置しました（内訳：能登町延べ 4 台、珠洲市
2 台、志賀町延べ 5 台）。日本 RV・トレーラーハウス協会会員が一丸となって全国からの輸送体制を
整え、国交省自動車局、道路局、内閣府防災担当、石川県、長野県などの協力のもと、速やかな輸送、
配置計画を進め、現場対応をしました（写真 7）。住宅配置に関しては、移動可能なトレーラーハウ
スは土地柄に合った配置が実現できるため、受入自治体や現地施工業者（上下水・電気工事）等を集
めて説明会を開催、トレーラーハウスの配置、上下水等のライフライン工事の進行状況に合わせて関
係者が一丸となって取組みました。　　

       

　　　　　　　　　　　　　　　　　　写真 6　トレーラーハウスの外装と内装

写真 6　トレーラーハウスの外装と内装

　　　　　　　　写真 7　１回の輸送を 10 世帯として、全国から集結輸送を実施
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　1 月 8 日午前、パークトワイレの設置が完了しました（写真 3）。その後、石川県庁を訪問し、馳知
事及び関係者とお会いし、パークトワイレ設置のご報告、今後のトレーラーハウス活用による災害支
援の内容についてご説明いたしました（写真 4，写真 5）。

　　　写真 3　1 月 8 日珠洲市パークトワイレ設置　　　　　写真 4　左から原田英世・清水国明氏・泉谷珠洲市市長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 写真 5　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1 月 8 日石川県庁知事室にて　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　左から原田英世、前列左から

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　務台俊介氏、馳知事、　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 清水国明氏、西垣副知事

　
　馳知事には、日本 RV・トレーラーハウス協会として仮設住宅や避難所として提供できるトレーラ
ーハウスの数（50 世帯分及び事務所 20 台）もご報告し、当日の夕方、石川県土木部建設住宅課を訪
問して仕様、見積、支援内容を提示、本格的なトレーラーハウス活用の提案と被災自治体との検討が
始まりました。
　石川県土木部建設住宅課からは石川県の仮設住宅基準を伺い、協会からは過去の災害における災害
対応実務（トレーラーハウスの仮設住宅提供）をお伝えして、仮設住宅基準を満たしていることを確認、
その後、必要自治体への対応が始まりました。具体的には、危機管理研究所より志賀町支援の連絡を
いただき、1 月 12 日に志賀町富来支所にトレーラーハウスに関する情報をお持ちして志賀町町長と
協議のうえ、50 世帯分及びボランティア用 20 台の提案をしました。その結果、石川県及び志賀町と
の調整を経て、志賀町には 20 世帯（20 台）＋集会所のトレーラーハウス活用が決定、日本 RV・ト
レーラーハウス協会提案台数の残りは石川県内とすることで副知事を中心に県内への配分を行ってい
ただくことになりました。
　トレーラーハウスを仮設住宅として活用するためには、一般の建設型仮設住宅と同等以上で建築基
準に準拠していること、また、アフターフォロー等の対応を行う必要があります。
　これまで災害時活用に多くの実績を持つ日本 RV・トレーラーハウス協会ですが、今回の災害支援
では、過去の実績を石川県に詳細に提示すると共に、協会会員のトレーラーハウスが、昨今義務化さ
れた省エネ住宅基準（地域区分 5 地域）をクリアしていることを示す必要がありました。令和 5 年 9
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図 2　米国 FEMA の被災者支援

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　

写真 9　米国の RV パークの例

　私は平成 7 年の阪神淡路大震災からトレーラーハウスの運用に携わってきました。その経験から日
本においても米国同様、又はそれ以上の対応が可能と考えています。基本的な考え方として、「安全
基準を満たした車両として製造され、日本の建築基準に準拠する」安全・安心なトレーラーハウスが
大量に国内備蓄されていることが必要です。その実現の為にも、トレーラーハウスが社会資本として
認知されている米国の運用とは異なる、「キャンプ場や遊休農地、別荘地」等を RV パークや宿泊施
設等として多面的に活用することが最も有効であると確信しています（図 3、写真 10）。全国の自治
体の理解と協力により、平時からの運用を地域全体で一緒に考えていく必要があります。米国の RV
パーク（写真 9）を日本流に行おうという自治体の取組みも出てきています。

図 3　2016 年長野県飯島町「２地域居住」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　写真 10　2024 年長野県須坂市「健康の森 RV パーク」
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2.　トレーラーハウスの活用
　日本 RV・トレーラーハウス協会の指定するトレーラーハウスは、災害支援での活用後（仮設住宅
2 年後）も「解体せずに再設置、再活用できること」が大きな特徴です。被災者の方々に仮設住宅と
してご利用いただいた後、ご自宅としてご利用いただく際に、安価で購入、再利用していただくこと
ができます。また、地方創生、防災備蓄などの観点から、新たな場所に移動して再活用することも可
能です（図 1）。
 

　　　　　　　　　　　　　　　図 1 トレーラーハウス災害時活用フロー

　平成 30 年 (2018 年 ) 北海道胆振東部地震、平成 31 年 (2019 年 ) 台風 19 号災害等では、仮設住宅と
して活用されたトレーラーハウスを、2 年後に独立基礎を作って復興住宅等として再利用し、被災地
の住宅再建に貢献しました（写真 8）。また、活用後のトレーラーハウスは解体せずに再利用できる
ため、海外支援（アフリカ地域等後進国への支援）も視野に入れた取組みが可能です。このようにト
レーラーハウスは、国内外の様々な課題解決に柔軟に対応することができる優れたソリューションで
あると考えています。
　　

　　　　　　　2019 年長野市仮設住宅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年被災者購入

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　写真 8　トレーラーハウスの活用事例

3.　日本 RV・トレーラーハウス協会の取組み
　日本 RV・トレーラーハウス協会では、災害発生時から住宅の再建まで、被災者と向き合いながら
被災者や自治体がどんなことを求めているかを、30 年間にわたり、多くの団体や被災地対応の実体
験から学んできました。トレーラーハウス先進国の米国 FEMA（連邦緊急事態管理庁）が行う対策は、
早期に被災者の住宅再建を行うために備蓄された RV（キャンピングカーやトレーラーハウス）を社
会資本として活用する優れた取組みです。災害先進国と言われる日本では、災害が起こるたびに仮設
住宅を建設、そのために多大な時間と費用がかかり被災者や国民の負担を強いてきましたが、今回の
取組みにより、米国 FEMA のプログラム（図 2）を実際に日本で実践できました。
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5.8 （株）山岸建築設計事務所

能登半島地震における仮設住宅設計の取り組み
                                                                            株式会社 山岸建築設計事務所　代表取締役社長　山岸 敬広
 
1.　計画の全体像と設計への取り組み
　震災対応の応急仮設住宅は 6,882 戸・159 カ所、2024 年 9 月に発生した豪雨対応の応急仮設住宅が
追加され 286 戸・5 カ所が整備された。
　複数の団体が石川県から応急仮設住宅の建設委託を受ける中で、石川県内の地域に密着し活躍する
ビルダー（正会員 66 社）で構成される石川県木造住宅協会（以下木住協）の請負う応急仮設住宅団
地の全計画、震災対応団地：計 18 カ所 675 戸、豪雨対応団地：計 3 カ所 130 戸に携わった。

2. 計画の流れ
　敷地候補地は各市町から県に提示される。その後市町の要望で、2 年間の応急仮設期間を過ぎても
市町有住宅へと転用し継続的に使用することを想定した団地計画が行われた。
1）まちづくり型
  「木造まちづくり型（熊本モデル）」は木造長屋タイプとして、主に木住協または、全国木造建設事
業協会（以下全木協と記す）が担当となり建設を進めてきた。
　県から建設団体への依頼と同時に弊社に候補地の基礎情報（公図や敷地レベル、上下水などインフ
ラの状況といった土地情報の他に、住戸ユニットのタイプ別割合や駐車場台数の要望等）がメールで
送られて来る。先ずはその情報をもとにざっくりと配置計画を行い、全体で何戸くらいが計画できる
かを図面で検討し、木住協に基本計画図を提出する。木住協はその団地を請負うことが可能か図面を
もとに県と交渉し、進められる方針が立てば、弊社は現地確認を行いさらに周辺環境に合わせた詳細
計画に入っていくという流れで進めてきた。
　これらの作業は、基礎情報のメール受領から、計画承認、現場の着工までほとんどの団地が 1 カ月
以内、短いものだと 2 週間ほどで行うという急務だった。2024 年 1 月～ 5 月頃の前半戦では、ほぼ毎日、
昼夜土日にかかわらず木住協会長と電話・メールでの調整を繰り返し、対応を行ってきた。
2）ふるさと回帰型
　2024 年 3 月には石川県から「木造ふるさと回帰型（石川モデル）」の構築の要請があった。ふるさ
と回帰型とは、被災者がふるさとに戻り住み続けることを想定した戸建て風の住宅である。木住協と
共に県庁で建築部局の責任者と打合せをかさね 2 週間ほどでイメージパースを含めた石川モデルをま
とめ上げた。（図 1）
3）奥能登豪雨被災者向け応急仮設住宅
　2024 年 11 月に奥能登豪雨被災者対応
の応急仮設住宅に対応し、現在工事が
完了し入居が始まっている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図１　ふるさと回帰型住宅（石川モデル）
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4.　トレーラーハウスについて
　日本ではまだ十分に認知されていないトレーラーハウスですが、基本的な特徴についてご説明しま
す。本来のトレーラーハウスは、鉄骨構造のシャーシの上に「木造住宅（2 × 4 工法）」を組み合わ
せて製造される「木造建築に最も近い移動可能な住宅」です。シャーシと建物は一体構造で分離でき
ない構造で、住宅のような外観と居住性を備えています。車両としては、ブレーキ性能・回転半径・
安定傾斜角等、日本や海外の基準を満たしており、道路輸送や船舶輸送でも安全に移動することがで
きます。国内外で広く活用できるという特徴は、国際社会での貢献においても大きな強みとなります。

　　　　　　　　写真 11　米国工場　　　　　　　　　　　　　　　　　写真 12　日本工場

　協会会員の中には、米国工場、日本工場ともに製造拠点としての製造実績を持ち、国内外での製造
販売を 30 年間行っている会社（写真 11、写真 12）。「木造住宅の快適性」と「移動可能性」を両立す
る住宅として、日本でも建設事業者や新規参入事業者による新たな産業創出が期待されています。ま
た、移動・再利用が可能であるため、解体に伴う建築廃材を削減でき、SDGs の推進にも大きく貢献
できると考えています。
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3.　設備インフラ計画
　木住協担当の 20 団地の計画を進める中で、他団体からも設備計画の協力要請があり、日本ログハ
ウス協会担当の 5 団地、全国木造建設事業協会担当の 1 団地、石川県建団連（坂茂建築設計）担当の
1 団地の設備計画を行った。計画面で特に困難だと感じたのが設備インフラの計画である。上下水道
等のインフラの復旧状況に合わせて計画を行わなければならず、見通しが立たない中で各市町の上下
水道課担当者との調整が続き、浄化槽設備計画については計画が二転三転するケースが頻発した。ま
た、電力供給においては北陸電力に計画敷地内に出来るだけ電柱を多く建ててもらい、２次側（工事
側）のコストと工期が少なくなるように調整しながら計画を進めた。
　また、根本的な問題として設備設計者不足が深刻である。他団体の場合も、意匠設計者はいるもの
の設備設計に即時対応できる技術者がおらず協力することになったが、これは震災対応だけでなく通
常の業務においても大きな課題といえる。弊社では設備設計者の育成に力をいれ、機械設備、電気設
備にそれぞれ 6 名の技術者が在籍しており、日頃からの協力体制も構築していたため今回の対応が可
能であった。

4.　談話室・集会所 
　2024 年 7 月には、すでに入居が始まっている応急仮設団地 10 団地（七尾市：6 団地、珠洲市：4 団地）
に住民要望で談話室（40 ㎡）、集会所（90 ㎡）を追加で建設する計画依頼があり対応に追われること
になった。当初、自治体の判断としては周囲に既設の集会所がある応急仮設団地には談話室・集会所
は必要ないと判断したが、入居後の住民要望で追加整備することになったのである。他団体による建
設団地であったのと、整備済みの団地内での計画であったため、限られたスペースでの配置計画、ま
た設備インフラの接続検討に苦労した。
 
5.　災害公営住宅への整備
　順次入居が始まり 1 年を過ぎた 2025 年度、使用されている応急仮設住宅を災害公営住宅に大々的
に整備するための検討業務を輪島市より受託した。
　日本初となる計画で、石川県住宅課の職員とも調整しながら合計 10 団地について転用計画をまと
めている。4 団体の整備した団地が対象となっているため、団体ごとに住戸プランや構造方式が異な
る。個別に検討が必要で、今後は全団体の共通仕様として二戸一、三戸一への転用計画も視野に入れ
たガイドライン等の作成が必要だと感じている。
 
6.　住戸プラン・気候風土への対応 
　住戸プランは熊本のプランをベースに厳しい冬の気候に対応すべく風除室が追加された。建設団体
ごとに仕様は多少異なるが、プランはほぼ同じだと認識している。弊社が計画に携わった木住協の木
造タイプでは屋根は瓦となっている。自治体ごとに要望が違い、一部板金屋根での建設も行われた。
まわりの被害住宅は職人不足のため 1 年以上たっても屋根にブルーシートがかかっている状況で未修
理であるなか、瓦の新築仮設住宅が整備されるのは住民感情からすると許しがたいものだという意見
も耳に入る。しかし設計者としては断熱性能や雨音の軽減（遮音性能）、そして景観の点から瓦での
整備で良かったと考える。当初住戸タイプは１K、2K、３K の 3 タイプ（図 2、図 3、図 4）で建設
を進めたが、部屋が狭すぎるという入居者からの意見を取り入れ、後半に整備した団地では一部４K
タイプ（図 5）も追加した。当初から建設する敷地が少ないという問題が続き、農地を転用し即席で
造成した団地（市立輪島病院南側広大農地）や木造 2 階建て整備も複数行った。追加で整備した奥能
登豪雨災害の仮設団地は 2 階建てで計画した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図 2　6 坪タイプ 1K

　　　　　　　　　　　　　　　　　　図 3　９坪タイプ 2K
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7.　コミュニティ配慮型団地の計画の経緯
1）基本計画 
　2024 年 1 月初旬に木住協会長より依頼を受け、最初に計画に取りかかったのがコミュニティ配慮
型と位置付けられている輪島市三井町第 1 団地である。この計画がこの後に続くすべての計画のベー
スとなっている。旧知の仲である金沢大学西野達也教授から東京大学大月敏雄教授をご紹介いただき、
今日まで様々なアドバイスをいただき何とか対応を行うことができている。大月教授には計画当初は
毎日複数回のメールのやり取りにて丁寧かつ具体的に計画アドバイスをいただいた。
以下に当初プラン（図 6）に対し 1 月 25 日に大月教授からいただいた「計画の留意点」を記す。

　　　　　　　　　　　　　　　図 6　コミュニティ配慮型団地　初期計画案

　・主要動線上に集会所を配置。その前に広場を配置しているのは良い。
　・2DK、1DK、3K がランダムに並んでいるが通路に面する住棟の端（妻面）、人通りが多そうな　　
　　ところに高齢者の一人暮らしが入る 1DK を配置すると良い。
　・今後福祉施設が復旧すれば団地へのデイサービスなどの送り迎えが生じるので、コミュニティ広
　　場に面するところに単身高齢者用の 1DK を多く配置するのが良い。
　・家族型の 3K や 2DK は団地の奥の方に多く配置するのが良い。
　・2 年の仮設利用後は恒久的住宅としての利用を想定しており、家族構成等に応じて増築可能な配
　　置計画とするため、住戸配置は全て均一の配置ではなく、密な箇所とある程度余裕のある部分を
　　設けるようにする。
　・住棟外壁面から外への増築は厳しそうなので、二戸一化などで対応できるような住戸の組み合わ　　　　　
　　せを用意するなどの工夫をすると良い。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図 4　12 坪タイプ 3K

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図 5　13.5 坪タイプ 4K
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　　　　図９　コミュニティ配慮型団地完成イメージパース（広場廻りのデッキに屋根がかけられなかった）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　図 10　同上航空写真
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　　　　　　　　　　　　図 7　コミュニティ配慮型団地　大月教授によるエスキース

　1 月 26 日大月教授から、スケッチ（図７）とともに下記のような具体的計画アドバイスをいただいた。 
　・右側のゾーンを、遠野（東日本大震災の仮設団地）のように、子育てゾーンと、見守りゾーンと
　　に設定する。
　・屋根付外廊下で集会所まで結び、そのデッキで囲まれた広場に、集会所も面させる。
 　・広場で遊ぶ子どもたちを、デッキに出て高齢者が見守るというように想定する。（遠野の仮設参考）

2）リビングアクセス型（LA 型） 
　遠野をベンチマークとして計画を進める中で、集会所前の広場に面してリビングアクセス型（以下
LA 型と記す）のタイプを追加する提案を大月教授から受けた。すぐに私から木住協や県、市町への
調整を行った。同時に大月教授から国交省への打診をしていただくことで、新しい住戸タイプの追加
を実現することができた。その後の団地計画でも、集会所、談話室前に緑の広場をつくり、そのまわ
りに単身高齢者を想定した住戸を配置するというのが標準形として進んでいった。
LA 型の要点を示す。（図８） 
　・台所に立つ人が、家の前を通る人の気配を感じながら、台所仕事をし、場合によっては家に引き
　　入れることができる可能性の追求。
　・台所は、北側でなく気持ちのいいところに計画する。
　・単なる K ではなく、DK とすることで、食寝分離を図る。
　・南北に空気層（特に北側）をつくり、寝室の温熱環境をよく
　　する。 
　・南側廊下からのアクセスが良い（プライバシーにも配慮
　　できる）
　・コミュニティ配慮型（見守り型、孤立死防止型）に資する
　さらに、集会所プランについても遠野の経験をもとに大月教授
からスケッチでのアイディアをいただき、それをもとにプランを
まとめたものが、木住協の集会所標準形となった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図８　LA 型６坪タイプ 1DK 
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8.　木造ふるさと回帰型（石川モデル）の構築 
　2 年間の応急仮設期間を過ぎても継続的に使用し、市町有住宅への転用を想定した「木造まちづく
り型（熊本モデル）」　コミュニティ配慮型団地の計画が進む中で、2024 年 3 月に入り県からさらに
能登の地域条件に合わせた「木造ふるさと回帰型（石川モデル）」構築の相談を受けることになった。
市町有住宅への転用からさらに進化させ、住まい手に土地建物を将来的に払い下げるというモデルの
構築である。
　公営住宅法への対応として、県からは二戸一での計画を検討するよう要請を受けた。これに対し、
将来的には戸建てにもなるように 2 つの住戸を簡易的なポリカーボネートの屋根をかけた半屋外空間
でつなぐ提案を行った。 
　前出の輪島市三井町第 1 団地では、集会所まわりの歩廊に遠野のようにポリカーボネートの屋根を
かける提案を行ったが、コストの関係で不採用になった経緯がある。
　能登らしい暮らし、農家が多い地域で様々な作業の場、また井戸端会議など住民の憩いの場が玄関
前のポーチ空間で展開されるように提案をまとめた。「木造ふるさと回帰型（石川モデル）」は、この
簡易的なポリカーボネートの屋根を撤去し、それぞれの住戸にエントランスの庇を設ければ、完全な
独立住戸が出来上がるよう計画している。（図 13）

　　　　　　　　　　図 13　最初のふるさと回帰型計画となった穴水町下唐川地区（6 戸）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5.8の文章は2025年11月に寄稿された）
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　　　　　　　　　　　　　　　　図 11　広場に面した単身高齢者住宅

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図 12　広場に面した集会所
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表 6.1-2　ヒアリングの内容
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6.1　調査概要

　建設団体の取り組みを把握するため、各建設団体のヒアリング調査、工場視察、資料収集を行った。
6.1.1　ヒアリング調査
　令和 6 年能登半島地震の建設型応急住宅及び令和 6 年奥能登豪雨の建設型応急住宅を、木造で建
設した 7 団体を対象にヒアリング調査を実施した。調査概要を表 6.1-1 に、ヒアリング内容を表 6.1-2
に示す。
　　　　　　　　　　　　　　　　表 6.1-1　ヒアリング調査の概要
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6.1.3　資料収集
　調査対象 7団体に対し、表 6.1-4 に示すような資料の提供を依頼し、設計図面、仕様書、写真等の

資料を収集した。

　　　　　　　　　　　　　　　　表 6.1-4　設計資料の提供依頼
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6.1.2　工場及び事例視察
　ヒアリング調査に合わせて、調査団体の協力により、表 6.1-3 に示す 2件の工場及び事例視察を行っ

た。

　　　　　　　　　　　　　　　表 6.1-3　工場及び事例視察の概要
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６. ２　各団体の構法比較と概観

1. 　木造の応急仮設住宅
　大規模災害時の公的な仮設住宅は、文献で明らかになっている範囲では、100 年ほど遡ることがで
きる。1923 年の関東大震災後、同潤会によって、東京市内７カ所に計 2,158 戸の木造長屋が「同潤会
仮住宅」として建てられた。厚生省による応急仮設住宅の「建物」が分かる資料として最も古いもの
は、1943 年鳥取地震の際に、厚生省型仮設住宅として建設されたものだ。梁間 2.5 間の長屋で、両側
の半間幅の廊下に挟まれた 6 帖間が桁行方向に連なり、妻側端部に共同便所がある図が残されている。
図からは明らかに木造である。※ 1

　以降、1952 年鳥取市大火災、1955 年新潟市大火災、1959 年伊勢湾台風のそれぞれの災害において、
数十戸単位の仮設住宅が供給されている。木造との明記は見当たらず、いくつかの記録では「バラッ
ク」などの記載があるが、この時期までの応急仮設住宅は木造だった、といって良いだろう。

　1964 年の新潟地震では、軽量鉄骨プレハブが建設された記録が残っている。 1976 年の酒田市大火
災では、300 戸のプレハブ仮設住宅が供給された。※ 2

　一般社団法人プレハブ建築協会（以下、プレ協）は、地震や風水害の自然災害などによる被災者の
ための応急仮設住宅の供給（建設）について、1975 年以降順次、各都道府県の知事等との間で「災
害時における応急仮設住宅の建設に関する協定」を締結している。応急仮設住宅の供給は、プレ協内
の規格建築部会（会員 14 社）が対応している。2025 年 4 月 1 日時点における規格建築部会の会員は、
全国 182 か所の工場、デポ、センターを保有し、国内全域の災害時における供給体制を備えている。
　阪神・淡路大震災、新潟県中越地震、東日本大震災、熊本地震、豪雨災害、北海道胆振東部地震災
害、東日本台風災害、奥能登地震、能登半島地震における応急仮設住宅建設の大半がプレ協によるも
のである。

　上記の通り、この半世紀にわたる間の大規模災害における応急仮設住宅は、プレ協による軽量鉄骨
プレハブが主流であるが、実はこの間も、木造の応急仮設住宅が全くなかったわけではなく、被災地
の地元工務店などによる木造仮設住宅が存在したことが明らかになっている。
　1991 年の雲仙普賢岳噴火災害では、プレ協が軽量鉄骨プレハブで 1,277 戸を、地元の建設業界が木
造で 86 棟 178 戸の応急仮設住宅を建設している。2004 年の新潟県中越地震では、3,460 戸のうちの
わずか 17 戸という戸数ではあるが、地元の企業によって木造の応急仮設住宅が建設されている。長
岡技術科学大学の木村悟隆氏による『仮設住宅の居住性』では、新潟県中越地震による応急仮設住宅
の居住性調査を行っている。ここでは、特に寒冷地における木質系仮設住宅の結露の少なさと断熱性
の高さを評価している。※ 3

　2011 年の東日本大震災は、被災規模が大きく発注戸数が膨大になり、プレハブ資材の不足が発生
した。また、用地確保が難航し建設が計画より遅れていた。この状況を受けて、宮城、岩手、福島の
３県が応急仮設住宅の施工業者の公募を行なった。この公募が行われる一つのきっかけになったとい
われているのが、岩手県住田町の木造建設型応急仮設住宅である。住田町は以前より地域振興のため
に、地元県産材・地元工務店を活用した木造応急仮設住宅の開発に取り組んでいた。住田町は被災自
治体ではなかったが、東日本大震災の発生にあたり、隣接する陸前高田市及び大船渡市の被災に対す
る支援のために、直ちに木造応急仮設住宅建設を実施したのだった。

　福島県の公募では、事業者の選定基準として、県内に本店のある建設事業者で、応急仮設住宅の供
給能力と地元での実績などを条件とした。また、コストなどの条件を満たせば、地域材を使った木造
住宅の建築が可能になった。審査により 12 事業者 4,000 戸分が選定され、木造の応急仮設住宅が建
設されることになり、地域の工務店が中心となって建設が進められた。岩手県では、中小の工務店も
応募できるよう応募可能要件の敷居を下げるとともに、輸入住宅資材を扱う建設事業者も応募可能と
した。地元工務店等によって、85 団地 2,485 戸の建設が行われた。宮城県は、公募と選定を行ったが、
実際の発注は、選定された建設団体に市町村から出す方針とした。市町村は発注を行う余裕がなく、
公募事業としては芳しくない結果となった。
　この３県の公募によって、大規模災害時の木造の応急仮設住宅建設は、ブレイクスルーを果たすこ
とになった。表１にある通り、東日本大震災以降の災害においても、木造で建設される応急仮設住宅
数は増加し、また、様々な建設団体が、各都道府県との間に応急仮設住宅建設の協定締結を進めるこ
とになった。このように、度重なる大規模災害の経験を踏まえ、多くの関係者が応急仮設住宅の建設
体制と住宅の性能を進化させてきた経緯があり、今回の能登半島地震でも多くの木造応急仮設住宅が
建てられ、その後の奥能登豪雨においては、すべての応急仮設住宅が木造で建設された。
表 1.「東日本大震災および以降の災害における応急仮設住宅と災害公営住宅の特徴」 

 

参考文献 

※ 1 自然災害後の「応急居住空間」の変遷とその整備手法に関する研究、牧紀男、京都大学 , 1997, 博士 ( 工学 ), 　　

　　甲第 6825 号 . ISSUE DATE: 1997.03.24

※ 2 山形県建築士会誌 NO.67　酒田大火災害特集　1978.2、編集・発行：社団法人山形県建築士会

　　https://www.bousaihaku.com/wp/wp-content/uploads/library/d6069ca069d566a7ab2e768dec6b3ea5.pdf

※ 3 新潟県中越地震被害報告書　仮設住宅の居住性、木村悟隆（長岡技術科学大学　生物系　助教授） 、

　　発行：2006 年 4 月、http://coastal.nagaokaut.ac.jp/~jisin/report/2-14.pdf 

2. 　建設団体別の構法とプランニング
　2024 年の能登地震で建設された木造の応急仮設住宅は、159 団地 6,882 戸である。その建設（供給）
団体は、一般社団法人全国木造建設事業協会、一般社団法人石川県木造住宅協会、一般社団法人石川
県建団連、一般社団法人日本ログハウス協会、一般社団法人日本モバイル建築協会、一般社団法人日
本ムービングハウス協会、一般社団法人日本 RV・トレーラーハウス協会の７団体となる。以下に、
団体ごとの仕様、構法、プランについて、簡単に紹介する。

表 1.「東日本大震災および以降の災害における
応急仮設住宅と災害公営住宅の特徴」
米野史健氏　講演テキストより転載。

※応急的居住では公営住宅等も用いられるが、
一時的居住の段階で避難所の替わりに短期間だ
け使われることもあり、応急的居住にあたるか
の判断がつきにくいためここでは扱っていない。
また、2016 年 8 月の台風 10 号・岩手県、2019
年 10 月の台風 19 号・岩手県及び福島県では、
東日本大震災で整備した建設型応急仮設住宅住
宅の空家も提供されているが、その分も扱って
いない。
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　　　　　　      　　三井町第１団地　　　　　　　　　　　  　　　　　　　三井町第１団地　鳥瞰

居室床は複合フローリング、水廻り床はクッションフロアを用いている。掃き出し窓には濡れ縁が付
き、鋼製柱を立てて、半透明の袖壁と庇が付いている。
　標準プランにおいて、南側の 2 居室間を、2DK（9 坪）では半間の袖壁で仕切り、3K（12 坪）で
は壁で完全に分離している。存在する壁は撤去できないので、入居者の要望によって、２部屋を連続
して使うことも分離して使うこともできるような工夫があると良いと思う。
　南入のリビングアクセス（ＬＡ）タイプは、住棟の入り口を
向かい合わせに配置し、デッキと屋根をつくり、居場所をつく
り、年配者などを緩やかに見守るという意図のもとのプランで
ある。これを提案された大月敏雄教授（東京大学大学院工学系
研究科建築学専攻）のプランスケッチ（右図）は、玄関をサイ
ドに回し、玄関から DK に踏み込めて、DK が南面しながら外
部とつながる優れたプランになっている。
　リビングアクセスの場合、標準プランであれば居室にできる
はずの南側に玄関を配置する必要が生じるため、工夫が必要に
なる。

2.3　一般社団法人石川県建団連（建団連）
　石川県内の 8 企業により、2023 年に設立された団体である。復興支援、イベント、次世代育成、
職人育成などの事業を通じて、暮らしやすい街づくり、石川県での暮らしを、より豊かに充実したも
のにすることを目指している。
　建団連は、珠洲市に 135 戸と集会所、輪島市に 31 戸と談話室を建設した。建団連の 1 会員企業を
通して、株式会社坂茂建築設計から応急仮設住宅の建設協力依頼を受けて建設されたものである。坂
茂氏は「恒久的仮設住宅」という概念を掲げ、「恒久的な住まい」として設計することを提案し、珠
洲市・輪島市が、この構想に賛同し進められたものだ。また、これとは別に、ふるさと回帰型 1 団地
が珠洲市に建てられた。
　まちづくり型の 2 団地は、ともに、木ダボ接合積層材（DLT=Dowel Laminated Timber）の床パ
ネルと壁パネルとを現場に搬入し、現場で組み立てた。DLT は、製材を並べて穴をあけ、木ダボを
差し込んで一体化する積層材である。スイスで開発された工法で、大規模な製造設備を要せず、製造
時に接着剤や釘を使用しない、木材 100％の積層材である。
　DLT のパネルによる筒状の躯体を立体千鳥に積み上げた構成により、壁・床パネルの重複を避け、
材料のリデュースを実現している。
　プランは、3 タイプとも南北に大きく使った居室が確保できており、南面の開口幅も大きくとれ
ている。収納スペースは、居室のほか水廻りにも確保できていて、細やかな配慮がなされている。 
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2.1　一般社団法人全国木造建設事業協会（全木協）　
　全国の大工・工務店の業務、技術、人材を支援することを目的とし、「災害時における復旧・復興、
応急仮設木造住宅建設に関する事業」を筆頭に掲げる団体である。今回の能登半島地震でも木造応急
仮設住宅 623 戸、集会所、談話室を建設した。
　そもそもが、東日本大震災における木造応急仮設住宅建設の経験を経て、震災の半年後に、その後
の災害時の応急仮設住宅の建設等に迅速に対応するために、一般社団法人 JBN･ 全国工務店協会と全
国建設労働組合総連合（全建総連）により設立された団体である。すでに、43 都道府県、11 政令指
定都市との間に「災害時における応急仮設住宅の建設に関する協定」を結んでおり、２つの母団体の
ネットワークを活かし、全国から職人や施工管理者、また、資材を集めることができる。今や木造応
急仮設住宅建設・供給のエキスパートといえる団体である。

　　　　　鳳至町第１団地　2 階建て住棟　　　　　　　　　　　　　　鳳至町第１団地　平屋住棟

　能登での標準タイプは、105 角柱の軸組構法である。外壁は杉板、内部床は無垢フローリング、断
熱材はセルロースファイバーとなっている。本物志向が高い仕様であるといえる。
　風除室を兼ねる玄関は、他団体の住宅でも多く見受けられるが、ここに洗濯機置き場を置いた分、
他の空間が有効に使えているように思う。北側のキッチンと水廻りの領域と居室の領域が明確に分か
れているのも使い勝手は良いだろう。小屋裏収納があることで、収納量を大きく確保できている。勾
配天井も小規模空間の閉塞性を和らげる効果を持っているのではないだろうか。軒・けらばの出寸法
も大きく確保できていて、濡れ縁に差し掛ける。キッチンや突き出した濡れ縁に両袖壁があり、いく
らかのプライバシーを守ることもできそうだ。

2.2　一般社団法人石川県木造住宅協会（県木住協）
　木造住宅の普及、生産技術の向上などを目的に、石川県内の木造住宅建設業界が結束して組織した
団体である。石川県に本社があり、在来木造工法の住宅を建設している工務店 72 社を正会員として
いる。県産材を活用した地域風土にかなった木の家づくりを推進し、後継者育成、職人能力向上に取
り組む団体である。
　実際に、能登半島地震の応急仮設住宅では、県産材を主に集成柱に使用し、プレカットも県内の工
場を指定し、県内業者による施工を実現できている。能登半島地震の木造応急仮設住宅は、従来型
55 戸、まちづくり型 579 戸、ふるさと回帰型 30 戸、および、団地に付随する集会所、談話室を建設
した。
　プランに関しても、標準タイプの 1DK（6 坪）・2DK（9 坪）・3K（12 坪）、南入のリビングアクセ
ス（ＬＡ）タイプの 1DK（6 坪）・2DK（9 坪）・3K（12 坪）、車いす対応タイプ 2DK（9 坪）・3K（12
坪）、さらに、ふるさと回帰型石川モデル 1DK（6 坪）・2DK（9 坪）と多くのプランを提案している。
　構法はすべてのタイプで軸組構法、柱は 105 角である。仕上げ材料は、汎用性が高く一般的なもの
を選択している。まちづくり型における外壁は、木調の窯業系サイディング、屋根は和瓦葺きである。
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2.5　一般社団法人日本モバイル建築協会 
　モバイル建築の研究開発及び公民協働による社会的備蓄の普及を通じて、国難級の災害時における
居住福祉の改善、新しいワークライフスタイルに即した国民生活の向上と地方創生に寄与することを
目的としている団体である。ここでいうモバイル建築とは、完成した恒久仕様の木造建築物を解体せ
ずに容易に基礎から分離し、ユニット単位でクレーン等を用いて吊り下げトラック等に積載し目的の
場所に輸送し、迅速に移築することを繰り返し行うことができる構造を有する建築物の総称である。　
　モバイル建築協会としての応急仮設住宅の供給は、2024 年の能登半島地震が初めてで、従来型 102
戸、まちづくり型 159 戸、合計 261 戸のモバイル建築を提供している。また、支援者用仮設宿泊所と
して 230 戸、漆器産業・伝統工芸の再生を図るための仮設工房 57 戸も供給した。

 

	
　　　　　　　　　  山岸町第１団地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小伊勢町第 3 団地

　オフサイト製造（被災地外でユニット完成まで仕上げ）が原則である。現地以外の工場内で、パネ
ル化、断熱・サッシまで組み込み、トラックなどで現地に輸送する。現地の外構整備とユニット製造
の並行化により工期が短縮できること、また、パネル化・熟練大工の負荷を低減できるのは大きなメ
リットである。工法は、軸組構法と枠組壁工法の両方がある。
　ユニットの製造拠点は、埼玉（八潮）、金沢、能美、福井、岡崎、名古屋などにあるが、今回は福
井で最も多くの製造を行った。輸送の条件から、ユニットサイズは、標準幅は 2,150mm、長さ 6,370mm
〜 7,300mm、高さは指定道路許可で 4.1m まで可能で、室内天井高は約 2.35m 確保できる。荷揚げ荷
降ろしはクレーンを用いる。現地で設置・連結、止水を行う。基礎は敷地の状況に応じて現地施工で
ある。つまり、トラックで運べるサイズに分割さえできれば、工法も仕上げも比較的自由に選択する
ことができる。
　能登半島地震の応急仮設住宅において、他の建設団体では、異なる団地であっても外観と仕上げを
見ると建設団体が容易に分かるが、モバイル建築協会が建設した住宅においては、目に見える共通の
仕様がなく、団地ごと、あるいは、担当企業によって全く異なる仕様である。仕様と同様に、協会内
でのある程度統一した平面計画もなかったようで、今回の調査業務の考察において、団地ごとの平面
プランの成熟度の振幅が大きいという意見が出されていた。

　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　稲屋町第１団地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  下黒川町第１団地
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　　　　　　 宝立町第２団地　建て方　　　　　　　　　　　　　　宝立町第２団地　南側ファサード

2.4　一般社団法人日本ログハウス協会
　日本におけるログハウスの普及と健全な発展を図り、国民生活の向上に寄与することを目的とし、
1986 年に設立された。当初は主に輸入材を使用していたが、現在は国産材を使用している。正会員
53 社の他、準会員、賛助会員、その他に 55 社が名を連ねている。東日本大震災時には、ログハウス
型の応急仮設住宅 600 戸を建設している。ログ材の断面形状や寸法は会員企業の所有機械により異な
るそうである。 
　ログ材を横にして積み上げるヨコログは、建築基準法上は丸太組構法に分類される。ログハウス協
会にはタテログという、木材を縦に並べてパネル化し壁にする木造軸組構法で施工する企業も含まれ
ている。タテログは、東日本大震災時に開発されて、その後、改良が重ねられた。ヨコログも小屋組
は軸組である。能登半島地震の応急仮設住宅では、タテログで 1 団地、ヨコログで 4 団地を建設した。 
　外観は、ログ材がそのまま仕上げになっており、屋根はまちづくり型では瓦葺き。従来型では鋼製
折板葺きである。外壁のログ材は、そのまま内装壁でも現しになっている。つまり、ログ材の壁は、
外装材、断熱材、内装材をかねるものである。居室の床はタイルカーペットとし、水廻りの床はクッ
ションフロアである。ログハウス特有の、ノッチ部（交差部）から外部に突き出るログ材を、縁台の
ある南側で長く延ばし袖壁になることで、各戸の外部領域が明確になっている。

　
　　宝立町第３団地の玄関前　陰影のあるファサード　　　　　　　　　可動式間仕切り収納家具

　ログハウス協会だけが用いた手法に可動式間仕切り収納家具がある。高さ 2 メートルほどの合板製
収納ボックスで、キャスターを履いているので、収納を兼ねた間仕切りの位置を自由に動かすことが
できる。
　応急仮設住宅に入居する方々の家族構成や家族の領域の区切り方は様々である。小さな空間をより
快適に活用するためにも、こうした可動装置などのフレキシブルな工夫はもっとあっても良いのでは
ないだろうか。
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2.7　一般社団法人日本 RV・トレーラーハウス協会
　1996 年の設立当初は、一般社団法人日本 RV 輸入協会という名称で、キャンピングカーやトレーラー
ハウスの輸入の円滑化から始まった団体である。RV とは“Recreational Vehicle”の略で、直訳すると“楽
しむためのクルマ” という意味だそうだ。トレーラーハウスが車なのか建築なのか、法的な扱いの詳
細はここでは割愛する。
　2016 年の熊本地震の際には、益城町で、福祉避難所としてトレーラーハウス 30 台を設置した。
2018 年西日本豪雨の際には、岡山県倉敷市に建設型応急仮設住宅として日本で初めてトレーラーハ
ウス 10 台が設置された。同年の北海道胆振地震においても 18 台が建設型応急仮設住宅個別設置とし
て 18 台が設置された。2020 年に現在の名称、一般社団法人日本 RV・トレーラーハウス協会に変更
している。
　能登半島地震では、従来型応急仮設住宅として、内灘町に 10 台、志賀町に 20 台と談話室 2 台、合
計 32 台が設置されている。また、発災から一週間後の 1 月８日には、珠洲市に完全自己処理型水洗
トイレのパークトワイレを設置し、その後、外部からの支援者用の宿泊所として 20 台を設置した。

	

　　　　とぎ第１団地　　　　　　　　　　　　　　　　　とぎ第１団地

　志賀町では、シンプルな切妻屋根を持つグランデ型が、内灘町では、ロフトのあるロイヤル W ロ
フト型とグランデ型が設置された。
どちらも枠組壁工法で、屋根はガルバリウム鋼板、外壁は樹脂系サイディングである。
　住宅部と地面とのコンタクトに RC 基礎を用いない、という意味で、移動できる応急仮設住宅の中
でも、最もクルマに近いものであるといえる。余談になるが、1964 年新潟地震の際に、新潟交通の
社員たちが古いバスを改造して仮設住宅とし、「新潟交通応急住宅」と呼ばれたものがある。炎天下
の暑さには耐え難かったようで、バスの周囲に丸柱を建て、葦簀のような植物繊維で編んだ屋根の日
除けを掛けている。トレーラーハウスというと、車両というキーワードから、この「新潟交通応急住宅」
が頭をよぎるが、能登半島地震で採用されたトレーラーハウスは、H28 年省エネ基準 4 地域の 0.75[W/
( ㎡∙ K)] を満たしている。

第

６

章

木
造
応
急
仮
設
住
宅
の
概
要
１

2.6　一般社団法人日本ムービングハウス協会
　被災地に迅速に設置できる「移動型」の応急仮設住宅「ムービングハウス」の普及促進と、災害時
に被災地への大量供給に備えるべく「ムービングハウス」の社会的備蓄に向けた官民連携の取り組み
を行っている団体である。工場で制作し、敷地に運搬するムービングハウスは、住宅、宿泊施設、幼
稚園などの用途として建設されている。　
　応急仮設住宅としては、2018 年の岡山県倉敷市の豪雨災害時に初めて採用された。2024 年の能登
半島地震では、発災後 30 日で輪島市に 18 戸を完成させたものを含み、従来型応急仮設住宅として、
移動式の建設型応急仮設住宅として最も多い 511 戸を建設した。この中には、人里離れた牧場に１軒
分だけ建設したという事例がある。

　　　　　　　正院町第１団地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マリンタウン第１団地

　海上輸送用のコンテナのように見えるが、四隅の L 型に耐力壁を設置した木骨ユニット工法の建
物で、7 階建てまで可能として建築センターの評定を取っている。海上コンテナと同様のトレーラー
シャーシで運搬するので、外形寸法は海上コンテナの国際規格の幅 2.4m ×長さ 12m ×高さ 2.89m
としている。バリエーションをもたせるために、長さは 12 ｍ（40 フィート）と 6 ｍ（20 フィート）
の 2 種類がある。
　ユニットは、組み立て、外装、内装仕上げ、設備取り付けまで工場で行うが、熟練の大工がいなく
ても組み立てができる。現場に搬送し、基礎は PC の平版を置き、クレーンで吊って設置する時点で
ユニットを連結させ、その後、電気、給排水の配管を接続する。現場での作業が少なく、あらかじめ
ストックさえしておければとにかく早い。非常事態にこの早さは大きなメリットといえる。
　外壁は鋼板サイディング、屋根は鋼板の折板葺き、ともにガルバリウム鋼板である。内装は、壁は
合板現し、床はフローリングである。窓はトリプルガラス入りの樹脂または木製サッシを採用してい
る。
　ユニットの組み合わせで様々なボリュームができる。4 つのユニットを連結し、単身者用 4 戸に中
廊下を備えることなども可能で、能登半島地震の応急仮設住宅として様々なプランが作られている。
最も多く建てられたのは BB-1 タイプ（2 〜 3 人用）で、12m のユニット 2 つの間に 6m ユニットを
挟んだ 2 戸 1 の組み合わせで、6m ユニットを半分に仕切り、左右の住戸で使うタイプである。空間
の幅に制限はあるが、床面積に対する収納の割合が比較的大きい。

写真　新潟交通応急住宅
誌名：『暮しの手帖』1 世紀 77 号
発行年：1964 年
出版社：暮しの手帖社　
より転載

配布冊子には、125 ページのクレジットに誤りがありました。
正しくは、誌名：『暮しの手帖』、 出版社：暮しの手帖社
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１DK ２DK ３DK １DK ２DK ３DK

形式・階数

屋根・勾配

軒の出（㎜）

けらばの出（㎜）

構造・構法

基　礎

材種・柱断面

住戸間界壁

モデユール（㎜）

梁間寸法（㎜）

間口寸法（㎜） 3,640 5,460 7,280 3,640 5,460 7,280

床面積（㎡） 21.94 31.88 41.81 21.73 31.67 41.61

床面積（坪） 6.62 9.63 12.63 6.56 9.56 12.57

水廻り（㎡）

押入・収納（㎡） 2.48 1.24 2.48 1.65 1.24 1.65

小屋裏収納（㎡） 3.31 5.79 4.96 ― ― ―

最高高さ（㎜）

床高さ（㎜）

天井高さ（㎜）

玄関段差（㎜）

外　壁

屋根

内　壁

居室床

和室床

水廻り床

天井

玄関ドア

一般窓

掃出し窓

居室

トイレ

屋根

天井

外壁

床

基礎

風除室

南入り・北入り 北入り 北入り 北入り 北入り 北入り 北入り

ユニットバス

洗濯機置き場
洋室押入横
専用置き場

台所の流し
台並び

台所に面し
た専用置き

場

濡れ縁

外部物置

※１坪は、3.31㎡として計算し、小数点以下第2位までを有効とし、第3位以下は切り捨てる。

※各階ごとに小数点以下第2位までを有効とし、第3位以下は切り捨てる。 ※押入・収納は、壁付けの棚や可動収納は算入していない。

※玄関段差は、玄関土間と室内のレベル差。 ※サッシのガラスは特記なしの場合は複層ガラス。

※天井高さは、主たる居室。

その他

1116断熱仕様

洋室の押入れ横の
専用置き場

台所内

なし

自然系材料多用

断熱材 グラスウール24K　t=100

洋室の採光は台所
経由

セルロースファイバー充填　t=100 ―

南入り

押出法ポリスチレンフォーム3種b t=55 

―

各戸の濡れ縁横

セルロースファイバー充填　t=105

長屋妻側に集合設置

―

グラスウール24K　t=100

外
部

内
部

1.82 ×2.730 = 4.96

PB t=12.5　　ビニルクロス

複合フローリング　t=12

和瓦葺き

4,745 4,586

GL+611

2,400

　　　勝手口片引戸　網戸付き

PB t=9.５　　ビニールクロス PB t=12.5　　ビニールクロス

断熱土間引戸　網戸付き

内
部

天然いぐさ畳 D種（３層建材畳床、
JAS2等級表）　t=55

クッションフロア

4.96 4.96

0

畳　t=55

勾配天井

±0

アコーディオンカーテン

23.18 31.67

7.00 9.56

PB t=12.5　　ビニルクロス

プラン

外
部

無垢スギ板フローリング　t=15

ミラフォーム保温版３種b   t=50

―

1.82 ×2.730 = 4.96

複合フローリング　t=12

天然いぐさ畳 D種（３層建材畳床、
JAS2等級表）　t=55

クッションフロア

PB t=12.5　　ビニールクロス

断熱土間引戸　網戸付き

アルミ樹脂複合サッシ

〃

4,586

GL+611

2,400

窯業系サイディング　t=16
タテ張り

アコーディオンカーテン 防炎レースカーテン、防炎遮光布カーテン

和瓦葺き

PB t=9.5　　ビニルクロス

高さ

窯業系サイディング　t=16
タテ張り

和瓦葺き

長屋・平屋建て

木製・105角 木製・105角

無垢スギ板フローリング　t=15

　PB t=12.5二重　防湿気密フィルム貼
り遮音シート　　ビニルクロス

±0

杉板　t=15
妻側一部サイディング　t=14

5,460＋910

1.24

±0

面積

5,460＋910（玄関突出部）

構造

900

600

木造軸組構法

仕上げ

450

― ―

910

6,370

長屋・平屋建て

RCベタ基礎

910

5,460＋910（玄関・風除室突出部）

900

寸法

　PB t=12.5二重　防湿気密フィルム貼
り遮音シート　　ビニルクロス

600

切妻・3.5寸

600

RCベタ基礎

形状等

3,640 5,460

木製・105角

RCベタ基礎

間柱間にグラスウール充填
PB t=12.5二重　　ビニルクロス

910

 (一社)石川県木造住宅協会B

まちづくり型 まちづくり型

木造軸組構法

長屋・平屋建て

 (一社)全国木造建設事業協会A

木造軸組構法

珠洲市上戸町第３団地　標準タイプ

 (一社)石川県木造住宅協会A

輪島市三井町第１団地　標準タイプ リビングアクアセスタイプ

片引戸

アルミ樹脂複合サッシ

〃

アルミ樹脂複合サッシ

〃

玄関が兼ねる

1116断熱仕様

玄関土間

4,560

―

防炎レースカーテン、防炎遮光布カーテン

片引戸

玄関が兼ねる

グラスウール24K　t=100

軒下、袖壁付き アルミ屋根、袖壁付き

各戸北面

玄関が兼ねる

　　　　　　　　建設団体・住居タイプ
項目

1116

建具

GL+594

押出法ポリスチレンフォーム3種b t=55 

―

グラスウール24K　t=100

切妻・4寸

まちづくり型

１DK ２DK

切妻・3.5寸

１DK ２DK ３LDK

形式・階数

屋根・勾配

軒の出（㎜）

けらばの出（㎜）

構造・構法

基　礎

材種・柱断面

住戸間界壁

モデユール（㎜）

梁間寸法（㎜）

間口寸法（㎜） 4252,5 5,670 8,505

床面積（㎡） 22.45 29.93 44.90

床面積（坪） 6.78 9.04 13.56

水廻り（㎡） 5.70 6.70 6.70

押入・収納（㎡） 1.78 1.39 3.29

小屋裏収納（㎡） ― ― ―

最高高さ（㎜）

床高さ（㎜）

天井高さ（㎜）

玄関段差（㎜）

外　壁

屋根

内　壁

居室床

和室床 和室無し

水廻り床

天井

玄関ドア

一般窓

掃出し窓

居室 無し 木製ドア 木製ドア

トイレ

屋根

天井

外壁

床

基礎

風除室

南入り・北入り

ユニットバス 1116 1216 1216

洗濯機置き場

濡れ縁

外部物置

構造

仕上げ

内
部

押出法ポリスチレンフォーム3種b t=55

―

玄関土間（有効850×1,800）はDK内

±0

　和室無し
天然いぐさ畳

D種　t=55

断熱土間引戸　網戸付き

和瓦葺き

GL+611

杉上小無地羽目板　t=15      

外部通路⇔玄関土間⇔DK：各25

―

押出法ポリスチレンフォーム3種b t=55

玄関土間はDK内、2戸毎に住戸間に
間口2間ほどの屋根と土間

建物周囲

1616 断熱仕様 1116 断熱仕様

防炎レースカーテン、防炎遮光布カーテン

なし

２戸間の屋根下（東入り、西入り）

600

600

5,460

31.67

複合フローリング　t=12

PB t=12.5　　ビニールクロス

GL+611

2,400 2,400

4,586

天然いぐさ畳
D種　t=55　和室無し

1.65 1.24

― ―

9.93

5,460＋910（風除室突出部）

910

2.48

9.93

3,640 5,460

19.87 29.81

6.00 9.00

杉羽目板、窯業系サイディング t=14  

PB t=12.5　　ビニルクロス

大開口引戸　横引き収納網戸付き

折板葺き　カラーガルバリウム鋼板

PB t=12.5＋12.5
ビニルクロスorシナ合板  、DLT現し

PB t=12.5　　ビニールクロス

クッションフロア　t=1.8

タイルカーペット　t=6

クッションフロア

PB t=12.5　　ビニールクロス

各戸の濡れ縁横

グラスウール24K　t=100

PB t=12.5　　ビニルクロス

±0

複合フローリング　t=12

木製・105角

木造軸組構法

長屋・平屋建て

切妻・3.5寸

RCベタ基礎

　PB t=12.5二重　防湿気密フィルム貼
り遮音シート　　ビニルクロス

9.56

2.48

窯業系サイディング　t=16
タテ張り

12.57

形状等
切妻・3.5寸

 (一社)石川県木造住宅協会D

木造軸組構法

ふるさと回帰型

 (一社)石川県木造住宅協会C

車いす仕様

まちづくり型

900

900

２DK１DK

まちづくり型

木造（DLT材）

1,840・795

1,500

１DK ２DK

共同住宅・２階建て

　　　　　　　　建設団体・住居タイプ
項目

(一社)石川県建団連A

珠洲市宝立町第２団地

5,460

RCベタ基礎

木製・105角

4.96 4.96

各戸独立
DKLT材の上    片面：GW t=25＋PB

t=12.5二重＋ビニルクロス
片面：PB t=12.5二重＋シナ合板 t=5.5

―

5,280

RCベタ基礎

木製・105角

片引戸カーテン

アルミ樹脂複合サッシアルミ樹脂複合サッシ

〃 〃

防炎レースカーテン、防炎遮光布カーテン

アルミ製玄関用ドア

アルミ製サッシ

〃

木製片開きドア

断熱材

グラスウール24K　t=100 グラスウール24K　t=100

―
押出法ポリスチレンフォーム3種bA

t=90

グラスウール　t=50

押出法ポリスチレンフォーム3種bA
t=50

押出法ポリスチレンフォーム3種bA t=50

グラスウール24K　t=100

水廻り内

突出部

K内

4,586

北入り

水廻り内

無し

プラン

41.61

クッションフロア

和瓦葺き

7,280

― ―

屋根、袖壁付き 濡れ縁 軒下 1F：濡れ縁、2F：バルコニー

―

石川モデル

戸建て・平屋建て

片流れ・0.5寸

2,400

押出法ポリスチレンフォーム3種bA
t=50

910

寸法

面積

高さ

外
部

建具

外
部

内
部

その他

北入り

なし

スタイロ畳　D種、
畳表：石川県産

設計：　坂茂氏

6,575

1F：GL+615、2F：GL+3375
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　　　　　　　　　　　　　　　　 表 1　建設団体の構法と仕様 -1 　　　　　　　　　　　　　　　　 表 2　建設団体の構法と仕様 -2
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１K ２K ３K
車いす
用１DK

１K ２K ３K １K ２K ３K

形式・階数

屋根・勾配

軒の出（㎜）

けらばの出（㎜）

構造・構法

基　礎

材種・柱断面

住戸間界壁

モデユール（㎜）

梁間寸法（㎜）

間口寸法（㎜） 3,640 5,460 7,280 4,550 3,600 5,400 7,200 4,108 5,856 7,784

床面積（㎡） 23.18 32.29 42.23 27.32 22.68 31.59 41.31 24.29 34.63 46.04

床面積（坪） 7.00 9.75 12.75 8.25 6.85 9.54 12.48 7.34 10.46 13.91

水廻り（㎡） 4.96 6.21 6.21 9.93 4.29 6.19 6.19 5.46 5.46 5.46

押入・収納（㎡） 0 2.07 2.07 1.638 0 1.09 1.09 0.91 0.59 1.65

小屋裏収納（㎡） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

最高高さ（㎜）

床高さ（㎜）

天井高さ（㎜）

玄関段差（㎜）

外　壁

屋根

内　壁

居室床

和室床

水廻り床

天井

玄関ドア

一般窓

掃出し窓

居室

トイレ カーテン

屋根

天井

外壁

床

基礎

風除室

南入り・北入り 北入り 南入り

ユニットバス 1616 1014

洗濯機置き場 水廻り内 DK内

濡れ縁

外部物置

※Bf：車いす使用者用。

※縁側は床面積から除いている。

※パネルログは、タテログと名称を変更した。

2,000幅のボックス接続部は、455の
長さの袖壁が二重に存在する

構造

仕上げ

パネルログ　木材保護塗料

化粧PB t=9.5化粧石こうボード　t=9.5

玄関が兼ねる 玄関が兼ねる

―

寸法

化粧PB t=9.5

和室無し 和室無し

タイルカーペット　t=6
内
部

パネルログ　t=120現し ログ壁（素地）、化粧PB t=12.5

和瓦葺き

引違い樹脂サッシ

クッションフロア　t=1.8

なし

切妻・4寸

RCベタ基礎 RCベタ基礎

500 600

木造軸組　パネルログ構法(国産杉）
タテログ

切妻・4寸勾配

日本ログハウス協会B

形状等
700 750 337

まちづくり型 まちづくり型

長屋・平屋建て長屋・平屋建て 長屋・平屋建て

まちづくり型

珠洲市折戸町第１団地 珠洲市三崎町第４団地

切妻・4寸

　　　　　　　　建設団体・住居タイプ
項目

日本ログハウス協会A  (一社)日本モバイル建築協会A

輪島市下黒川町第１団地

4,652

910

RCベタ基礎

6,370

木造軸組モバイルユニット工法

間柱45×120グラスウール t=100
PB t=12.5＋化粧PB t=12.5

ログ材の上　　ロックウール t=25
PB t=12.5＋化粧PB t=12.5

105角柱二重の上　グラスウール24k
t=100 PB t=12.5＋化粧PB　t=12.5

900

丸太組工法（国産杉）
ヨコログ

国産杉・120角 国産杉ログ・113×180 レッドウッド集成材　105×105

579 593

面積

高さ

±0 ±0

外
部

瓦葺き

杉縦羽目板　t=14 木材保護塗料ログ壁（素地）　木材保護塗料

建具 アルミ樹脂複合サッシ

外
部

アルミ樹脂複合サッシ

店舗用引戸 引違いアルミサッシ戸　網戸付き ポリエステル系カラー鋼板ドア

カーテン

木製片開きドア

引違い樹脂サッシ

木製片開きドア

― ―

セルロースファイバー　t=150 グラスウール24K　t=105 高性能グラスウール16K　t=105

―

押出法ポリスチレンフォーム　t=75

高性能グラスウール16K　t=105

― ―

断熱材 ログ壁　t=113

押出法ポリスチレンフォーム3種bA t=60

パネルログ　t=120

不織布付撥水グラスウールボードt=90

軒下、袖壁付き

南北両方あり

玄関が兼ねる

北入り

1116

長屋妻側に集合設置 長屋妻側に集合設置 建物周囲に集合設置

軒下、住戸間はノッチで分離 屋根、袖壁付き

K内露出

4,965 4,680

内
部

2,404

1116

DK内露出

北入り

1116

水廻り内
プラン

665

6,300 5,915

カーテン

ガルバリウム鋼板タテハゼ葺き

±0 

2,3222,400

タイルカーペット　t=6

化粧石こうボード　t=9.5

木製片開きドア 木製片開きドア

クッションフロア クッションフロア

建材畳　t=15

タテログ、縁側が
張り出しでなく架構内

ヨコログ

クッションフロア　t=1.8

その他

梁間方向：910・桁行方向1000

１階
LDK

２階
LDK

1階
２K

２階
２K

１階
３K

２階
３K

４連結
単身用

BB-1
(2〜3人)

３連結
２戸型

BB-1
車いす

形式・階数

屋根・勾配

軒の出（㎜）

けらばの出（㎜）

構造・構法

基　礎

材種・柱断面

住戸間界壁

モデユール（㎜）

梁間寸法（㎜） 4,720 2,280 7,120 2,280

間口寸法（㎜） 5,040 11,880 4,560 11,880

床面積（㎡） 18.7 19.63 29.1 27 40.2 42.3 23.78 31.72 42.29 36.35

床面積（坪） 5.63 5.93 8.79 8.15 12.1 12.8 7.18 9.58 12.77 10.98

水廻り（㎡） 5.36 7.43 6.67 6.62 6.83 6.62 4.39 4.44 6.95 4.63

押入・収納（㎡） 0.65 0.82 0.82 0 0.65 0 0.94 4.63 1.55 0

小屋裏収納（㎡） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

最高高さ（㎜）

床高さ（㎜）

天井高さ（㎜）

玄関段差（㎜）

外　壁

屋根

内　壁

居室床

和室床

水廻り床

天井

玄関ドア

一般窓

掃出し窓

居室

トイレ

屋根

天井

外壁

床

基礎

風除室

南入り・北入り

ユニットバス 1116 1216 1216 1620

洗濯機置き場
LDK
内

K内

濡れ縁

外部物置

※２階の床面積は、階段と階段ホールを ※面積は柱芯で計算した。

除き、１階玄関と玄関ホールは算入した。

同平面で東西南北に様々あり

４連結　単身用は、玄関が広く物置を
兼ねる

1LDK

107

300

10,910

35.95＋5.5 = 41.45

10.86＋1.66 = 12.52

7.43

0

―

金属製断熱フラッシュドア

なし

あり。物置を兼ねる。

南東入り

±0 

全戸に専用スロープ設置

ガルバリウムカラー鋼板一文字葺き

ケンパス三層フローリング　t=14 フローリング　t=12 

各戸独立ボックス 各戸独立ボックス

GL+240

PB t=9.5　　ビニルクロス

構造

仕上げ

内
部

LDKが寝室
を兼ねるワン

ルーム

水廻り内

なし

なし

角部屋は妻面に開口部
あり

２階床下地：遮音マット
t=２２、ALCパネル t=35

206間柱にグラスウール t=50＋50
PB t=12.5＋制振材＋硬質PB t=12.5

複合フローリング　t=12

和室なし

クッションフロア

強化PB  t=15＋12   ビニルクロス

高断熱アルミ玄関ドア

樹脂サッシ

樹脂サッシ

木製片開きドア

木製片開きドア

南入り

―

なし

杉横羽目板　t=15 木材保護塗料

1FL：2,410.5、2F：2,406.5

1階玄関前に階段3段

外
部

断熱材

PB t=12.5　　ビニルクロス

鋼板立平葺き　平リブタイプ

PB t=12.5　　ビニルクロス

フローリング フローリング　t=12

構造用合板　t=15 素地

和室なし 和室なし

構造用合板現し　t=9
（アラウコ合板（チリ産針葉樹合板））

外
部

金属製断熱フラッシュドア

形状等

長屋・２階建て

切妻・4寸

600

 (一社)日本モバイル建築協会B

小伊勢町第３団地

まちづくり型

400

　　　　　　　　建設団体・住居タイプ
項目

従来型 従来型

120角 39×89を複数合わせ

枠組壁工法（2×4）

315

なし

 (一社)日本ムービングハウス協会　

木骨ユニット構造

 (一社)日本RV・トレーラーハウス協会

枠組壁工法（2×4）

マリンタウン第１団地・狼煙町第１団地 志賀町とぎ第１団地

長屋・平屋建て 長屋・平屋建て

フラットルーフ（勾配：1/160） 切妻・4.5寸

短辺2,400×長辺12,000 1,800〜1,840

RCベタ基礎・PC基礎

5,915

3,640 5,460 7,280

7,270

平板独立式（60×300×300 1段以上） コンクリート基礎orPC基礎の上にC鋼

3,260

910

204材

2,910 3,900

2,250〜2,820（勾配天井）2,366

12

1FL：GL+556、2F：GL+3,360

ガルバリウム鋼板 樹脂系サイディング

640

ガルバリウム鋼板折板葺き

片引戸

樹脂サッシ

樹脂サッシ（トリプルガラス） 樹脂サッシ

樹脂サッシ（トリプルガラス）建具

内
部

原則としてロールカーテン

片開きドア

―

―

高性能グラスウール20K　t=200

高性能グラスウール14K　t=89

押出法ポリスチレンフォーム2種bA t=70 押出法ポリスチレンフォーム t=60＋３0 撥水グラスウール　t=42

押出法ポリスチレンフォーム t=60
外断熱

グラスウール　t=100

――

―

押出法ポリスチレンフォーム t=60＋３0

グラスウール　t=100

なし（室内中廊下型は中廊下が兼ねる）

1216

プラン

1216

なし なし

K内流し台並びに露出 水廻り内

　なし 屋根付き

水廻り内

面積

高さ

その他
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　　　　　　　　　　　　　　　　 表 3　建設団体の構法と仕様 -3 　　　　　　　　　　　　　　　　 表 4　建設団体の構法と仕様 -4
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（一社）全国木造建設事業協会標準タイプ
□　平面図
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6.3　図面集

標準タイプ　
□　仕様書

（一社）全国木造建設事業協会
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（一社）全国木造建設事業協会標準タイプ　
□　基礎伏図
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標準タイプ　
□　立面図

（一社）全国木造建設事業協会
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標準タイプ
□　仕様書

（一社）石川県木造住宅協会 （一社）石川県木造住宅協会標準タイプ
□　平面図

　　　□　標準タイプ　6 坪　　　　　　　　　　　　　□　LA タイプ　6 坪　

　　　□　石川モデル　6 坪　　　　　　　　　　　　　□　標準タイプ　9 坪　
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（一社）石川県木造住宅協会標準タイプ
□　矩計図

標準タイプ
□　平面図

　　　　　　　　　　　　　　　　　□　12 坪　

□　立面図

　　　　　　　　　　　　　　　　□　立面図

（一社）石川県木造住宅協会
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（一社）石川県木造住宅協会車いすタイプ

　　　　　□　平面図　9 坪　　　　　　　　　　　　　　　　□　平面図　12 坪　

集会室

　　　□　平面図

２階建てタイプ
□　平面図　　　　　　　　　　　　　　　　　□　矩計図

　　　　　　□　1 階　9 坪　

　　　　　　　□　1 階　12 坪　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（一社）石川県木造住宅協会
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□　仕様書 （一社）石川県建団連 □　平面図 （一社）石川県建団連
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□　立面図 （一社）石川県建団連 □　矩計図 （一社）石川県建団連
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□　平面図　6 坪 （一社）石川県建団連 □　平面図　9 坪 （一社）石川県建団連
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□　平面図　12 坪 （一社）石川県建団連 タテログ
□　平面図　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□　6 坪　9 坪

　　　　　　　

　　　　　　　　□　12 坪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□　車いす　6 坪　　　

（一社）日本ログハウス協会
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ヨコログ
□　仕様書

（一社）日本ログハウス協会タテログ
□　立面図

□　矩計図

（一社）日本ログハウス協会
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タテログ
□　平面図

□　立面図

ヨコログ
□　立面図

□　矩計図

（一社）日本ログハウス協会（一社）日本ログハウス協会
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ヨコログ
□　矩計図　

（一社）日本ログハウス協会 在来木造軸組構法、モバイルユニット工法
□　仕様書

（一社）日本モバイル建築協会
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在来木造軸組構法、モバイルユニット工法
□　平面図

　　　　　□　平面図　6 坪　　　　　　　　　　　　　　□　平面図　9 坪

　　　　　　　　　　　　　　　　　□　平面図　12 坪

在来木造軸組構法、モバイルユニット工法
□　平面図　長屋

（一社）日本モバイル建築協会（一社）日本モバイル建築協会
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在来木造軸組構法、モバイルユニット工法
□　立面図

在来木造軸組構法、モバイルユニット工法
□　矩計図

（一社）日本モバイル建築協会（一社）日本モバイル建築協会
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枠組壁工法、モバイルユニット工法　２階建て
□　仕様書

枠組壁工法、モバイルユニット工法　２階建て
□　平面図

　　1 階

　　2 階

（一社）日本モバイル建築協会（一社）日本モバイル建築協会
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枠組壁工法、モバイルユニット工法　２階建て
□　立面図

枠組壁工法、モバイルユニット工法　２階建て
□　矩計図

（一社）日本モバイル建築協会（一社）日本モバイル建築協会
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□　仕様書 BB-1
□　平面図

□　立面図　

（一社）日本ムービングハウス協会 （一社）日本ムービングハウス協会
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□　矩計図 □　平面図

　　　　　　　　　　　　　　　　□　BB-1　車いすタイプ

　　　　　　　　　　　　□　4 連結 4 戸　23㎡　単身用

（一社）日本ムービングハウス協会 （一社）日本ムービングハウス協会



166 167

第

６

章

木
造
応
急
仮
設
住
宅
の
概
要
１

第

６

章

木
造
応
急
仮
設
住
宅
の
概
要
１

□　平面図

　　　　　　　　　　　　　　　　□　3 連結 2 戸　40㎡　4 〜 5 人用

　　　　　　　　　　　　　　　　□　4連結 2戸　60 ㎡　5〜 6人用

グランデ型
□　仕様書

（一社）日本ムービングハウス協会 （一社）日本 RV・トレーラーハウス協会
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グランデ型
□　平面図

□　立面図

（一社）日本 RV・トレーラーハウス協会 グランデ型
□　断面詳細図

（一社）日本 RV・トレーラーハウス協会
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ロイヤル W ロフト型
□　平面図

□　立面図

（一社）日本 RV・トレーラーハウス協会 ロイヤル W ロフト型
□　断面詳細図

（一社）日本 RV・トレーラーハウス協会
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志賀町とぎ第１団地　談話室
□　平面図

（一社）日本 RV・トレーラーハウス協会

第７章 ７現地建物調査
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7.1　調査概要

対象全 62 団地に対し、表 7.1-1 の日程で、現地建物調査を実施した。ただし、2025 年 1 月の調査は、
令和 6 年度事業で実施した予備調査であり、令和 6 年度報告書「能登半島地震建設型応急住宅調査業
務成果報告書」（2025 年 3 月）に記載の内容である。令和 7 年度はこれを補完するかたちで、また居
住者意識調査（８．）と並行して実施した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　表 7.1-1　現地建物調査の概要

調査方法は、外観目視による現地確認を行い、結果を事前に作成した調査票に記入するとともに、
外観写真撮影を基本とした。居住者からのヒアリングを行ったケースもある。

調査項目は、石川県の「応急仮設住宅の整備状況」※のデータを元に、棟数、階数、屋根・外壁・開口部・
基礎等の外部仕様、また付帯施設として、集会所 ･ 談話室の有無と構造種別。受水槽、浄化槽の状況、
駐車場の状況等を目視確認した。

写真撮影は、各団地に設置の案内看板（設置されていない 4 団地を除く）は必ず撮影し、団地の
全体が把握できる写真、住棟、住戸の外観写真、各部詳細写真、付帯施設の写真等を撮影した。

※「応急仮設住宅の整備状況」：石川県ホームページ（2026 年 1 月 31 日閲覧）
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kenju/saigai/documents/241223_okyukasetsu_jishin_1.pdf
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7.2　団地別紹介

図 7.2-1　
調査対象団地マップ
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〔  シートの見方  〕
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7.3　団地の工事期間

　7.2 の団地別紹介ページにも記載してあるとおり、石川県がホームページで公開している「応急
仮設住宅の整備状況」（https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kenju/saigai/documents/241223_okyukasetsu_
jishin_1.pdf）には、全団地の「戸数」、「着工日」、「完成」の記載がある。
　これらの数値に着目し、団地の工事期間について分析し、戸数や建設団体による傾向を把握する。
もちろん、記載の「着工日」や「完成（日）」は、書類上の日付であり、実働の工事期間とは必ずし
も一致しないであろうが、基本的な傾向は捉えることができると考えられる
　本報告書では木造の建設型応急住宅の 62 団地を対象としているが、「応急仮設住宅の整備状況」で
は 1 つの団地の工区を分けて異なる着工日、完成日で記載されているものがあるため、それぞれ別個
に集計した。したがって、本節のサンプル数は 78 件である。
　また、工事日数は、「完成日－着工日＋ 1」（着工日と完成日とも含んだ日数）として算出した。
　最も早期に着工したのが、マリンタウン第１団地（ム J02）と正院町第１団地（ム J03）の 2024 年
1 月 12 日であり、同年 12 月 23 日の蛸島町第６団地（ム J04）の完成を以て令和 6 年能登半島地震の
木造仮設住宅工事が完了している。令和 6 年奥能登豪雨の仮設住宅は、全て木造であり、2024 年 10
月 18 日に杉平町第３団地（全 G01）と門前第１団地（木 G01）が着工し、2025 年 3 月 28 日に釜屋
谷町第１団地（全 G02）が完成して完了となっている。
　工事期間を見ると、マリンタウン第１団地（ム J02）の第 1 工区が 19 日間で最短であり、大谷町
第１団地（全 J01）の 193 日間が最長となっている。

　図 7.3-1 は、全 78 件の着工日と完成日を示す横棒を、完成日の早い順に示したものである。
　横棒の色は建設団体を表し、横棒のパターン（模様）が団地タイプ（まちづくり型、ふるさと回帰
型、従来型、奥能登豪雨）を表している。それぞれ、斜め縞がまちづくり型、縦縞がふるさと回帰型、
無地が従来型、濃い網が奥能登豪雨の団地を表す。

　図 7.3-2 は、同じデータを建設団体と団地タイプ別に並べ直したものである。
ムービングハウス、トレーラーハウスが工事期間が短く、また早期に着工している。
 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　図 7.3-1　着工日－完成日（完成日順）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　7.3-2　着工日－完成日（工事団体別）

　図 7.3-3 は、時系列で、完成した住戸の累積数を表したグラフである。2024 年 1 月 30 日にマリン
タウン第１団地（ム J02）の第 1 工区の 18 戸が最初に完成し、2025 年 3 月 28 日に釜屋谷町第１団地

（全 G02）の 52 戸が完成するまで、累積 2,701 戸の完成の過程が可視可されている。
　地震の発生が 2024 年 1 月 1 日、最初の仮設住宅の完成が 1 月 30 日（29 日後）であり、早期に完
成しているのは在庫・移動設置型のムービングハウス。トレーラーハウスのみである。現場建設型の
団地の完成は 4 月 30 日（119 日後）の里町第２団地（全 M02）の 100 戸が最初であり、この時点で
の累積戸数は 365 戸である。
　なお、累積戸数が 1,000 戸を超えたのが 6 月 22 日（172 日後）、2,000 戸を超えたのが 9 月 30 日（272
日後）となっている。ただし、これらの戸数にはプレハブ建築協会の建設した鉄骨造の住戸は含まれ
ていないことに留意する必要がある。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 図 7.3-3　住戸の完成累積戸数

第

７

章

現 

地 

建 

物 

調 

査

第

７

章

現 

地 

建 

物 

調 

査



246 247

　図 7.3-4 は、各建設団体の 1 団地（工区ごと）当たりの平均の工事期間を表したものである。
在庫・移動設置型のトレーラーハウス、ムービングハウスが工事期間が短く、30 ～ 50 日程度となっ
ている。
　一般的な現場施工型の全国木造建設事業協会、日本ログハウス協会、石川県木住協は、平均の工事
期間がほぼ同じ 115 日程度であり、これに比べ移動設置型の日本モバイル建築協会の工事期間が 100
日程度とやや短い。
　石川県建団連は、ほとんどが DLT（木ダボ接合積層材）工法の団地であり、平均工事期間が 130
日程度と最も長くなっている。

　図 7.3-4　建設団体別の平均工事期間

　図 7.3-5 は、横軸に工事完成日、縦軸に工事期間（日）をとり、各団地（工区ごと）をプロットし
たグラフである。マーカーの色は建設団体を表し、図 7.3-1 ～図 7.3-4 のものと揃えてある。マーカ
ーの形は団地タイプを表す。○がまちづくり型、△がふるさと回帰型、□が従来型、◇が奥能登豪雨
である。
　完成期日が早い団地ほど、工事期間が短いという、緩やかな相関が見られる。やはり、ムービング
ハウス、トレーラーハウスが、在庫型で着工が早く、かつ、移動設置型で工事期間が短いため完成も
早かったことが影響している。

　　　　　　　　　　　　　 図 7.3-5　団地（工区ごと）の完成日×工事期間
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　図 7.3-6 は、横軸に戸数、縦軸に工事期間（日）をとり、図 7.3-5 と同様に各団地（工区ごと）を
プロットしたグラフである。
グラフに強い相関は見られない。

                                           図 7.3-6　団地（工区ごと）の戸数×工事期間
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　図 7.3-7 は、横軸に工事完成日、縦軸に工事期間（日）をとり、各団地（工区ごと）をプロットした上（こ
こまでは図 7.3-5 と同じ）、戸数を球の大きさで表したものである。

　　　　　　　　　　　　　　図 7.3-7　団地（工区ごと）の完成日×工事期間×戸数
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8.1　調査概要

　仮設住宅の「住み心地」について、昨年度の予備調査から選び出した 21 団地を対象とし、用意し
た調査項目用紙をもとに 115 名の居住者の意識調査をおこなった。

8.1.1 調査期間
　第 1 回　2025 年 7 月 29 日〜 31 日
　第 2 回　2025 年 8 月 7 日〜 9 日
　第 3 回　2025 年 9 月 16 日〜 17 日

8.1.2 調査対象団地
　2024 年度に予備調査をおこなった建設型応急住宅

（仮設住宅）の団地から 21 団地を選んだ。（図 1）
建設団体別には、石川県木造住宅協会 6 団地、全国
木造建設事業協会 4 団地、日本モバイル建築協会 2
団地、日本ログハウス協会 3 団地、日本 RV・トレー
ラーハウス協会 1 団地、石川県建団連 3 団地、日本　　　　　　　　　
ムービングハウス協会 2 団地の合計 21 団地とした。　　　　　　　　 図 1　調査団地マップ

（表 1）　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表 1　調査団地一覧表 
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8.1.3 調査対象者属性
　1）年齢

調査はいずれも平日の昼間の訪問であったため在宅者は留守番の高齢者に偏りがちであった。各
団地のサンプル数を世代別に示す。（表 2）

                                                                                   表 2　世代別サンプル数
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　2）世帯人数
世帯人数別では単身者世帯が最も多く、次いで 2 人世帯、3 人世帯で、4 人以上の世帯は少ない。

（表 3）
例外的には隣り合った部屋を割当て 3 世代 9 人家族で生活しているケースもある。（表 4）
単身者世帯 47 のうち 41 世帯が 70 代 80 代以上の高齢者である。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 表 3　世帯人数別戸数

　3）世代別居住者数
調査対象世帯の総人数 237 人のうち 70 代 80 代以上の高齢者が 132 人と半数以上を占める。（表 4）
このうち独居高齢者は 41 人であり、単身世帯 47 の大半を占める。高齢者 8 人のうち 7 人が独居

（三井町第 1 団地）、4 人の全員が独居（蛸島第 6 団地）というケースなどに顕著である。独居高
齢者は身近に相談相手がいないため仮設住宅退去後の計画を持たないひとが多い。自分一人のた
めに自宅を再建するのは現実的でなく、このまま仮設住宅に居るか災害公営住宅への転居を希望
しているが、身体能力によっては老健ほかの福祉施設での受け入れが必要とされるだろう。ヒア
リング時に、すでにゴミ置場までゴミを運べず部屋の中に置いたままになっている事例に遭遇し
た。長く歩けない、または荷物を持って歩けないため、通院や買い物にはタクシーを使うという。

　一方、働き手とみられる 30~50 代は 47 人と少ない。夫婦の内ひとりは勤務先の近くに住み、
もうひとりと子どもが仮設住宅で生活しているケースや、家族はみなし仮設で生活するが、学校
や部活を続けるために祖父母と仮設住宅で生活する中学生もいる。進学先の高校が決まればあら
ためて生活の基盤をどこに置くか両親と相談すると言う。その他には、勤務先の工場が閉鎖中な
ので自宅待機として仮設で生活している 20 代男性もいた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   表 4　世代別居住者数
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8.2　入居までの経緯

　半壊以上の被害を受けていても、自宅や車中で発災後数日を過ごしている居住者が多い。その後、
一次避難所、二次避難所を経るケース、子どもや親族の家に身を寄せるケースのほか、みなし仮設住
宅に入るケースなどがある。いずれもいつまで居られるか分からない不安定な状況である。就業・就
学のために家族が離散していたり、衣類や家財などを持ち出せず必要に応じて自宅に取りに戻ったり
という不安定な生活を余儀なくされていたとき、仮設住宅への入居はようやく落ち着ける場、安全に
寝起きできる場を得たということになる。安堵の気持ちは大きく、被災後の一区切りであったのか、
ヒアリングで入居日を聞くと明確に日付を答えるひとが多かった。団地の完成時期によるが、2024
年 4 月から 8 月にかけて入居したケースが多い。
　入居の手続きは、行政の指導により応募したケースもあるが、高齢者では区長など地元のリーダー
に促されて手続きしたというケースが多い。また、別居していた子や親族がやって来て応募までの手
続きの手助けをしているケースも多く見られる。入居は抽選によるものとされ原則として団地を選ぶ
ことはできないが、難病があるため総合病院の近くを希望し認められたケースもある。
　また団地により、同じ集落からまとまって入居している場合と、多方面からバラバラに入居してい
る場合がある。前者は親しさに差があるとしても、見知ったひと同士が身近に住む安心感が得られて
いる。入居後の生活の質は区長や団地役員などリーダーの資質に大きく委ねられており、居住者の相
談役、行政とのパイプ役を担っている。

8.3　居住者の生活からみた仮設住宅の評価
 
　ヒアリング中には、無償で住まわせてもらっているのだから「贅沢は言えない」「わがままは言え
ない」という言葉を幾度も聞いた。居住者からの意見は控えめな傾向があるかもしれない。

8.3.1　プランと各室の使い勝手
　1）平面プラン
　　・申込み時には家族（夫）がいたが亡くなり（入院し）、ひとり暮らしになった。（2K の）広さ
　　　に不満はない。
　　・部屋が狭い。息が詰まる。夫婦喧嘩が多くなる。押入れに足を突っ込んで寝ている。
　　・寝るスペースは 3 畳でも良いので居間はもう少し面積がないと休まらない。
　　・居室の中（または直近）に洗濯機置き場があり音がうるさくてテレビが聞こえない。
　　・収納が少ない。物を片付けられないのがストレスになる。
　　・玄関が狭く買い物用のカート等が置けない。
　　・間口が小さく洗濯物を干しきれない。自宅が近所なので毎日干しに行っている。
　　・ふるさと回帰型のコモンスペースに、違法なのは承知しているが建具をセルフビルドして利用
　　　している。
　　・ボランティアが来て 4 か所まで希望の位置に棚をつけてくれた。キッチンが使いやすくなった。
　　・トイレは手摺が取り付けてあって使いよい。
　　・トイレの便器前のスペースが狭くて便座から立つとき頭が壁に当たる。

　2）車椅子対応住宅
　　・キッチンの部屋は広めだが、下部が収納になっておらず物を仕舞う場所がない。
　　・造り付けのキッチン収納は天井吊りで車椅子使用者には届かない。配慮に欠ける。
　　・洗面台下に収納が無く物が仕舞えない
　3）単身者用住宅
　　・狭小なのに、水回りのスペースが 2K などと同じ。大き過ぎて居室面積を圧迫している。
　　・浴室、洗面室、トイレはオールインワンでよいのではないか。風呂は銭湯を利用して浴室を物
　　　置がわりにしている。
　　・キッチンにまともにコンロが置けず、洗濯機もベッドのすぐ横にある
　4）南入り住戸（リビングアクセスタイプ）
　　・南入り住戸で物干がどこにもない。北側でもよいので物干が必要だ。（もと大工なので、セル
　　　フビルドして良ければ簡単に改良できる）

8.3.2　温熱環境
　　・2DK に入居しているが間仕切りのカーテンを開けておけばエアコン 1 台で快適に過ごせる。
　　・冬の寒さは凌げたが、夏は暑い。エアコンを使いっぱなし。（窓を開けても風が通らず暑い）
　　・夏は日射が入り、カーテンを閉めてエアコンを使っている。昼も薄暗く暮らしている。
　　・目隠しもかねて、外部にターフを設置して日射を遮っている。
　　・冬は灯油ストーブを利用した。　
　　・気密性が高過ぎるように感じる。（閉塞感）

8.3.3　音環境
　　・隣の家の生活音が聞こえる。夜静かだといびきまで聞こえる。お互い様だとは思う。
　　・２階建て住戸で上階の足音が聞こえるが、気にはならない。
　　・2 階建ての 2 階なので階下に気を遣って生活している。
　　・高齢で耳が遠いので全く気にならない。
　　・雨音が気になる。ひどい雨かと思ったが普通に降っているだけだった。

8.3.4　日照
　　・日当りが良い。
　　・日当りがよく林に囲まれている。自宅は市街地だったが仮設のここに住み続けたい。
　　　（二俣町第１団地）
　　・軒の出が小さく陽が入りすぎるし雨が吹き込む。

8.3.5　通風
　　・建て詰まっていて風通しがよくない。
　　・住戸の位置が団地の端の部分なので、隣地の田からの風が入る。住戸によって条件が随分違う
　　　ようだ。
　　・風が吹くと砂埃が入って窓を開けられない。
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8.3.6　設備機器
　　・エアコン・冷蔵庫・洗濯機は備えられていて助かった。
　　・冷蔵庫、洗濯機、電子レンジは自分で買った後、申請すると補助金が出た。
　　・IH コンロには対応の調理器具も備えてあり、すぐに使い始められた。
　　・IH コンロには最初は戸惑ったが、慣れた。
　　・IH コンロに慣れない。焼き魚は買って来る。
　　・IH コンロに慣れない。カセットコンロで魚を焼いて火災警報器が鳴ってしまった。
　　　（86 歳男性）

8.3.7　外構
　　・駐車場が舗装されておらず砂利なので歩きにくく音もうるさい。
　　・駐車場から車椅子対応型の住戸までの距離が長く砂利敷きなので移動に不便だ。
　　・車を一家に 2 台以上保有している場合も多く駐車場が足りない。
　　・駐車場がもともと少ない。
　　・どこもかしこも舗装されていて花を植えるところがない。
　　・屋外デッキは積雪時には滑り止めに「むしろ」が支給された。（春にボランティアが回収した）
　　・２階建て住棟の外階段・外廊下部分は雨や雪のときは吹込み、滑りやすく怪我人もでた。
　　・雨が続けて降ると水はけが悪く玄関へのアプローチ部分が水溜まりになる。

8.3.8　プライバシー
　　・南入り住戸で居室の前をひとが歩くので落ち着かずカーテンが開けられない
　　・南入り住戸でひとの往来がよく見えて寂しくない。
　　・内部廊下式の住戸で廊下側の窓のガラスに目隠しシートを貼った。（他の家のひともそうして
　　　いる）
　　・前の住戸の玄関が居室の正面になっていて落ち着かない。住棟をズラして配置できないものか。
　　・一戸建ての自宅と違って、部屋のすぐ近くをひとが通るので慣れるまでは落ち着かなかった。

8.3.9　コミュニティ形成
　　・同じ集落からまとまって入居したので、殆どのひとの顔がわかる。半数くらいは名前もわかる。
　　・閉じこもらないように、集会所の催しなどには意識して参加している。
　　・集会所などの催しを通じて新しい知り合いができた。
　　・むかしからの知り合いと偶然同じ団地になって交流している。
　　・家は狭いので、日中は仲間と集会所で過ごしている。（夫は家でテレビでも見ているでしょ）
　　・入居のときも入居後の今も困った事があれば区長さんに相談している。
　　・何かあれば、同じ仮設団地に入居している議員さんに相談する。
　　・独居のひとにはケアマネなど福祉関係者が定期訪問している。
　　・隣のひとと挨拶はするがそれ以上の付き合いにはならず、新しい知り合いはできない。
　　・集会所は常時特定の人が居て仲間に入りにくい。
　　・集会所は入居した頃炊き出しなどがあり数回利用したが、今はあまり行かない。
　　・豪雨被害からの避難で他の地域から入居しており、知り合いは居ない。集会所は必要な時だけ
　　　行く。
　　・ラジオ体操があったが真夏は暑過ぎて中止している。（再開を待っている）

　　・ゴミ出しなど、概ねルールは守られている。
　　・ゴミ置場の清掃は当番制ではなく、気付いたひとが片付けているようだ。
　　・雪かきは比較的若い自分が率先してやった。（70 代男性）

8.3.10　団地の立地と移動手段
　1） 通院
　　・病院が近く通院しやすい
　　・通院にはバスを使うが便が少ない。
　　・通院はバスで行き、帰りは買い物等して荷物があるのでタクシーを使う。
　　・2 ヶ月に一度通院する時は親族が仕事を休んで送迎してくれるのを心苦しいが頼っている。
　2） 通勤・通学
　　・小学生の通学のためのバス便がある。
　　・通勤、通学のバスの便が少ない。
　　・通学に適したバス便がなく、家族が通学の送迎をしている。
　　・家族はそれぞれの車で通勤している。一家に 2 台以上の車を保有しているが駐車場が足りない。
 　3) 買い物
　　・車の運転をしない（やめた）ので移動販売を利用している。
　　・車で買い物に行く。仮設の知り合いに頼まれた物を買って来る事もある。
　　・自分は運転をやめたので、子どもが休みの日に車で買い物などの用事をしてくれる。
　　・近くにコンビニほか店舗があるので恵まれている。（一等地だと思う）
　4） 自宅との行き来
　　・仮設住宅は狭く物を置けないので、車で自宅に行き物の入れ替えをしている。
　　・自宅を公費解体する時に物も処分した。置く所が無く処分せざるを得ない。
　　・自宅を公費解体後の敷地に小屋を建て家財の一部を保管している。将来家を再建する予定。
　　・自宅は公費解体した。敷地で畑をやっているので車で行き来している。
　　・仮設住宅は狭いので、日中は自宅で過ごす。しかし、集落の近所のひとはほとんど残っていない。
　　・自宅の畑や植物の世話に行っていたが車がないので夏は通いきれない。
　　・飲食店を経営しているので店に通っている。
　　　被災直後は店舗 2 階で寝起きしていたが仮設に移った。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　移動販売車での買い物
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8. ４　ヒアリングから読み取れること

8.4.1　住戸の課題
　災害時の避難住宅として、入居時に安心感を得られる機能と配慮は評価できるが、居住者の住要求
に応えるためのプランの多様性が十分とは言えない。単身者用・家族用・車椅子対応などのタイプは、
それぞれの床面積に見合った居室・水回り・収納の面積配分の検討が必要である。
 木造仮設住宅の場合、内装が木質であることを気に入っている居住者もあるが、大部分の居住者の
関心は広さである。家族の生活時間が異なる場合などに配慮した、食寝分離の成立を目指したい。

8.4.2　団地としての課題
　能登の地域性では一戸建てからの入居者が大多数である。高密度に集合した未知のコミュニティで
生活することへのストレスを和らげるとともに、被災後の先行きの不安な時期には相互扶助がなされ
る環境が求められる。敷地の状況はさまざまであるが、団地ごとに配置計画・外構計画・住棟の種類
など専門的知見を起用し計画したい。

8.4.3　運用としての課題
　団地への入居は集落ごとの場合が多く、居住者は親しさに差はあるものの見知ったひとがいるので
馴染みやすいようである。リーダーも自ずと決まり集会所の利用頻度も高い。それに反しバラバラの
地域から入居している団地では、孤立する入居者が生じやすい。高齢者の独居も目立つ。
　また自宅と仮設団地との距離、買い物・通院に対応する公共交通手段の充足度、自分で車を運転す
るか否かと言った事情により団地を拠点としての生活状況に大きく差が生じる。特に高齢者において
閉じこもりはフレイルにつながる。道路整備とともに移動手段の充実が求められる。

8.4.4　地域的な課題　能登の場合
　まちづくり型は熊本モデルをベースにしている。能登では冬期の降雪・雪かき・凍結に対する配慮
が加えられている。また年間を通して降雨日が多く日常生活では洗濯用ほか物干場が必要であり半屋
外空間を利用した風除室などが要望されている。こうした部分を DIY などで作り込むのは現状では
違反になるが、ガイドラインを設けたうえで柔軟に居住者が対応できると良い。

8.4.5　生活習慣の尊重
　居住者は農業経験者が多く、日中は自宅にもどり畑仕事をしていることが多い。生産者としてでは
なく自給用、さらには花や作物を作る行為そのものが精神的支えであるかのようだ。共同で使える広
場などがある団地では、共同菜園として活用すればひとつの交流の場になると思われる。

8.5　ヒアリングサンプル

8.5.1　大谷町第 1 団地　　2 階建ての 1 階

1）回 答 者  68 歳女性
2）居 住 者  68 歳女性（回答者）・93 歳女性（母）
3）入居時期  2024 年 12 月 25 日
4）入居までの経緯
　　被災後避難所を経て 4 月〜 9 月まで岡山県の長女（回答者）の家で過ごす。9 月に自宅に戻るが　
　水回りの故障が修復できず自衛隊の給水支援を受けながら3ヶ月待機。12月に仮設住宅に入居した。
　現在は回答者が同居して母の生活を支えている。
5）自宅の状況
　　自宅は松成地区にあり、中規模半壊。自宅周辺は交通の便が著しく悪化し、以前は来ていたスー
　パーの移動販売もなくなり、バスも週に 1、2 回程度になってしまった。自宅の改修が完了したと
　しても、交通手段が無いため母がひとりで元の生活に戻る事は難しいだろう。2025 年 6 月に自宅　
　の修繕工事は完了したが、浄化槽から下水管までの復旧の目処がたっていない。
6）仮設住宅について
　・間取りは 1（4 畳半）K だが車椅子対応タイプなのでキッチンは DK 程度の広さがある。
　・冷蔵庫は備え付けられていた。その他家電を 3 点まで選ぶことができたので、電子レンジ、洗濯
　　機 , テレビを選んだ。
　・入居時には IH コンロ対応の鍋とフライパンが支給された。
　・浴室・トイレには手摺があり安心だ。
　・車椅子対応タイプはキッチンカウンター下部、洗面台下部に引出しほか収納が全くない。キッチ
　　ンの収納は天井吊りタイプで車椅子使用者には届かない。仕舞えない物は床に置くことになるの
　　でかえって使いにくい。
　・キャスター付きの家具などがあれば良いと思う。
　・入居後、集会室で希望者に棚などの家具が配布された。数種類の中から 1、2 点を選ぶ形式だっ
　　たので食器棚用に収納家具を選んだ。
　・冬の寒さは問題なかったが夏は暑く、特に西日が厳しい。
　・部屋が駐車場に面しており人通りが気になるため、窓を開けにくい。
　・プライバシー確保のため、玄関の窓には目隠しシートを貼った。他所の住戸でもそうしているの
　　で失礼ではないと思った。
　・上の階の居住者の歩く音や家具を動かす音は多少聞こえる事があるが、気になる程ではない。
　・深夜の水の音などうるさく感じたことはあったが慣れた。
　・自宅は一戸建てで家族以外のひとの生活音を経験したことがなかったが、我慢できないというこ
　　とではない。
　・買い物は回答者が自家用車で行く。母だけの時は週に 1 回の移動販売を利用する。
　・団地内は同じ地区からの入居なので知り合いが多い。
　・お茶会・マッサージなど集会所での催しがあるが、あまり参加しなくなった。
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8.5.3　三井町第 1 団地　　1DK　　リビングアクセスタイプ

1）回 答 者  70 代女性
2）居 住 者  70 代女性（回答者）
3）入居時期  2024 年 6 月 14 日
4）入居までの経緯
　　被災直後は自宅近くの市の坂の次男の家で過ごす。市役所に申し込んでこの団地が当った。自宅　　
　が近く、知り合いが居るのが幸いだと思う。実家の近所のひとなど三井地区のひとが多く入居して
　いる。
5）自宅の状況
　　三井町にあったが、半壊。公費解体済みでもう戻ることはない。
6）仮設住宅について
　・1DK の部屋で、ひとり暮らしなので広さに問題はないが、収納が少なく物が散らかって片付か
ない。
　・やや東向きなので日照に問題はない。西日が当たったら厳しかったと思う。
　・浴室や洗面室は普通に使えるが、トイレの便器前が狭く便座から立ち上がるとき頭を打つ。
　・車の運転をしないので、買い物や通院は次男と長女に頼む。
　・次男と長女が週に 2 回ほど訪ねて来るので生活に不安はない。
　・�ほかの部屋にはベランダがあるのに、南入り住戸にはベランダが無い。洗濯物を干す場所が無い

のが最も不便。
　・南側がキッチンなので居室が暗い。訪ねて来るひとに暗いと言われる。
　・広場は日曜日に小さな子どもを遊ばせているのを見る程度しか使われていない。盆踊りもなかっ
　　た。
　・団地内では新しい知り合いもできた。顔を合わせれば挨拶をしたりベンチでおしゃべりをしたり
　　する。
　・ゴミ出しのルールも守られている。
　・集まって住むのは心強く思える。

8.5.2　大谷町第 1 団地　　2K 

1）回 答 者　80 代女性
2）居 住 者　80 代女性（回答者）・50 代男性（息子）
3）入居時期　2024 年 12 月
4）入居までの経緯
　　避難所を経て 2024 年 1 月 21 日から立山のスキー場に、4 月 14 日からは白山のスキー場のみな　
　し仮設に滞在していた。入居先の希望は出しておらず、申請後に割当てられたこの団地に入居した。
5）自宅の状況
　�　自宅は車で 10 分ほどの地域にある。建物が古く大規模半壊。倒壊は免れたが雨漏りで内部はひ

どく傷んでしまった。再建の目処はたっていない。
　　息子は自宅のある地区の職場まで車で通勤している。
6）仮設住宅について
　・4 畳半 2 間の 2K で、ふたり暮らしには十分な広さで住みやすいと思っている。
　・オール電化で冷暖房がよく効き冬も快適に過ごせた。IH コンロにも慣れた。
　・収納が少ないが、組み立て式の棚を作って工夫している。
　・車の運転をするので、通院や買い物に不自由はない。
　・週に一度の移動販売も利用している。
　・集会所はよく利用している。（訪問した際は「火曜会」の最中で 20 人程で茶話会中だった）
7）地域の課題
　・自家用車を持っていない居住者にとっては、バスの便が限られているため外出が制限される。
　・震災以降、雨が降るたびに国道などで土砂崩れが頻発するようになった。
　・道路際は一度修復した箇所が再び崩れ、ビニールシートで覆われるといった状況が繰り替えされ
　　ており、インフラの脆弱性が問題となっている。この団地の立地に対する不安がある。
　・この仮設住宅は「大谷地区」に属している。大谷地区全体で中学生は 4 人いたが、この仮設住宅
　　には 1 名のみだと思う。震災の影響で子ども達がバラバラになり、県外や市内の別の場所に移っ
　　た家族もある。
　・震災により地域コミュニティが分断され、特に子ども達の就学環境が大きく変化している。
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8.5.4　下唐川第 2 団地　　1DK 9 坪タイプ　　ふるさと回帰型

1）回 答 者  70 代男性
2）居 住 者  70 代男性（回答者）・70 代女性（妻）
3）入居時期  2024 年 7 月 19 日
4）入居までの経緯
　　被災直後は避難所に 1 週間ほど身を寄せたが 60 人くらい避難していて気分的にも苦しかったの
　で、自宅に戻って寝ていた。その後、永住できる家を作ると聞いてこの団地の完成を待って入居した。
5）自宅の状況
　　自宅は直線距離で 200m ほどのところ。地域の大半は全壊だったが自宅は大規模半壊だった。（公
　費解体の予定）
　　雨漏りはなかったので寝起きする事はできた。とはいえ、風呂は水をかぶる程度。水は井戸水を
　使うが水質は鉄分が多く良いとはいえない。煮炊きはカセットコンロを用い、トイレは畑で済ませ
　ていた。
6）仮設住宅について
　・「ふるさと回帰型」は永住できる家と聞いていた。石川モデルを作るということで業者も「木の
　　香りのする家」と言っている。
　・永住するには狭い。多くを望むわけではないが居室としてあと 1.5 畳、収納としてあと 1.5 畳あ
　　ればと思う。
　・収納が全く足りない。布団も仕舞きれず自宅が近いのでしょっちゅう物を取りに戻っている。
　　解体後はどうしたらいいか。
　・収納を補うため外に物置を 2 つ置いている。（農機具用、台所用品・布団・衣類用）
　・子ども達が来た時は公民館に泊まるしかない。
　・居住性については、暑さ寒さに全く問題はない。隣戸の物音も全く気にならない。
　・耐震性のほか、川は近いが水害の危険性もない。
　・入居時には家電が備えられていた。冷蔵庫は小さかったので買い直した。
　・IH コンロには慣れた。
　・コモンスペースに自宅から外して来たサッシを取り付け風除室のように屋内化した。合法的でな
　　いのは承知しているが半屋外空間になり重宝だ。団地内のほかの住戸にも同様にした。
　・同じ集落から 6 軒で入居しているので、みな知り合い同士で気心が知れている。自分たちの年齢
　　と今後の出費を考えると、協力し合ってここに住み続けることになるだろう。

第 9 章 ９令和６年奥能登豪雨の応急仮設住宅
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９.1　令和 6 年奥能登豪雨の概要と被害

　令和 6 年元日の能登半島地震発災後の復旧・復興の最中、同年 9 月 21 ～ 22 日にかけて、能登半島
北部では記録的な大雨となった。21 日朝を中心とした大雨は、日本海にあった秋雨前線に低気圧が
接近し、線状降水帯を発生させた。気象庁は昼前に、輪島市、珠洲市、能登町の３市町に大雨特別警
報を出した。1 時間降水量は、輪島市で 121mm、珠洲市で 84.5mm など観測史上最大となり、16 河
川が氾濫した。能登町では 7047 世帯に避難指示が出された。石川県は災害対策本部員会議を開催し、
災害救助法の適用決定を馳浩知事が発表、直後に県から陸上自衛隊に輪島、珠洲、能登３市町への災
害派遣要請が行われた。
　翌 22 日も、台風から変わった温帯低気圧の通過に伴って大雨となった。道路寸断による孤立集落
が珠洲、輪島、能登の３市町で計 115 か所に上り、県は安否不明者の公表を開始した。
　23 日には、石川県災害対策本部会議で輪島市の坂口茂市長が、仮設住宅の入居者や孤立集落の住
民の集団避難を要請した。県は仮設住宅の床上浸水は輪島市 5 か所、珠洲市 1 か所の計 533 戸と確認
した。集落の孤立は 56 か所で続いた。
　その後、孤立集落の数は減って行くが、土砂崩れや冠水などのため、奥能登を中心に県の管理道路
の 23 路線 48 か所が通行止めであることが判明した。１月の地震に伴う通行止めは、8 路線 14 か所
とピーク時の 5 分の１まで減っていたが、この豪雨により、再度の被災となった。
　被害の状況（人的・建物被害）は下表・下図のとおりである。（石川県ホームページより転載）
　　　　　　　被害の状況（人的・建物被害）　【第６２報令和７年１１月２０日１４時００分現在 】

	

	

第

９

章

令
和
６
年
奥
能
登
豪
雨
の
応
急
仮
設
住
宅

９.2　令和 6 年奥能登豪雨被災者向け応急住宅

　令和 6 年奥能登豪雨の被災者向け応急住宅については、令和 7 年 3 月 28 日に必要戸数 286 戸全て
の建設を完了している。珠洲市に１団地、輪島市内に 4 団地が建設された。建設は、能登半島地震の
木造応急住宅建設にも携わった、一般社団法人全国木造建設事業協会（以下、全木協）と一般社団法
人石川県木造住宅協会（以下、木住協）の２団体による。５団地すべてが木造軸組構法であり、２階
建てを主としていることが特徴である。
　同年元日の能登半島地震の際のまちづくり型の建設型応急住宅の着工は、最も早いものでも、発災
後 47 日後に着工したが、この豪雨の応急住宅建設では、豪雨発災後、1 ヶ月を待たずに着工している。
令和 6 年 10 月中旬に３団地が着工、11 月中旬に２団地が着工した。年末年始を挟んだ上に、２月に
は大寒波による雪などの悪天候もあった中で、22 戸の小規模の団地で工期 113 日、104 戸の団地は工
期 147 日で完成に至っている。
　５団地、全 31 棟のうち、平屋建ては２棟の
みで 29 棟が２階建てである。平屋建ては７戸
が連続する長屋で、能登半島地震のまちづくり
型の建設型応急住宅とほぼ同様の仕様である。　
　
　２階建てでは、珠洲市に建てられた「野々江
町第８団地」のみが「長屋」で、各戸の１階の　　　　　 建設中の杉平町第３団地　2024 年 1 月

玄関を入ってから２階の部屋に至る形式であるが、その他はすべて 1、2 階に共用廊下を設け、共用
階段を持つ「共同住宅」の形式である。
　
　「共同住宅」の共用廊下と共用階段のあり方には、開放型と室内化しているものがある。「杉平町第
３団地」、「釜屋谷町第３団地」は、１、２階の共用廊下は木製の手すりがついた明るく開放的な廊下
で、共用階段の壁上部も開け放している。「宅
田町第４団地」、「野々江町第８団地」は、１、
２階の共用廊下が室内化されており、窓がある
ものの開放性の少ない場所になっている。解放
的な廊下を持つ棟の入居者によれば、雨が吹き
込み、滑りやすい状況だという話もあった。
今後の冬季の降雪などを経て、どちらのありよ
うが良いかについてはのちの評価を待ちたい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長屋形式の野々江町第８団地

　　　　解放的な共用廊下　杉平町第３団地　　　　　　　　　　　　室内化された共用廊下　門前第１団地
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９.3　団地別紹介（第７章の再掲）
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10.1　調査概要

　2024 年度は、2025 年度調査の予備調査として、建設型応急仮設住宅について現状把握をおこない、
全数の概要把握を行った。さらに、木造の応急仮設住宅について、建設団体別に整理をした。 
　本年度の調査業務では、能登半島地震発災直後からの石川県と石川県内各市町の行政の動き、また、
木造応急仮設住宅の建設団体の初動と対応、および、供給住宅の工法や仕様をできる限り明らかにし
て、ここに記録することに務めた。また、仮設住宅の「住み心地」について、昨年度の予備調査から
選び出した 21 団地の 115 名の居住者の意識調査をおこなった。さらに、能登半島地震被害からの復
旧の最中の 2024 年 9 月に発生した奥能登豪雨における被災者向けの応急仮設住宅についても、建設
団体を明らかにし、概要の把握をおこなった。

10.2　調査メンバーによる報告、および、意見交換

　2025 年度調査業務の途中段階（2025 年 9 月）で、調査メンバー間で調査の進捗報告をかねて、木
造応急仮設住宅についての情報交換をおこなった。以下に、項目別に簡潔に記す。

配置計画に関して
・配置計画以前に、団地への入居が同一集落からの入居であるか否かが、コミュニティ形成に大きく
　影響している傾向が見て取れる。
・石川県からの留意事項（石川県建設型応急仮設住宅配置計画案作成上の留意点）には、「6 坪型
　（1DK）は団地中央の通路側や集会所等の近くに配置し、孤立防止に配慮する」との記載がある。
・ある建設団体では、当初は様々な住戸タイプを各住棟に混在させる計画だったが、高齢者単身用住
　戸を集約した団地がある。その目的は、福祉サービス（デイサービス、ケアマネージャー）の効率
　化を図るためとのことである。
・コミュニティ形成を意図し、広場等を住棟がコの字に囲う、囲み型配置があった。囲み型配置を形
　成するために南入り住戸プランが提案された。
・南入り住戸の実際の入居者からは「知り合いが通るのがわかってうれしい」との肯定的な評価が
　あった。一方で、双方に出入りが見えてプライバシーに課題が残るという意見もある。
・南側が玄関等になるので、洗濯物を干す場所がないという否定的な評価もある。
・南入り住戸では主たる居住スペースが広場等に面し、また、北側に十分な開口部がとれにくく、通
　風の確保に工夫が必要。
・囲み型配置の広場等の活用状況は、前面デッキの広さや屋根の有無が関係する。
・計画していたが、屋根が実現できなかった団地では、コミュニティのために確保した広場があまり
　活用されていないのが実情。
・集会所は使用されているが、利用者が限定されているという傾向が多く聞かれる。
・集会所、談話室とも、施錠管理のあり方などの運用状況によって、団地によって活用状況がだいぶ
　異なる。 
・配置計画上の集会所の位置も重要、団地の奥の片隅にある場合は利用しにくい。 
・団地の周囲に既設の集会所があり、その利用を前提として団地の集会所を建設しなかったが、やは
　り団地内に集会所が必要だということになり、入居後に敷地の隅に建てたという事例がある。

・画一的に羊羹型の住棟を並べるタイプではない住棟配置とそれに見合った平面計画の可能性をあら
　かじめ検討して準備しておきたい。発災後に候補地が出てからでは対応するのが難しい。
・広場などのコミュニティスペースを漠然とつくるよりは、菜園などの方が良いのではないか。特に
　能登の場合は、副業も含めて農業従事者が多いので、野菜を作る、花を育てることができなくなっ
　たことの不満の声が多く聞かれた。
・応急仮設住宅と畑や自宅が近い方、遠い場合でも車の運転ができる方は、頻繁に、畑や自宅に戻って、
　土いじりをしているようである。
・郊外や山間部であるほど、また、仮設住宅と自宅、あるいは、畑との距離が大きいほど、移動に自
　家用車が欠かせないものとなる。自家用車での移動の可否が QOL（生活の質）に大きな影響を及
　ぼしている。

平面計画に関して 
・平面計画のベースは一般社団法人プレハブ建築協会が、長い間の実績の中でつくりあげたプラン。
　それを各建設団体が構法等に合わせて改良している。
・能登半島地震の応急仮設住宅での、独自の仕様は以下の通り。
　積雪対策（雪下ろし条件、積雪荷重対応）、断熱性能の向上（グラスウール仕様の強化）、寒冷地対
　応（二重サッシ）、玄関風除室の設置、濡れ縁の設置（各住戸 1 ヶ所）、温水洗浄便座の標準装備。
・平面計画の完成度が低い団地も見受けられる。入居者の暮らしの視点に立って、普遍性を持つ良い
　プランを提供しなければならない。 
・2 階建てには長屋と共同住宅の 2 つのタイプがある。長屋では階段のあり方を含めた平面計画が、
　まだ未熟ではないか。
・メゾネットタイプでは、2 階建ての 1 階部分で階段が室内面積を圧迫している。
・2 階建て共同住宅では、若い世帯を 2 階に、年齢層の高い世帯を 1 階に割り振っているというが、　
　メゾネットタイプで、90 歳の高齢者が階段を利用している事例があった。
・トイレの奥行きが小さいため、便座に座る際に壁に頭部が接触するといった問題が生じている。
・単身者用は居室スペースが圧迫される傾向がある。
・単身者用は、2,3 人用住戸から単純に部屋数を減らした設計のようなものが多い。よって、水廻り
　の面積が全体の床面積に対して過大になる傾向がある。水廻りスペースと居住スペースのバランス
　の検討は必要である。
・単身者用として、より使いやすい水廻りの工夫、改良の余地がありそうである。
・単身者用は最小限の空間の中での計画なので、設計にも工夫が必要である。より居住性を高める計
　画の余地はまだあるように思われる。
・収納スペースの不足は、全体にある切実な問題である。被災した自宅、あるいは、解体後の敷地に
　物置を設置し、定期的に荷物を出し入れに行っているという入居者が多数いる。それができる人は
　良いが、それができない入居者は使えるものも含めて全て処分せざるを得なかったという話が複数
　あった。
・切妻屋根としているのだから、小屋裏をもっと利用すれば良いのではないか。一般社団法人全国木
　造建設事業協会（全木協）は、小屋裏利用をしている。
・小屋裏収納を自主的に拡張する入居者が多数いる。
・濡れ縁がない住戸がある。濡れ縁があっても狭いなど、洗濯物の室内干しを余儀なくされるケース
　が多発している。洗濯物を干すスペースの確保は必須である。
・物干し金物の設置の有無も使い勝手に影響している。
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石川モデル（ふるさと回帰型）について
・完成時期は、従来型、まちづくり型に比べて遅かった。
・敷地に余裕があり、物置や家庭菜園の設置が可能である。また、洗濯物干しを敷地内に設置できる。
・入居者の評判は概ね良好で、仮設としての利用終了後も住み続けたいという意見が多数あった。
　一方で、恒久的に活用するという前提にしては狭すぎる、という意見もあった。
・2 戸 1 で並び、各戸が独立した戸建てである。2 住戸の玄関が向かい合い、2 住戸間に簡易な屋根が
　掛かり、ベンチが設えられた半屋外のコモンスペースができている。そこでのコミュニケーション
　が活発である。また、収納スペースとしての活用も多く見られた。
・恒久的利用とする場合には、コモンスペースでつながっている 2 戸を切り離して風除室をつくる、
　あるいは、増築を行うなどの方法がある。

各種の性能 
・東日本大震災と比較すると、断熱性能は格段に向上した。居住者からは、冬季の寒さに対しての不
　満は聞かれなかった。
・夏季の西日対策が不十分、日除けの自主設置が見られる。団地によっては全戸に装備している。
・耐震性は、石川県の応募要項では等級 3 以上を求めている。全ての住戸で、それ以上の耐震性能を
　備えている。
・住戸間の音については、被災前は広い敷地で規模の大きな家で暮らしていた方が多いということも
　あり、隣戸音が聞こえるということに関して驚いた人がいるという話がある。
・住戸内での、家族間の音の問題は難しい。石川県の仕様では、原則として建具は設けずにカーテン
　で仕切ることになっている。

使用材料、仕上げについて
・木（調）の外壁と黒い瓦葺きの切妻の住棟は、被災後のまち並として違和感なく感じられる。
・石川県の標準仕様書（案）では複数の選択肢が提示されている。その中から、各建設団体の判断で
　使用材料は決定している。
・外壁材が木調サイディングである団地と木材である団地の使い分けの理由が不明だったが、建設団
　体の違いによることがわかった。双方の経年変化を観察して行きたい。
・フローリングは、単層フローリング（無垢材）と複合フローリングがある。これも建設団体の違い
　による。

インフラと設備について
・電気の基本契約は 30A で、容量不足の声が多数上がっている。団地によって増設の可否が異なる。
・浄化槽は、県の指定業者以外の九州の業者の施工の事例があった。
・大規模浄化槽が確保困難のため、小型浄化槽の複数基での対応があった。
・団地の所在地、周辺地形により Wi-Fi 環境が弱い団地がある。集会所等からの無線基地局による対
　応をしている団地があった。

設備・備品に関する課題
・冷蔵庫とエアコンは標準装備として、全戸に設置された。冷蔵庫のサイズが小さいとの不満が聞か
　れた。 
・市町によって多少のルールの違いはあるようであるが、その他の家電は 3 点まで選択可能
　（テレビ、電子レンジ、洗濯機等）。
・全体としては、水廻り設備は清潔で良いという好評が聞かれた。

建設団体について
・8 団体が建設型応急仮設住宅の建設に携わった。そのうち、プレハブ建築協会以外の 7 団体が木造
　の応急仮設住宅を建設した。
・プレハブ建築協会は、発災後ひと月を待たず、「建設候補地確認チェックリスト」に基づき、建設
　型応急仮設住宅の建設候補地の視察確認を行っている。これにより、大型運搬車、建設重機の運用
　の可否などが明らかになり、建設団体を決定するための情報の一つになっている。チェック項目は、
　以下の通り。
　基本情報（市町村名、敷地住所・名称、敷地面積、敷地使用状況、現状地盤、既存障害物、
　想定建設戸数、必要な施設、土地所有者、土地管理者）、周辺状況の確認（安全性、住環境、利便性）、
　敷地の状況（敷地造成等、ライフライン）。
・木造応急仮設住宅建設の 7 団体のうち、3 団体が移動式の応急仮設住宅である。それぞれの特徴を
　簡潔に整理すると以下の通り。
　（一社）日本モバイル建築協会：比較的自由な構法で建築基準法準拠の住宅を工場で建設し、　トラッ
　クで運搬、現地で連結。
　（一社）日本ムービングハウス協会：工場製作したコンテナ型の建物をトレーラーで運搬、現地で
　連結。　　　　　　　　　
　（一社）日本 RV・トレーラーハウス協会 : 車輪付きのユニットを現地に牽引運搬し基礎に固定。
・現地以外で建設し、現地に運搬する移動式のものは、事前ストックが可能で、非常時の中での材料
　や職人手配が抑えられ、工期が圧倒的に早い。仮設として使用後のリユースもしやすい。
・3 団体とも、複層階が可能、モバイルは、今回の能登半島地震の建設型応急仮設住宅で 2 階建てを
　建設している。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
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１．石川県建設型応急仮設住宅整備に関する資料
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２．石川県建設型応急仮設住宅整備に関する設備関連補足資料
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【要請文書の主旨】 
一般住宅等で慣例となっているように 
LPガス配管の工事費を設備工事業者の負担とすると、 
最終的には入居者のガス料金に転嫁されることになる。 

今回工事では、ガス配管、ガスメーター、調整器の工事費は 
建設工事費に含めることとしており、それらの工事費が 
ガス配管工事業者の持ち出しとならないよう要請したもの。 
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